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序     文 

 

  

 日本国政府は、カメルーン国政府の要請に基づき、同国の第４次小学校建設計画にかかる

予備調査を行うことを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施しました。 

 当機構は、平成 19 年 7 月 21 日から平成 19 年 8 月 27 日まで予備調査団を現地に派遣し

ました。 

 この報告書が、今後予定される本格調査の実施、その他関係者の参考として活用されれば

幸いです。 

 終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成 19 年 11 月      

 

独立行政法人国際協力機構 

無償資金協力部  

部長 中川 和夫 

  









[BAMENDA 2 /GS Mbingfibieh] [BAMENDA 4 /GS Ngomegham1,2&3]

[SANTA 3 /GS Santa] [SANTA 4 /GS Banjong]

[BALI 1 /GS Bali Town Grp.1&2] [BALI 3 /GS Bawock]

[TUBAH 1 /GBS Tubah] [BAFUT 2 /GS Mbebli]





[BERTOUA 1-4 /EPA Bertoua Grp.1A,1B,2A,2B]

[BERTOUA 1-4 /EPA Bertoua Grp.1A,1B,2A,2B] [BERTOUA 11 /EP Ngaikada]

[BERTOUA 11 /EP Ngaikada] [BERTOUA 13 /EP Nkolbikon Grp.2]

[BELABO 3 /EP Belabo Grp.2] [BELABO 4 /EP Bilingue]





[NGAOUNDERE 1-2 /EP Bamyaga Grp.1,2] [NGAOUNDERE 8-9 /EP Djackbol Grp.1,2]

[NGAOUNDERE 10 /EP Gaba-Mabanga] [NGAOUNDERE 25 /EP Baladji ]

[NGAOUNDERE 14 /EP Quartier Residentiel] [NGAOUNDERE 14 /EP Quartier Residentiel]

[NGAOUNDERE 16-17 /EP Sabongari Grp.1,2] [NGAOUNDERE 16-17 /EP Sabongari Grp.1,2]





[EP Odza] [EP Odza]

[EP Mballa ] [EP Mballa ]

[EP Mballa ] [EP Mballa ]

[EP Mvog Besti] [GBPS Mballa ]
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略語集

略語
(アルファベット順)

仏語名 和訳名

AFD Agence Française de Développement フランス開発公社
APE Assosiation des Parents d’ élèves 父母会
BAC Baccalauréat 大学入学資格
BAD Banque Africane de Développement アフリカ開発銀行
BID Banque Islamique de Développement イスラーム開発銀行
BIP Budget d'Investissement Public 公共投資予算
BEPC Brevet d'Etudes du Premier Cycle 仏語制度中等第一課程修了証
C2D Contrat de Désendettement et de Développement 債務免除と開発協定
CAA Caisse  Autonome d'Amortissement 独立償還金庫
CAP Certificat d'Aptitude Professionnelle 職業適性証書
CE Cour Elémentaire 初等教育基礎課程
CEP Certificat d'Etudes Primaires 仏語制度初等教育修了証
CM Cour Moyen 初等教育中等課程
CP-O/S Cour Préparatoire-Ordinaire/Spéciale 初等教育準備課程
DPEB Délégation Départemental de l'Education de Base 県基礎教育事務所
DSRP Document  de  Stratégie pour la Réduction de la pauvreté 貧困削減戦略書(仏語）
EP Ecole Primaire Publique 公立小学校（仏語）
EPA Ecole Primaire Annexe 師範学校付属小学校（仏語）
E/N Echange de Notes 交換公文(仏語）
FSLC First School Leaving Certificate 英語制度初等教育修了証（英語）
GBPS Govermment Bilingual Prctising School 師範学校付属小学校バイリンガル校（英語）
GBS Govermment Bilingual  School 公立小学校バイリンガル校（英語）
GCE-O/A General Certificate of Education-Ordinary/Advanced Leval 中等第1/第2課程修了証（英語）
GPS Government Practicing School 師範学校付属小学校（英語）
GS Government Prrimary School 公立小学校（英語）
HIPC Heavily Indebted Poor Countries 重債務貧困国(英語）
JICA Japan International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力機構（英語）
JICS Japan International Cooperation System 日本国際協力システム(英語）
JOCV Japan Overseas Cooperation Volunteers 青年海外協力隊
MDRI Multilateral Debt Relief Initiative 二国間債務削減(英語）
MDGs Millennium Development Goals ミレニアム開発目標
MINEDUB Ministére de l’Education de Base 基礎教育省
MINTP Ministére de Travaux Publique 公共事業省
NGO Non-Gouvernmental Organisations 非政府組織（英語）
PARE Programme d'Accompagnement de la Réforme de l'Education 教育改革支援計画
PASE Programme d'Appui au Système Educatif 教育システム支援プロジェクト
PASECA Programme d'Appui au Système Educatif Camerounais カメルーン教育システム支援計画
PPTE Pays Pauvres Très Endettes 重債務貧困国(仏語）
P/Q Pre-Qualification 事前資格審査(英語）
PRSP Poverty Reduction Strategy Paper 貧困削減戦略書(英語）
RESEN Rapport d'Etat sur le Système Educatif National 国民教育システム現状報告書
SIL Section d'Initiation au Langage 言語習得課程
TOR Termes de Référence 課業指示書(仏語）
UNESCO United Nations Education,Scientific and Cultural Organization 国連教育科学文化機関(英語）
UNICEF The United Nations Children’s Fund 国連児童基金(英語）
VAT Value Added Tax 付加価値税（英語）
ZEP Zones d'Education Prioritaires 教育優先地域
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第 1 章 調査概要 

１－１ 要請内容 

 
カメルーン政府は「教育セクター戦略」を踏まえた PRSP を 2003 年に策定し、全国の不足教

室 14,600 教室の整備と適正規模の学級運営に必要な教員数の確保を主な目標に掲げて取り組ん

でいる。初等教育総就学率は 1995 年に 74.7％であったが、2003 年度には 99.6％まで回復した

ものの、施設整備が長期間停滞したために、生徒増に対する教室の不足及び過密状況および既存

施設の老朽化が深刻化している。自助努力による教室整備を進めているが、厳しい財政事情のた

め年間約 2500 教室の新設目標に対し約 1,000 教室の整備に留まっている。 
 「カ」国初等教育における児童数は 2002 年から 2003 年にかけて 3.9％（約 18 万人）増加し

ており、地域間格差も著しい。初等教育就学率（国内平均総就学率）は 2000 年が 90％、2004
年 95.6％と上昇したものの地域別総就学率についてはアダマウア州（88.4％）、東部州（90.4%)、
北西部州（93.7％）の３州は国内平均総就学率を下回っている。 
 また同国では教室不足のため定員 50 名の教室を約 2 倍の生徒数で使用しており（2003/2004
全国平均 96.3 名）、100 名を超える授業や２部制での対応が一般化している。本計画の対象州に

おける１教室あたりの生徒数はアダマウア州 169 名、東部州 140 名、北西部州 86 名と過密状態

にある。 
 わが国はこれまでに第一次～第三次小学校建設計画にて全 10 州のうち 7 州において小学校建

設を実施してきており、これらの計画にて建設された小学校は記念切手のデザインになるなど非

常に高く評価されている。本計画は残る 3 州に対する小学校建設（既存校に対する増設）の要請

である。 

  
 
１－２ 調査の目的 

  

わが国は従来より学校建設にかかるコスト縮減に努めてきたが、本調査では、本要請にかかる

従来の一般無償型設計についてのさらなるコスト縮減の検討に加え、現地リソースを活用したコ

ミュニティ開発支援無償の可能性について調査し、最も現地のニーズに合った学校建設方法を検

討することを目的とする。 
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１－３ 調査団の構成 

 

 氏名 担当分野 所属 派遣期間 

1 星野 明彦 

 

総括  

 

独立行政法人国際協力機構 
無償資金協力部業務第二グループ 
教育・職業訓練チーム長 

2007/7/22 - 

2007/7/28 

2 

 

森田 千春 

 

計画管理 

 

独立行政法人国際協力機構 
無償資金協力部業務第二グループ 
教育・職業訓練チーム 

2007/7/22 - 

2007/7/28 

3 

 

市川 達也 

 

施設計画・教

育事情調査 

株式会社 福永設計 

 

2005/7/22- 

2005/8/25 

4 奥井 正雄 施工体制・調

達事情調査 

株式会社 デザインシステム 

 

2005/7/22- 

2005/8/25 

5 森田 俊之 現地通訳 財団法人日本国際協力センター 2005/7/22- 

2005/8/25 

 

表１ 調査団構成 

 

１－４ 調査日程 

官団員 コンサルタント団員、通訳 
日付 曜日 

星野 森田 市川 奥井 森田 俊之（通訳）

7 月 21 日 土  LX169 成田 10：25 ⇒ チューリッヒ 15：55 

7 月 22 日 日 

9D260 バンギ 10:15 ⇒ ドゥアラ

14:35 

ドゥアラ⇒ ヤウンデ 

LX276 チューリッヒ 12:15 ⇒ ヤウンデ 19:15 

7 月 23 日 月 AM:JICA 事務所、大使館訪問、PM:第三次案件視察 

7 月 24 日 火 過去の無償資金協力案件、及び他ドナー施設の視察（５サイト） 

7 月 25 日 水 教育大臣表敬、ICR 説明・協議 

7 月 26 日 木 AM:教育省と協議，PM:AFD 訪問、ミニッツ案作成 

7 月 27 日 金 AM:ミニッツ協議、PM：ミニッツ署名/大使館・事務所報告 

7 月 28 日 土 
13:00 教育大臣報告  

移動日 AF941 ヤウンデ 20:20 ⇒
資料収集、建設事情調査 

7 月 29 日 日 
ドゥアラ経由 ⇒ パリ 6:10 

JL406 パリ 19:05 ⇒ 
資料整理 

7 月 30 日 月 成田着 
教育省と調査内容・詳細スケジュール協議 

関係省庁、他ドナーとの協議 

7 月 31 日 火 移動（ヤウンデ→北西部州） 

8 月 1 日 水 
 

サイト調査（北西部州） 

 



 

   3
 

8 月 2 日 木 サイト調査（北西部州） 

8 月 3 日 金 サイト調査（北西部州） 

8 月 4 日 土 サイト調査（北西部州） 

8 月 5 日 日 移動（北西州→ヤウンデ） 

8 月 6 日 月 首都調査 

8 月 7 日 火 移動（ヤウンデ→東部州） 

8 月 8 日 水 サイト調査（東部州） 

8 月 9 日 木 サイト調査（東部州） 

8 月 10 日 金 サイト調査（東部州） 

8 月 11 日 土 サイト調査（東部州） 

8 月 12 日 日 移動（東部州→アダマウア州） 

8 月 13 日 月 サイト調査（アダマウア州） 

8 月 14 日 火 サイト調査（アダマウア州） 

8 月 15 日 水 サイト調査（アダマウア州） 

8 月 16 日 木 サイト調査（アダマウア州） 

8 月 17 日 金 移動（アダマウア州→東部州） 

8 月 18 日 土 移動（東部州→ヤウンデ） 

8 月 19 日 日 資料整理 

8 月 20 日 月 首都調査 

8 月 21 日 火 首都調査 

8 月 22 日 水 資料整理（中間報告書作成） 

8 月 23 日 木 資料整理（中間報告書作成） 

8 月 24 日 金 ＰＭ：事務所／大使館報告 

8 月 25 日 土 移動日 AF941 ヤウンデ 20：20 ⇒   

8 月 26 日 日 
ドアラ経由 ⇒ パリ 6：10 

AF272 パリ 11:45 ⇒ 

8 月 27 日 月 

 

成田着 

 

表 2 調査日程 

 

１－５ 主要面談者 

＜基礎教育省＞ 

   Mrs. Haman Adama Halimatou, 大臣 

Mr. A;broise Owotshogo Onguéné、次官 

Mr. Fouda Simon Pierre、局長 

Mrs. Ndongo Monique、プロジェクト・コーディネーター 

Mrs. Fotso Agnés Odile、協力室長 
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Mr. Esiminegana Jawui、プロジェクト室長 

  <学校> 

GBPS  Mballa IV 校 

 Mr. Ayissi Ernest、Yaoundé I 視学官 

 Mrs. Mbia Souga Ohendja、校長 

 Mrs. Mperili Marie Lucile、校長 

 Mrs. Ndoussi Nkabi Marthe、校長 

 Mrs. Alima Thérèse、校長 

 Mr. Bikélé Atéba、校長 

   Mballa II 校 

    Mrs. Mballa Tarcelle、父母会代表 

    Mrs. Ebo'o Cécile、校長 

    Mrs. Ella Bikoe Claudine F、校長 

    Mr. Fogang Mathieu、校長 

   GBPS Ekoudou 校 

    Mr. Mohamadou Audrs、父母会代表 

    Mr. Betchem à Mbassa、校長 

    Mr. Tchawou Poughela Samuel、校長 

    Mrs. Ndo Alice、校長 

    Mrs. Ndi Agnés、校長 

   GBPS Mvog-Betsi 校 

    Mrs. Essoh Dora、Yaoundé 6 視学官 

   EP Odza 校 

    Mrs. Men Yeng、校長 

 

 

１－６ 調査結果概要 

１－６－１ 先方との協議結果 

（１）教育分野の現状 

  ①国家計画 

    2003 年 4 月に貧困削減戦略文書（DSRP/PRSP）は、貧困の削減、それに必要な経済成長

の創出、社会基盤整備を目的とした包括的な国家計画であり、各セクター開発の上位計画

として位置づけられている。教育分野では、貧困削減を達成するために掲げられた７つの

課題の一つ「人的資源および社会部門の強化と弱い立場の社会集団の経済への統合」に関

連して、「すべての国民への初等教育の提供」を第一目標としている。 
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  ②サブセクター計画 

「万人のための教育」実現のためのイニシアティブ（Fast Truck Initiative）の実現に

向けた全体的かつ一貫した方針の確立を図るための「教育部門戦略」が教育部門所管省（基

礎教育省、中等教育省、高等教育省）と経済財務省の４省によりまとめられ、2006 年 6月に

発効した。同目標は国連ミレニアム開発目標（MDGｓ）に基づき次の目標を挙げている。 

① 格差を是正しつつ、就学率、内部効率を向上させる。 

② 教育サービスの効率と質を改善する。 

③ 社会各構成員との効果的なパートナーシップを開発する。 

④ 教育制度の管理とガバナンスを改善する。 

 

（２）過去の無償資金協力の状況と先方政府の認識 

  カメルーン国の学校建設において我が国はこれまで、「小学校建設計画(平成 9 年度・31

校 342 教室)」、「第二次小学校建設計画(平成13年度・31校 437 教室)」、「第三次小学校教室

建設計画（平成 16年度・33校 426 教室）」（以上、BD報告書に基づく）の実施によりカメル

ーン全 10 州のうち 7 州における教室施設の拡充に貢献してきた。これらの施設は、特にそ

の質の高さおよび工期遵守により、わが国援助のシンボルとして高く評価されている。 

   こうした状況下、「第４次小学校教室建設計画」は、我が国が教室建設協力を未だ実施し

ていない３州（アダマウア州、東部州、北西州）に対する小学校の教室及びトイレ等の施設

建設、ならびに教材等の調達にかかる要請がなされたものであり、引き続き質の高さと工期

遵守が担保された学校施設の建設を望んでいることが確認された。 

 

（３）コミュニティ開発支援無償に対する先方の理解 

 新たな選択肢であるコミュニティ開発支援無償（以下「コミ開」と称す）につき、その実施方

法および特徴に加えて、一般無償に比して特に量的な観点で比較優位を有する方式である旨を説

明した。 

カメルーン側はコミ開の実施方法および目的を理解し、コスト減の可能性に期待する一方、従

来の我が国一般無償による高品質な教室と現行の現地仕様の教室の二者択一はできず、その中間

レベルの質を採用しつつより多くの教室建設を実現する新たな方法で質と量の双方を確保する

方向性への期待が示された。 

また、カメルーン側は現地施工業者の積極的な活用によるコスト減の可能性に賛同する一方、

特に現地コンサルタントの活用についてはその効果・効率性に懸念を示し、本邦コンサルタント

活用の優位性を強調した。本調査団は、現地コンサルタントの活用に関しては調達代理機関がこ

れを十分に監督すること、十分な実施体制を組むことにより確実なプロジェクト運営が可能であ

ることを説明した。 

その他実施方法に関して、調達代理機関と現地コンサルタントの業務内容の重複、施主の契約

決定権の有無、一般無償下の邦人コンサルタントに比した調達代理機関のキャパシティ、一般無

償に比した場合の工期の長期化（スピードの低下）にかかる懸念が表明された。 
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これら全ての点について本調査団は先方に対し十分に説明を行い、カメルーン側からは新方式

による効果が実証されていない段階での危惧が表明されるとともに本格導入の前の新方式によ

る試験施工に関する提案があった。 

 

（４）要請内容の確認 

  「第４次小学校教室建設計画」は、我が国が教室建設協力を未だ実施していない３州（アダ

マウア州、東部州、北西州）を対象地域とすることが確認された。 

  本調査で確認された要請コンポーネントは下記のとおりであり、当初要請に挙げられていた

水場（水道引き込み立水栓、または井戸）については、教室建設を優先する観点から、これら

をカメルーン側負担とした。 

  ① 施設（教室、校長室、倉庫、多目的室、便所） 

  ② 教室家具 

  ③ 教材 

  ④ ソフトコンポーネント（施設の維持管理） 

 

（５） 免税措置 

  カメルーンにおける公共工事の契約にかかる税は付加価値税（VAT）19.25％と印紙税 1.65％

であり、これらの免税措置は CEMAC(中央アフリカ経済金融同盟)の規定により還付方式となっ

ている。昨年（2006 年）までの我が国一般無償案件では規定である 45 日以内の還付が遵守さ

れずに遅延していたが、2007 年初めの基礎教育大臣訪日を機とした見直しにより、事前申請が

会計年度開始の１月までに行われればこれに基づき予算が確保されることが確認され、今後は

迅速な還付が可能になる旨、教育省より説明がなされた。 

他方、カメルーン側は免税対象は本邦企業のみであり現地業者は免税対象外であると主張し

た。これに対し本調査団は、免税措置は E/N に基づくものであること、これまでは本邦業者が

現地業者分も含めて免税申請をしていたはずでありコミ開が導入された場合には調達代理機

関と契約する現地業者等が免税対象となるべきことを説明した。 
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１－６－２ 現地調査（踏査）結果 

（１）計画対象地域の状況 

  ①アダマウア州 

   首都ヤウンデから州都ンガウンデレまで約 1,000ｋｍであり、要請はアダマウア州５県の

うち州都が所在するヴィナ県における既存校25校（17サイト）である。  

17 サイト中 11 サイトの調査の結果、教室あたり生徒数は平均 84 人/教室と、公立校の全

国平均（54.1 人）を超えている。 

   また、イスラム系民族の慣習や遊牧民の生活事情が非就学の要因となっている傾向がある。 

  ②東部州 

   首都ヤウンデから州都ベルトアまで約350ｋｍ（そのうち舗装路；150ｋｍ）であり、要請

サイトは東部州４県のうち州都が所在するロムエジェレム県における既存校 24 校（15 サイ

ト）である。15サイト中14サイトの調査の結果、平均 78人/教室と、公立校の全国平均（54.1

人）を超えている。またグループ校が多く、教員不足が顕著な問題である。 

  ③北西州 

   首都ヤウンデから州都バメンダまで約 370ｋｍ（ずべて舗装路にて良好）であり、要請サ

イトは北西州７県のうち州都が所在するメザム県における既存校 30校（30サイト）である。

30サイト中 9サイトの調査の結果、教室あたり生徒数は平均 38人/教室と、公立校の全国平

均（54.1 人）以下であるが、既存施設の半数以上が泥製ブロック造であり状態は劣悪で深刻

である。英語圏であり、また商業地域である。 

 

（２）既存施設の状況 

  ①基礎教育省 
   小学校施設整備は公共投資予算(BIP)と重債務貧困国債務削減のための基金（PPTE）の二

つの財源により行われている。 
a) 公共投資予算（BIP） 
 実施機関；州の基礎教育局、もしくは県の基礎教育事務所 
 入札図書；当時の国民教育省施設部が我が国の一般無償資金協力案件を参考に策定した

標準タイプ（標準設計図、標準仕様書及び数量計算書）に基づいて入札図書を作

成している。州の場合は基礎教育局の建設課長、県の場合は公共事業省の県事務

所建設課長が作成する。 
 施工監理；州基礎教育局建設課長、もしくは公共事業省職員 
 施工状況；施工精度に対する感覚が希薄（詳細設計図がなく、仕様書に品質規定が少な

いことが一因と思われる）。 
b) 重債務貧困国債務削減のための基金（PPTE） 
 実施機関；基礎教育省計画プロジェクト協力部プロジェクト課 
 入札図書；基礎教育省計画プロジェクト協力部調達課が作成する。 
 施工監理；2006 年度から民間コンサルタントに委託している。 
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施工状況；施工精度に対する感覚が希薄（詳細設計図がなく、仕様書に品質規定が少

ないことが一因と思われる） 
    平米単価；142,857CFA(約 24,630 円) 

 
  ②アフリカ開発銀行（BAD） 
    実施機関；国民教育省（当時） 
    入札図書；国民教育省標準タイプに合致させた寸法で作成している。 
    施工監理；国民教育省（民間コンサルタントに発注したものの、効果が低いために国民

教育省に変更） 
施工状況；良好であり、深刻な不都合は見られない。意匠上に不要な工夫が見られる。 
平米単価；180,740CFA(約 31,162 円) 

 
  ③イスラム開発銀行（BID） 
    実施機関；国民教育省（当時） 
    入札図書；民間コンサルタントが作成しており、標準タイプには沿っていない。 

施工監理；民間コンサルタント 
施工状況；施工精度は高い。 
平米単価；417,555CFA(約 71,992 円) 

 

１－６－３ 結論要約 

（１）先方政府の要望 

  我が国はこれまで「小学校建設計画(平成 9年度・31校 342 教室)」、「第二次小学校建設計画

(平成 13年度・31校 437 教室)」、「第三次小学校教室建設計画（平成 16年度・33校 426 教室）」

（以上、BD報告書に基づく）の実施によりカメルーン全 10州のうち 7州における教室施設の

拡充に貢献してきており、我が国の一般無償資金協力による学校建設は、その質の高さおよび

工期遵守により、我が国援助のシンボルとして高く評価されている。  

 本計画は全国 10 州のうち我が国が教室建設協力を未だ実施していない３州に対する要請で

あり、他州と同様に一般無償での実施を望みたいという希望がある反面、必要教室数に対する

より多くの教室数の供給というニーズから、我が国の一般無償資金協力と現地既存施設の中間

の質を模索したいとの要望があった。 

 

（２）現地リソース（コンサルタント、施工業者） 

  コミュニティ開発支援無償実施に必要な質・量を備えたコンサルタント、業者が存在する。 
①現地コンサルタント 

   意匠設計を行う建築設計事務所（30～40 社）と構造設計および設備設計を行うコンサル

タント会社（約 15 社）に分かれて存在している。 
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②現地施工業者 
   カメルーン全土で 1000 社以上、対象各州には 30～50 社存在し、学校建設案件を実施す

る業者は主に従業員 100 人以下の中規模業者である。 

 
（３）他ドナーによる学校建設の状況 

   現地標準タイプであるコンクリートブロック構造の学校建設は、我が国一般無償資金協力

の他、基礎教育省予算、アフリカ開発銀行、イスラム開発銀行によって実施されている。設

計・監理については各々状況が異なるものの、施工については全て現地業者が実施している。 
① カメルーン国基礎教育省 

 標準図面に基づいて教育省/県事務所が入札図書作成および入札を行う。施工は現地業者が

行い、施工監理は 2006 年度より民間コンサルタントが実施している。 
② アフリカ開発銀行（BAD） 

 詳細設計・施工監理共に BAD の直営、施工は現地業者が実施している。 
③ イスラム開発銀行（BID） 

 外国コンサルタントが設計・監理を実施し、現地コンサルタントがこれにサブコンとして

加わった。施工は現地業者が実施した。 

 
（４）免税措置 

   公共工事の契約にかかる税は付加価値税（VAT）19.25％と印紙税 1.65％であり、これら

にかかる免税は還付方式となっている。しかしながら現地企業体に対する税金の還付制度は

確立しておらず、現地企業体による非課税調達は不可能である。実際の入札においては「非

課税総工事費」としつつも税負担分を見込んだ額での応札が実態である。 
   なお、一般無償資金協力における本邦業者への税金還付も迅速にはなされておらず大幅に

遅延しているのが現状であるが、改善の見直しがなされてきている。 

 
（５）両スキームの比較検討 

①一般無償 

<メリット> 

・施工品質が高い 
・全州を一般無償でカバー可能（残された３州のみ低い仕様にできないと    
の要望に合致） 

・免税措置は基本的に従来通り。 
   <デメリット> 

・教室あたりコストが高い。 
・ 工期が予算年度によって制約される。 

 
  ②コミュニティ開発支援無償 
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 <メリット> 

・教室あたりコストが低い（外務省コスト縮減目標を達成） 
・より多くの教室建設（一定の予算内において） 
・全州を全て一般無償でやらねばならない理由は日本側にない。 

   <デメリット> 

       ・品質が現地レベルに改善を施した水準 

・全 10 州のうち残り 3 州だけがコミ開となり差が生じる（ただし各対象州の裨

益者の立場からすれば、他州の無償校との比較は現実的でない） 

・現地企業体の免税について整理が必要 

・先方の要望に合致しない。 

 
（６）結論 

上述のとおり、カメルーン側は我が国の一般無償資金協力による学校建設を高く評価し、引

き続き一般無償での本計画実施を要望している。 

  現地リソースに関してはコミュニティ開発支援無償の実施に必要な質・量を備えたコン 
サルタント・業者が存在しており、カメルーン政府や他ドナーはこれら現地リソースを活 
用してコンクリートブロック構造の現地標準タイプの学校を建設している。 

従って、技術的観点及びコミュニティ開発支援無償制度の枠組みから判断して本計画を 
コミュニティ開発支援無償で実施することは可能であると結論づける。しかしながら、工期履

行期限や品質等の面から問題なしと言い切れないため、コミュニティ開発支援無償で実施する

場合には施工監理に本邦技術者を配置する等十分な実施体制をとることが前提となる。 

  
 
 
 
 
 



第２章 要請内容の確認 





11 

第２章 要請内容の確認 

２－１ 要請の経緯と背景 

２－１－１ 要請の経緯 

カメルーン政府は「教育セクター戦略」を踏まえた PRSP を 2003 年に策定し、全国の不足教室14,600 教室

の整備と適正規模の学級運営に必要な教員数の確保を主な目標に掲げて取り組んでいる。1995 年に 74.7％で

あった初等教育総就学率が 2003 年度には 90％台まで回復したものの、施設整備が長期間停滞したために、生

徒増に対する教室の不足及び過密状況および既存施設の老朽化が深刻化している。自助努力による教室整備

を進めているが、厳しい財政事情のため年間約 2500 教室の新設目標に対し約 1,000 教室の整備に留まってい

る。 

 「カ」国初等教育における児童数は 2002 年から 2003 年にかけて 3.9％（約 18 万人）増加しており、地域

間格差も著しい。初等教育就学率（国内平均総就学率）は 2000 年が 90％、2004 年 95.6％と上昇したものの

地域別総就学率については今回要請のあったアダマウア州（88.4％）、東部州（90.4%)、北西州（93.7％）の

３州において国内平均総就学率を下回っている。 

 また同国では教室不足のため定員 50名の教室を約 2倍の児童数で使用しており（2003/2004 全国平均 96.3

名）、100 名を超える授業や２部制での対応が一般化している。本計画の対象州における１教室あたりの生徒

数はアダマウア州 169 名、東部州 140 名、北西州86名と過密状態にある。 

 わが国はこれまでに第一次～第三次小学校建設計画にて全10州のうち7州において小学校建設を実施して

きており、これらの計画にて建設された小学校は記念切手のデザインになるなど非常に高く評価されている。

本計画は我が国が教室建設協力を未だ実施していない 3 州に対する小学校建設（既存校に対する増設）の要

請である。 

  
 本計画の必要性と妥当性を判断し、コミュニティ開発支援無償による実施可能性を検討するために、本予

備調査を実施した。 

 

２－１－２ 教育分野の現状 

（１）教育セクター開発計画 
１）教育部門戦略 

1999 年に「カ」国が PPTE（重債務貧困国）となったことを受け、2001 年 2 月、当時の国民教育省

は PPTE 基金を財源とする教育分野の開発の方向を示す「教育部門戦略」を策定した。しかし同戦略

の内容が限定的であったため、教育の供給と需要の不均衡が生じた。そこで政府は、2005 年 2 月から

改訂版の策定に着手し、より広範囲な教育部門戦略の策定によって、対外債務削減から生じた財源の

効果的な活用を図るだけでなく、「万人のための教育」実現のためのイニシアチィブ（Fast Track 
Initiative）の実現に向けた、全体的かつ一貫した方針の確立を図ることとした。この改定版は最終的

に教育部門所管省（基礎教育省、中等教育省、高等教育省）と経済財務省の 4 省によりまとめられ、

2006 年 6 月に発効した。 
同戦略は、2015 年までの達成を目指して採択された国連ミレニアム開発目標(MDG)に基づくものであ

り、2001 年戦略の優先活動プログラムを補完しつつ、次の目標を挙げている。 
①格差を是正しつつ就学率、内部効率を向上させる。 
②教育サービスの効率と質を改善する。          
③社会各構成員との効果的なパートナーシップを開発する。 
④教育制度の管理とガバナンスを改善する。 

同戦略の基本的目標とその具体的目標を表 2-1 にまとめた。   



12 

表 2－1  教育部門戦略の目標 

基本的目標 具体的目標 

1.1 就学前教育の振興 
1 格差を是正しつつ、就学

率と内部効率の拡大 1.2 初等教育課程での就学と修了の普遍化実現 

2.1 初等教育におけるドロップアウトの大幅な削減 
2.2 初等教育での評価制度の開発 
2.3 初等教育カリキュラムの見直し 

2.4 初等教育での生徒・教員への良質の教科書・教材のアクセスと普及

の拡大 
2.5 学習能力および就職能力の改善のための学校保健の振興 

2 教育サービスの効率と

質の向上 

2.6 教育制度内で、新しい情報・コミュニケーションテクノロジーへの

アクセスの拡大 
3.1 教育資源の管理の改善 

3 教育制度の管理とガバ

ナンスの改善 3.2 教育制度における適切なガバナンスの振興 

 ２）貧困削減戦略 

ａ）「カ」国における貧困削減戦略文書（DSRP／PRSP）は当初予定の 2001 年から完成が遅れ、2003
年 4 月政府により採択された。同戦略は貧困の削減、それに必要な経済成長の創出、社会基盤整

備を目的とした、言わば包括的な国家開発計画であり、各セクター開発の上位計画として位置づ

けられている。教育分野では、貧困削減を達成するために掲げられた 7 つの課題の一つ「人的資

源および社会部門の強化と弱い立場の社会集団の経済への統合」に関連して、「すべての国民への

初等教育の提供」を第一の目標としている。 
 

ｂ）2003 年に作成された国家教育制度現況報告書（Rapport d’Etat sur le Système Educatif National: 
RESEN）では、「カ」国基礎教育の特徴として以下の３点が挙げられている。 
①高い就学率（公立小学校での入学金廃止などの措置で、2001 年には 95%に向上） 
②低い卒業率（平均 25%の高い留年率の結果、生徒 2 人に 1 人のみ初等課程を卒業） 
③低い進学率（初等課程卒業者の 30%が中等課程へ進学）を挙げている。 
 
この低い卒業率と進学率は、教育制度上の問題に対して、政府による迅速かつ抜本的な施策の必

要性を示すものであり、貧困削減戦略文書（DSRP = PRSP）ではこの点に関して、政府施策にか

かる方針として、「教育制度における効率性の向上」を挙げている。そして基礎教育に関して、

MDG の達成、すなわち 2015 年までに就学率および卒業率 100%の達成を目標としている。      

             表 2－2  教育ミレニアムにおける開発項目の目標値 

教育ミレニアムにおける開発項目 基準（RESEN2003） 目標 
初等教育純就学率 75.2% 2001 年 100% 2015 年 
初等教育総就学率 94.3% 2003 年 100% 2015 年 

仏語校 57.0% 

全ての国民へ

の基礎教育の

提供 初等教育卒業率 
英語校 75.0% 

2003 年 100% 2015 年 
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（２）初等教育をとりまく状況 
１）教育制度 

「カ」国では仏国と英国の信託統治地域が合併して単一国家となった歴史的経緯から教育制度もそれ

以来、北西州、南西州の 2 州では英語教育システム、その他 8 州では、仏語教育システムで行われて

きた。 
政府は 1998 年に「新教育基本法」を制定し、仏語、英語の両システムを統合し、制度の差異を是正

することを目指してきたが、2006 年に教育課程の再編が実施され、それまでの仏語システム（初等 6
年＋中等 7 年）、英語システム（初等 7 年＋中等 7 年）から仏、英語システムとも初等 6 年＋中等 7
年に統一された。現行の「カ」国教育システムを図 2-1 に示す。 
 
 

図 2-1 「カ」国教育システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

２）学校数、教室数 
2006/2007 年の教育統計によると、全国の小学校数は 12,505 校（公立校 9,000 校/72%、私立校 3,505
校/28%）、教室数は 64,500 教室（公立校 44,865 教室/69.5%、私立校 19,635 教室/30.5%）であり、学

校あたりの教室数は公立校で 5.0 教室、私立校で 5.6 教室となる。 
特に公立校の場合は、1 学年 1 教室に満たない度合いが高いが、それでも 2003/2004 年（公立校で 4.9
教室、私立校で 5.7 教室）と比較した場合、私立校よりは若干改善されている。 
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表 2－3  学校、教室、生徒数の比較  (2003/04 -2006/07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：基礎教育省年次教育統計 2006/2007 

 
州別の教育統計（2006/2007 年）によれば、公立校に限り 1 学校あたりの教室数について、全国平

均 4.9 教室を下回っているのは、アダマウア州、東部州、最北州、北部州、南部州であり、1 学年１

教室の充足度が低くなっている。一方、教室あたりの児童数（2006/2007 年）は、全国平均では 48.4
人であるが、公立校に限れば 54.1 人であり、さらに州別にみると公立校平均を超えているのはアダマ

ウア州、東部州、最北州、北部州であり、これらの州は教室の過密、不足が深刻である。 

                 表 2-4 州別教育統計 (2006/2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：基礎教育省年次教育統計 2006/2007 

 

３）就学状況 
「カ」国では 1980 年代後半からの経済状況悪化以降初等教育の就学人口は年々減少し続け、

1990/1991 年の 196 万人から 1995/1996 年には 185 万人にまで落ち込んだ。それでもその後経済の回

復により 1998/1999 年には 200.7 万人まで持ち直し、さらに 2000/2001 年度の学費撤廃などの影響も

あり、近年 2002/2003 年には 279.8 万人に達している。 
近年の就学状況をみると、2006/2007 年の全国の総就学率は 101.81%で、2003/2004 年の 100.14%と

学校数 教室数 教員数
生徒数/
　　　教員

生徒数/
　　　教室

教室数/
     校

公立校 512 1,900 1,969 48 69 3.7

公＋私 651 2,295 2,435 61 64 3.5

公 1,601 8,231 11,009 36 49 5.1

公＋私 2,297 12,683 16,629 33 43 5.5

公 617 2,570 2,923 49 55 4.2

公＋私 730 2,972 3,355 48 54 4.1

公 1,398 5,990 6,150 74 76 4.3

公＋私 1,675 6,926 7,139 70 72 4.1

公 632 3,858 3,940 39 39 6.1

公＋私 1,279 8,717 9,414 34 36 6.8

公 722 3,181 3,851 68 82 4.4

公＋私 839 3,568 4,347 65 79 4.3

公 934 5,078 5,499 45 49 5.4

公＋私 1,620 8,721 9,364 39 42 5.4

公 1,154 7,101 7,719 48 52 6.2

公＋私 1,636 9,633 10,046 46 48 5.9

公 693 2,986 3,863 26 34 4.3

公＋私 763 3,319 4,232 27 34 4.3

公 737 3,970 3,789 44 42 5.4

公＋私 1,015 5,666 5,866 39 41 5.6

公 9,000 44,865 50,712 48 54 4.9

公＋私 12,505 64,500 72,827 43 48 5.2

南部

南西部

合計

沿岸

北部

北西部

西部

アダマウア

中央

東部

最北

学校数 教室数
生徒数
(女子）

学校数 教室数
生徒数
(女子）

公立校 7,891 39,300
2,222,051
(1,002,723)

9,000 44,865
2,430,020
(1,099,437)

私立校 3,022 17,287
684,681
(326,383)

3,505 19,635
690,337
(332,187)

合計 10,913 56,587
2,906,732
(1,329,106)

12,505 64,500
3,120,537
(1,431,624)

2006/20072003/2004
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比較して、増加が見られる。 
また、2003/2004 年、 2006/2007 年ともに、総・純就学率での女子占有率では、北部 3 州（アダマウ

ア、最北、北部）での男女格差が著しいが、これはイスラム系など宗教上の生活規範の違い、遊牧民

など教育と労働に対する伝統的価値観などが女子生徒の就学を阻害している要因とされている。 
都市部と地方部での純就学率の地域格差も見られ、大都市を抱える中央州）(89.63%)と比較した場合、

北部 3 州(平均 76.2%)、英語圏の北西州(77.13%)はいずれも 13～14%程度の差がある。 

                     表 2-5 年度別生徒数 

    
 
    出典：基礎教育省年次教育統計 2006/2007 

 

                  表 2-6 州別総・純就学率            (単位：％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：基礎教育省年次教育統計 2006/2007 

 

４）教員 
「カ」国では 1991 年～1995 年までの財政危機により、初等教員師範学校と副教員師範学校が一時閉

鎖され新規の教員採用が行われなかったこと、また大幅な給与切り下げと公務員数の削減、定年退職

による現職教員の減少などが原因で 1991/02 年に 3.94 万人の教員数が 1994/95 年には 3.35 万人に減

少した。1995 年以降、養成は再開したが、採用は継続で中断しつつ、2006 年から採用が再開された。 
初等教育分野教員では、正規公務員教員、自由契約教員、父兄雇用教員の他に補充教員がおり、近年、

父兄雇用教員とともに待遇、条件の悪さから定着の問題が指摘されており、縮減の方向へ向かうとさ

れている。 
｢カ｣国基礎教育省に小学校教員として派遣されている JOCV 隊員によれば、補充教員、父兄雇用教員

の場合、正規公務員教員に比べ給与額の低さはもとより、支払いの遅れが頻繁に起こり、その都度、

教員組合から借金をするという状態であるという。 
2004 年から現在までの教員採用状況と今後 2009 年までの採用予定について、表 2-7 に示す。 
2006 年には採用を再開したものの全体の教員数は変わらず、それまでの父兄による雇用教員 1,700 名

について、正規公務員へ 622 名が、自由契約教員へ 1,078 名がそれぞれ昇格移転したことになる。 

2007 年からは、正規公務員、自由契約教員の新規採用とともに、父兄契約教員の削減が行われる予定

である。 

年度 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 2000/01 2002/03 2003/04 2005/06 2006/07

生徒数 1,964,146 1,857,695 1,587,568 1,628,898 1,709,073 1,786,340 2,689,052 2,798,523 2,906,732 2,959,135 3,120,537

アダマウア 113.83 80.87 97.26 0.71 111.11 88.82 100.39 0.8 83.46 68.93 76.47 0.83
中央 114.48 112.24 113.37 0.98 112.59 117.88 115.12 1.05 87.33 92.15 89.63 1.06
東部 109.62 97.58 103.72 0.89 108.75 100.46 104.77 0.92 81.74 77.46 79.68 0.95
最北 113.06 70.75 92.01 0.63 112.11 77.85 95.49 0.69 91.36 65.11 78.62 0.71
沿岸 93.37 89.18 91.27 0.96 78.6 85.87 82.01 1.07 61.64 67.86 64.56 1.08
北部 117.28 74,94 96.66 0.64 117.02 79.26 98.7 0.68 80.53 66.23 73.59 0.82
北西 96.27 90.54 93.43 0.94 105.55 97.9 101.63 0.93 79.61 74.64 77.13 0.94
西部 129.65 119.26 124.41 0.92 124.3 112.41 118.26 0.88 80.17 79.51 80.41 0.98
南部 105.49 105.35 105.42 1 104.96 107.01 105.94 1.02 80.17 83.51 81.76 1.04
南西 85.17 79.22 82.15 0.93 91.97 99.93 95.73 1.09 75.22 81.87 78.36 1.09
計 108.14 92.05 100.14 0.85 106.94 96.37 101.81 0.9 80.76 75.44 78.18 0.93

2003/2004

男子 女子 合計

男女率
（女/
男）

2006/2007

男子 女子 合計
州

総就学率 純就学率

男女率
（女/
男）

男女率
（女/
男）

2006/2007

男子 女子 合計
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                   表 2-7 教員採用動向          （単位：人） 

 
 
 
 

 
出典：基礎教育省中期支出計画書 2007-2009 

教員配置について、国民教育省までは中央政府で管理していたが、現在の基礎教育省へ改編されてか

らは県基礎教育事務所にその役割が移され、地域のニーズに則した配置へと改善されつつある。     

教員一人当たりの児童数について、州別で 1997/1998 年と 2006/2007 年を比較したものを表 2-8 に示

す。 
           表 2-8 教員一人あたりの児童数(1997/1998・2006/2007)    （単位：人） 

 

 

 

 

出典：基礎教育省年次教育統計報告書 2006/2007 

全国平均では教員１人あたり 8 人の生徒減まで改善されているが、依然として、教員配置についての

都市部と地方農村部との格差が著しい。 
これは、地方農村部では、施設へのアクセスの悪さに加え、水、電気などインフラが十分に整備され

ていない、教員住宅の不足で状態の悪い地元住民の住居を間借りせざるをえないなど教員のモチベー

ションの低さにより安定した教員配置が実施されないなどの指摘がある。 

５）授業実施形態 

「カ」国では、就学人口に対する学校数、教室数の不足により、教育政策上の公的実施方法として、2
部制による授業が行われている。現行のカリキュラムでは、全日制で週 5 日の授業（月～金）、2 部制

では週 6 日（月～土/ ただし土曜日は午前中のみ）、一日の授業時間は、全日制で平日 6 時間（月、火、

木、金 ただし水曜日は 4 時間半）の合計 28 時間 30 分に対して、2 部制では午前の部は平日のみ 4
時間 50 分で合計 24 時間 10 分、午後の部は平日 4 時間 10 分（月～金）と土曜日は 4 時間半の合計

25 時間 20 分であり、2 部制授業に対する週単位時間数の不足が問題とされている。（表 2-9 参照） 

                 表 2-9 全日制と 2部制の授業時間 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
     出典：基礎教育省時間割表 

 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

正規公務員 10,990 10,990 11,612 14,033 13,754 13,475

自由契約教員 0 0 1,078 15,253 23,628 36,503

父兄雇用教員 27,882 27,882 26,182 12,544 8,432 3,319

合計 38,872 38,872 38,872 41,830 45,814 53,297

アダマウア 中央 東部 最北 沿岸 北部 北西部 西部 南部 南西部 全国

1997/1998 66 45 42 64 46 85 60 51 37 56 51

2006/2007 61 33 48 70 34 65 39 46 27 39 43

4時間30分4時間50分 4時間10分
1日の合計
授業時間

月、火、木、金　：6時間
水曜　：4時間30分

07:30 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 12:30

午後の超過は土曜の午前と同様の授業

13:00 - 15:00
13:00 - 15:20
15:20 - 17:30

07:30 - 09:30
09:30 - 09:50
09:50 - 12:40

授業

07:30 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 12:30

12:30 - 14:30

授業

休み時間

授業

休み時間

月曜日から金曜日まで 土曜日の午前中

2部制

午後シフト活動 全日制 午前シフト

平日のみ
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また、全日制と 2 部制、複式制の別は、学校ごとの教員数と教室数のバランス、学年のレベルに応

じた優先順位などにより決定される。授業形態の編成について基礎教育省で定めている標準的なプロ

グラムを表 2-10 に示す。 
表 2-10 授業形態の編成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：基礎教育省時間割表 

 

（３）組織・予算 
 １）基礎教育省の組織 
   初等教育並びに就学前教育は基礎教育省が管轄する。2004 年 12 月 8 日付で、それまでの国民教育省

から中等教育部門が切り離され現在の基礎教育省へ組織改編された。 
   ａ）本省の組織 

図 2-2 基礎教育省組織図 

         

文書、古文書課

技術顧問
（2名）

文書連絡課

情報室

コミュニケーション
室

地方機関

州基礎教育局

基礎教育県事務所

市郡視学官事務所

学校

特別秘書官
（2名）

契約課

法規課

就学前課

コンピューター化された人材管理課

予算、機材課

教育総
監

業務総
監

監督官
（3名）

監督官
（3名）

モニタリング室

法務部

翻訳室

財的、物的資源局

私学初等教育監督局

就学前初等、師範教育局

総務教育学課

初等教育課

師範課

入学卒業試験課

人材資源局

人事課

人材開発課

給与課

卒後学校保健、スポーツ課外活動課

計画プロジェクト協力局

計画室

研究方針室

プロジェクト協力室

プロジェクト評価室

監理室

次官
基礎教育

大臣

 
 
 
 
 

教員数別学校タイプ クラス編成 採用シフト

教員が6人、又は
それ以上の学校

教員が5人の学校

教員が4人の学校

教員が3人の学校

1年、2年、3年、4年、5年、6年
全日制：　教室数が充分ある場合
2部制：　必要な授業数確保に応じて

1年、2年、3年、4年、5年、6年

1年、2年、3年、4年、5年、6年

全日制：教室数が充分ある場合　　

全日制：教室数が充分ある場合　　

1年+2年, 3年+4年, 5年+6年

１年、3年、5年のレベルの生徒の補強の為に、
1学期 ： ２部制

2学期、3学期 ： 全日制

教員が2人の学校 1年+2年+ 3年 、4年+5年+6年

小クラス 大クラス

２部制：
第1グループ：1年-2年
第2グループ：3年

2部制：
第1グループ：4年

第2グループ：5年-6年
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   ｂ）地方組織 
 

地方の基礎教育行政は州教育局が責任機関であり、その下に基礎教育県事務所が置かれ、県事務

所長の管轄下に市郡ごとの視学官が配置され、視学官が各学校運営の管理に当たっている。 
表 2-11 に地方機関のそれぞれの具体的な役割を示す。 
 

表 2-11 地方機関の組織構成と主な役割 

地方組織 組織構成 主な役割 

受付・文書・連絡・翻訳課 

生徒規律・評価課 

教育学監督課 

スクールマップ・指導助言・

卒後課外活動課 

州基礎教育局 
（局長） 

総

務

部 

-人事・給与課 

-財務課 

-資機材・ 

学校建設設備課 

・州レベルでの初等教育・就学前教育に係わる教育的

活動の調整と活性化 
・省の定める教育カリキュラムと方法の適用 
・人的資源局と連携して、所管する教職員の現職研修

のモニタリング、計画化、組織化 
・初等・就学前学校長の任命 
・初等修学証（CEP、First School Leaving Certificate）

の署名と発行 
・教育コミュニティーの重要性に関する全てのパート

ナーへの啓蒙活動 

総務・財務課 

基礎教育 

県事務所

（所長） 
統計・指導助言・卒後課外活

動課 

・教育カリキュラムと方法の適用のモニタリング 

・初等・就学前公立学校の建屋・設備の維持管理活動

のモニタリング 

・教職員現職研修計画の策定 

・所管する初等・就学前教育教職員の教育学的、行政

的、財務的管理 

・県内の修了・入学試験の物的管理 

・初等修学証（CEP、FSLC）認定書の発行 

教育学・試験室 

総務室 

指導・助言・統計室 

市・郡視学官 

事務所 

（視学官） 

保健・卒後課外活動室 

・学区の学校・教職員ニーズの調査とまとめ 

・学区のスクールマップ、所管する教員カードの作成

・所管する学校・学校群の行政的、教育学的監督 

・州学校保健監督所、地区の保健施設と連携して、学

区内の生徒及び教員の健康モニタリング実施 

・所管する学校長、及び教員の監督・援助・助言 

・教職員の研修ニーズの分析、その結果の県教育局長

への送付 

 

 

 

 

ｃ）計画実施機関 
①本要請にかかる計画は基礎教育省が責任機関となり、同省計画プロジェクト協力部が実施機関

となる。 
②同局は計画室、調査・指針策定室、プロジェクト・協力室、プロジェクト監理・評価室、管理

課の 5 部門と秘書室からなる。しかし「プロジェクト協力室」は、現在のところ国民教育省当

時の「プロジェクト室」と「協力室」に分かれたままで機能している。またプロジェクト監理・

評価室は職員が配置されておらず機能していない。 
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             表 2－12 計画プロジェクト協力部の職員配置 

現状職員配置 
部署名 現状 

室長／課長 職員 秘書 
（局長秘書室） 同左 0 6 0
計画室 同左 1 7 2
調査･指針策定室 同左 1 6 3

プロジェクト室 1 9 3
プロジェクト・協力室 

協力室 1 6 2
プロジェクト監理・評価室  0 0 0
管理課 同左 1 6 0
職員合計 5 40 10

 
２）予算 

2004 年にそれまでの国民教育省から中等教育部門が切り離され現在の基礎教育省へ組織改編された

ことで、予算編成、支出額、そしてその比率は 2004 年を境にして変化している。 
中等教育部門の切り離しにより、組織改編直後（2005 年度）の基礎教育省の予算は前年の 47％、前々

年度の 58％と、約半分程度まで縮小されている。 
支出額を実績率で見た場合、改編直後は 66.09％と低い水準にとどまっている。(表 2-13 参照) 

 

表 2-13 教育セクター予算の動向        （単位：百万 FCFA） 

予算額 支出額 実績率 予算額 支出額 実績率 予算額 支出額 実績率 予算額 支出額 実績率

基礎(国民）教育省 173,514 164,712 94.53 160,884 159,144 98.92 196,754 161,834 82.00% 92,456 61,107 66.09%

対教育セクター比 92.5% 80.0% 77.7% 36.4%
対国家比 11.2% 10.7% 12.2% 5.3%

中等教育省 136,931 111,999 81.79%

高等教育省 14,163 14,163 100.0% 18,277 18,241 99.81% 26,771 24,912 93.00% 22,339 18,568 83.12%

職業訓練雇用省 21,991 20,947 95.25% 29,589 23,003 78.00% 1,927 1,556 80.75%

教育セクター合計 187,678 178,876 95.30% 201,153 198,333 98.60% 253,115 209,750 82.87% 253,655 193,232 76.18%

国家合計 1,545,000 1,386,757 89.76% 1,509,000 1,378,211 91.33% 1,617,000 1,345,078 83.00% 1,748,000 1,476,092 88.44%

2005年

国民教育省に管轄　

2002年 2003年 2004年

 
出典：経済財務省予算支出書 

 

基礎教育省予算は経常予算と投資予算に分けられ、投資予算は 2004 年までの公共投資予算に加え、

2005 年以降は債務削減資金による PPTE 基金、BIP、(2007 年からは MDRI、C2D も加わる) が教育

分野に割り当てられ、同予算を考慮すれば投資予算全体は増加傾向にある。(表 2-14 参照) 
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表 2-14     教育セクター予算の内訳と今後の動向 

           

2004年 2005年 2006年

基礎(国民）教育省 173,638 71,040 78,834

中等教育省 124,431 139,103

高等教育省 20,351 17,839 20,344

職業訓練雇用省 24,505 1,695 2,073

基礎(国民）教育省 23,116 9,820

中等教育省 9,810

高等教育省 6,420 2,800

職業訓練雇用省 5,084 680

基礎(国民）教育省 14,500

中等教育省 1,500

高等教育省 1,500

職業訓練雇用省 1,500

基礎(国民）教育省 21,416

中等教育省 12,500

高等教育省 4,500

職業訓練雇用省 232

BIP

（単位：百万FCFA)

経常費

公共投資費

PPTE投資

 

出典：中期支出計画書 2007-2009 

 
（４）他ドナーによる援助動向 

1990 年以降他ドナーにより実施された事業概要を表 2-15 に、現在進捗中の事業概要を表 2－16 に、さら

に今後実施予定の事業を表 2－17 に示す。 
 １）アフリカ開発銀行（BAD） 

施設建設事業として 2001 年より実施されてきた EducationⅡでは、2004 年 12 月末までに 716 教室

の建設を目標としていたが、インフレなどの事情により遅れ 2006 年 12 月まで延長した。この時点で

BAD 借款供与は終了したが、予定校数の建設が出来なかったため、残りを PPTE 基金で充当して建設

することとなり、最終的には 2008 年 12 月末での完了を予定している。 
 

２）イスラム開発銀行（BID） 

施設建設事業として BIDⅠ、BIDⅡが実施された。BIDⅠはカメルーンに対する初めての事業（無償

事業）として、洪水で被害を受けた最北州(クセル地方)における校舎の再建を目指したもので、2 校の

小学校建設を行った。 
さらに BIDⅡは有償事業として BIDⅠ完了前から開始され、48 校の小学校建設を実施した。 
現在は BIDⅢが進行中であり、今後は BID Ⅳの策定も計画されている。 
BIDⅢは初等教育分野に対する①教育へのアクセス改善、②質の改善、③マネージメント強化を目的

とするパイロットプロジェクトであり、6 州（最北、北部、アダマウア、沿岸、北西、南部州）を対象

として今後 3 年間で 78 教室の建設と設備整備および PC 導入、教職員（視学官、校長、行政職員）の

能力強化を目指した研修実施を予定している。 
また当初 BIDⅢの対象プロジェクトとして教員養成校への支援を計画していたが、基礎教育省のプラ

イオリティは初等教育に置かれていたため、初等教育を対象とした内容で決定した。それを反映して

BID Ⅳでは、教員養成校の建設が事業内容に含まれる予定である。 

 
３）世界銀行 

1995 年の「国家教育フォーラム」開催を受けて計画され 1998 年から開始された第 5 次教育計画

（Project Education Ⅴ）が実施途中で中断、カメルーンの教育セクターに対するより厳密、慎重な現
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状分析を必要とされた中、2005 年から教育システム支援プロジェクト(PASE)が開始された。 
PASE は基礎教育省、中等教育省、高等教育省を含めて実施委員会が組織化され、①教育システムの

管理能力強化、②教育指導強化と生徒の能力向上促進、③教育優先地域への支援強化、④人材資源開

発と高等教育分野における能力強化を目標としている。 
以上の通り PASE による支援は行政面の改革および能力強化を目的としたものであるが、2006 年 6 月

に教育部門戦略が承認されたことにより、またこれまでの PASE の実績を基に、施設建設事業実施に

向けた計画策定の準備が開始されている。 
具体的には、建設コストにかかる調査がすでにカメルーン政府に対して要請、実施されており、その

最終報告結果を踏まえて、次期段階へ進むことになる。 
 

４）フランス開発公社(AfD) 
ａ）フランス政府による初等教育分野への支援は 1996～2000 年の「カメルーン教育システム支援計

画」(Programme d’Appui au Système Educatif Camerounais:PASECA)に始まっている。 

ｂ）2005 年からはフランス開発公社として新たに事業を開始し、現在実施中の「教育改革支援計画」

(Programme d’Accompagnement de la Réforme de l’Education:PARE)が同機関として教育分野

に対する最初の支援事業となる。 

ｃ）2000 年から実施している C2D(Contrat de Désendettement et de Développement)については、

教員との契約関係支援を新たな事業目的に加え、2007 年より実施している。 

ｄ）「契約関係支援事業」では、次の 2 つの側面に対する支援を予定している。 
①私学教育支援 

- 私学の適切な運営管理指導 
- 補助金支給など 

②初等教育供給の改善 
4 州（最北、北部、アダマウア、東部）、6 都市（バフーサ、マルア、ドゥアラ、ヤウンデ、ガ

ルア、バメンダ）に対する教育ファシリテーションの整備 

ｅ）フランス開発公社による教育分野への支援として 2007-2011 年までに 9,000 万 EUR の拠出を予

定している。9,000 万 EUR のうち、教員契約支援として 4,000 万 EUR、教室リハビリ、建設、

私学支援として 5,000 万 EUR、さらに教員契約支援事業 4,000 万 EUR の内訳としては教員契約

支援に対して 3,750 万 EUR、基礎教育省支援に対して 250 万 EUR を予定としている。 

     表 2-15 これまでに実施された事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：基礎教育省 FICHEUR DES DONATEURS 2006/11 

 

協力タイプ
ドナー国

ドナー機関名
事業の種類 事業目的 事業内容

事業費
(FCFA)

契約調印日 事業期間 実施場所 進捗状況

二国間 仏 支援
教育の質改善と

機構再構築

カメルーン教育システム支
援

計画（PASECA)
人材再教育と教育機材に

かかる啓蒙活動

16億 1996/6 4年

ヤウンデ
ドゥアラ

バフサッム
ガルーア
ブエア

バメンダ

2000年6月完工

イスラム開発銀
行

(BID)
助成金、補助金

洪水被害災害復興と
アクセス改善

BID Ⅰ
小学校2校の建設

2.35億 1990/5 1年 KOUSSERI
1993年完工

最終支払い未

イスラム開発銀
行

(BID)
有償

基礎教育への
アクセス増大

BID Ⅱ
小学校48校の建設

80億 1993/6 5年

南部、北部
アダマウア

沿岸
極北、北西

2002年完工
最終支払い未

多国間
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表 2-16 現在進捗中の事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：基礎教育省 FICHEUR DES DONATEURS 2006/11 

 

 

協力タイプ
ドナー国

ドナー機関名
事業の種類 事業目的 事業内容

事業費
(FCFA)

契約調印日 事業期間 実施場所 進捗状況

無償　
カメルーン
教育システム支援

教育改革支援計画
(PARE)

10億
2002/6/18

修正
2005/7/12

沿岸、北部
北西部
南西部
中央、東部

進行中

C2D 教員との契約関係支援
基礎教育分野の教員不足
補充、各省間における
委員会設置

630億

2000年より
開始

2006/8 修正
調印

開始中

カナダ 無償　 MINEDUB組織改革支援 技術支援、経済支援 1.2億 2004/3/15 6ヶ月 MINEDUB 準備中

中国 無償 基礎教育へのアクセス増大
Mvomeka'a小学校建設と
教育機材

2003/9/22 Mvomeka'a 開始中

アフリカ開発銀行
（BAD）

有償

教員養成分野の改善と
アクセス増加、小学校レベル
での留年、退学率を低下さ
せる

EDUCATION Ⅱ
教員育成、補修授業計画再編
建設、資機材供与　校舎改修

67.65
億

2000/2/11 4年

中央、南部
西部
北西部
南西部

モデル校完成
小学校建設、改修
工事進行中

世界食糧計画
（PAM）

無償
万人のための教育普及、
改善、貢献
地理、部門別格差の是正

小学校への食料援助 16.11億 4年

アダマウア
北部
極北
東部

2002年から進行中

UNICEF 有償
部門別格差是正と幼児
教育枠組みの促進

小学校施設改修、井戸と便所
建設EM への支援

2002 5年

ヤウンデ
アボンンバング
ベルトア
マルーア
モラ
ガルーア
ンガウンデレ
メイガンガ

45小学校改修工事
45井戸、便所建設
進行中

UNICEF/
MINPLADAT

無償
幼児教育開発、評価

枠組支援 2006 2年 州　10chef 進行中

世銀 有償
カメルーン教育システム
の改善

教育支援計画(PASE)
万人のための教育
(EPT)

90.76億 2003/12/29 4年 教育優先地域 評価進行中

PLAN
 INTERNATIONAL

無償
教育の質改善、アクセス拡
大と提供

小学校教室建設、
便所・井戸建設

13億 2001/2/8 3年
中央、東部、
北西部

進行中

イスラム開発銀行
(BID)

無償と有償
カメルーン基礎教育の
質改善

BID Ⅲ
教育へのアクセス改善
質の改善
マネージメント強化

74.77億 2006/7/1 3年

南部、北部
沿岸、北西
アダマウア
最北部

進行中

仏

二国間

多国間
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表 2-17 今後実施予定の事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：基礎教育省 FICHEUR DES DONATEURS 2006/11 

 

協力タイプ
ドナー国

ドナー機関名
事業の種類 事業目的 事業内容

事業費
(FCFA)

契約調印日 事業期間 実施場所 進捗状況

イスラム開発銀行
（BID)

2003年試験
登録準備完了

基礎教育レベルでの人格
形成、育成促進

BID Ⅳ
教員養成校10校の建設

ヤウンデ
ンガウンデレ
チョリレ
モラ
バトウリ
エデア
ンブウダ
ファンドン
ブエア
クリビ

交渉中

アフリカ
アラブ開発銀行

(BADEA)
助成金、補助金

BADEA Ⅰ
協力事業支援の銀行開設中

MINEDUB/
DPC

交渉中

準備完了

教育セクター戦略の組織に
かかる方針の支援計画と
管理

私学教育、教員派遣のしくみ
にかかる整備

初等教育人材育成プログラム
形成

臨時教員雇用

100億 5年 MINEDUB

多国間

C2D

仏
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２－１－３ 小学校施設の現状 

（１）既存施設の状況 
 １）校舎 

ａ）一般的に現地標準タイプによる構造計画では、コンクリートブロック構造ではあるが、ブロック

上部を緊結する「臥梁」の配置、サイズ、及び配筋が不十分であり補強コンクリートブロック構

造とはなっていない。従って建物に懸かる水平力に対する強度、ならびに熱膨張に対する剛性が

十分ではなく変形しやすい。 

ｂ）BIP については 2000 年以前から、また PPTE 基金によるものは、2001 年から建設が開始されてい

る。 

ｃ）既存施設は、独立前後に宗主国などにより建設された石あるいはブロックによる組積造、教育省

独自による標準的コンクリートブロック造、父兄会によるコンクリートブロック造、木造、泥製

ブロック造などに大別される。 

ｄ）独立前後に建設された施設では、柱、梁などの主要構造部に問題はなく、また学校施設としての

仕様に則しているものはわずかで、長い年月を経た老朽化による損傷が著しく、天井、屋根、建

具の破損、床、壁の仕上げ部の剥離など改修工事を必要とする不都合箇所が目立つ。 

ｅ）父兄会により建設された施設では、十分な建設技術や知識がないまま建設されたことにより、学

校施設としての仕様に則していないもの、主要構造部の仕様が不適切で、壁の構造的亀裂、柱鉄

筋の露出、床、壁モルタルの過度な剥離、雨期中の土砂流出による基礎の露出、最悪に至っては

建物の崩壊などの状況が見られる。 

ｆ）既存施設の標準的な施設内容は教室、校長室であり、校長室は執務スペースの他に応接スペース

を兼ねた前室を備え、教材、機材などは前室の収納棚に保管されている場合が多い。また、教員

室、多目的室などを所有する施設は、調査した範囲内では確認できていない。 

ｇ）便所はまったく存在しない施設、また存在する中では素堀り式の肥溜め便所（ラトリン式）を主

体としているが、簡易な構造の上、維持管理の悪さから使用不可能な状態のもの、崩壊している

ものが目立つ。 

 
２）教室家具・教材 

ａ）各教室の生徒用机・椅子は全般的にどの施設でも保有はされているものの、故障、破損したまま

修理せず放置されているものが多く見受けられる。それでも、父兄会による施設では、施設の整

備状態もままならぬ状況で、教室家具まで予算がなく、家具なしで授業を受けているケースもあ

ることを聞き取り調査により確認した。 
ｂ）２～３人掛木製一体型の机・椅子を定員オーバーの過密状態で使用している。 
ｃ）教育用機材については、とくに定規、コンパス、地図類の保有率は高い。これは、基礎教育省予

算で最低限の機材の支給を実施していることによる。ただし、生徒数に応じた整備までは至って

おらず、学級数の多い施設では、数の不足が深刻である。 
 
（２）施設整備の状況 
１）基礎教育省による小学校施設整備 

基礎教育省が実施する小学校施設整備は公共投資予算（Budget d’Investissement Publique: BIP）

を財源とするものと重債務貧困国（PPTE：仏語、HIPC：英語）の債務削減のために用意された基金（以

下 PPTE基金と称す）を財源とする二つの手法がある。 

ａ）BIPによる整備手法 

  ①実施主体 

   BIP による教室建設は本省が年度計画を策定し予算付けを行うが、その実施は各州の基礎教育

局、または県の基礎教育事務所に委ねられる。州基礎教育局に委ねられる案件と基礎教育県事
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務所に委ねられる案件の区別は規模・内容によるがその基準ははっきりしていない。 

②業者選定 

各州の基礎教育局では建設課長が中心になり、各州に配布されている標準設計図、標準仕様書、

及び数量書に基づいて入札図書を作成し、入札を行いプロジェクトの管理に当る。県基礎教育

事務所には建設工事の専門家が配置されていないので、県レベルに下りてくる教室建設案件は

公共事業省の県事務所の建設課長が入札図書を作成する。またアダマウア州のように州基礎教

育局の建設課長が空席となっているところでは、全面的に公共事業省が実施管理に当る。 

③監理 

 州基礎教育局の建設課長並びに州または県レベルの公共事業省職員が施工監理に当る。 

 

ｂ）PPTE 基金による整備 

①実施主体 

 PPTE基金による教室建設案件は本省が年度計画を策定し、予算付けを行い、入札を行い自ら実

施管理を行う。技術的事項に関しては計画プロジェクト協力局プロジェクト課が、事務的事項

は調達部が担当する。 

②業者選定 

調達部が入札図書を作成する。業者選定のための入札は年に 1回、全案件を対象に行う。2,007

年度の入札は 8 月 23 日に行われた。入札は大臣の下に置かれる入札審査会の議長が主催し調

達部が事務局となって行われる。 

③監理 

 2006年度から民間のコンサルタントに監理業務を委託している。2006年は見積もり合わせで 7

社を選定した。2007年は各州に 1社、合計 10 社を入札によって選定する予定である。 

 
２）BAD の借款よる小学校施設整備 

 ａ）概要 
   ①案件名：  Projet Education Ⅱ 
   ②実施期間： 2001 年 – 2008 年 

事業の完了は 2004 年 12 月を予定していたがインフレの影響などで遅れ、2006

年 12 月、当初予定した教室数の建設が完了しないまま、BAD借款の供与は完了し

た。しかしながらインフレの影響に対する責任は「カ」国政府が負う取極めにな

っていたので、不足する教室の建設は PPTE 基金を利用して行うことなり、2007

年 1月より工事が再開された。2008年 6月までの完了を予定している。 

③対象地域： 中央州、南部州、西部州、北西州、南西州 
 

ｂ）施設内容 
①教室棟：  3 教室（机・椅子）＋1事務室（校長室＋秘書室＋倉庫＋便所） 

②便所棟：  5 便房（男子 2、女子 2、教員 1） 

③教員宿舎： 3 寝室＋居間＋台所＋水場（便所、シャワー） 

④取水場：  給水塔を含めた深井戸） 

 
ｃ）事業費 

①BAD：      約 945 万 US$   
②カメルーン： 約 107 万 US$ 
 

ｄ）実施関係者 
①案件調査、並びに基本設計 
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案件の調査と基本設計は BAD が行ったがコンサルタントの関与があったか否かは調整官事務

所では不明である。 
②実施管理 
責任機関は当時の国民教育省であり、同省が公募によって選定し BAD の承認を得た調整官、

並びに同じく公募で選定された職員で構成されるプロジェクト実施室が実施管理に当った。 
③設計・監理 
 詳細設計は調整官事務所で行い BAD 本部の承認を得た。 
 監理については、第 1 期では現地コンサルタントへ発注したが、活用の効果が低いので次第に

その数を減らし、第 2 期以降は調整官事務所の職員のみで監理に当ってきた。 
④施工 
 公開入札によって選定された複数の現地コントラクターが分割して工事を請け負った。 

 
３）BID の借款よる小学校施設整備 

ａ）概要 
    ①案件名：  48 校小学校建設計画（BID Ⅱ） 
    ②実施期間： 1997 年 – 2002 年 

③対象地域： 最北州、北部州、アダマウア州、南部州、沿岸州、北西州 
 
   ｂ）施設内容 
     ①施設タイプ：地域に応じて A、B 2 タイプある。 

Ａタイプ：6 角形平面教室棟……………アダマウア、北部、最北部州（36 校） 
       Ｂタイプ：長方形平面棟中庭配置………北西、沿岸、南部州（12 校） 

     ②校舎：   北西州（7 教室）、それ以外は 6 教室、校長室、 
③便所棟：  5 便房（男子 2、女子 2、教員 1） 
④水場：   給水塔を含めた浅井戸と取水場 

 
ｃ）事業費：   900 万 US$ 

 
ｄ）実施関係者 

①案件調査、並びに基本設計 
BID 並びに BID が選定したチュニジアのコメットインターナショナルコンサルタントが行っ

た。 
②実施管理 
 責任機関は当時の国民教育省であり、同省によって指名され BID の承認を得た調整官が実施管

理に当った。 
③設計・監理 
上記コメット社を含む BID が推薦した 3 社とカメルーン政府が推薦した 7 社の合計 10 社を指

名して入札（我国の概念で言えばプロポーザル方式）を行い、調査に引き続きコメット社が落

札した。監理はコメットの下請けとして現地コンサルタントであるベターコンサルト社が参画

し、同社の 12 人の技術者が中心となって施工監理に当った。 
④施工 

公開入札によって選定された現地のコントラクター9 社が 48 校を分割して請け負った。 
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（３）既存施設の設計・仕様 
１）基礎教育省の施設標準 

基礎教育省では BIP ならびに PPTE 基金を用いて整備する施設の内容について標準タイプを定めて

いる。かつての標準タイプは UNESCO が設定した教室に準じていたが、現在の標準タイプは 2001
年の PPTE 基金プロジェクトの開始に当って、日本の無償資金協力案件の教室を参考に当時の国民教

育省施設部によって策定された。 
ａ）標準図 

標準タイプの図面とその内容は表 2-18 の通りである。基礎教育省が実施する教室建設案件はこの

標準図に基づいて発注される。下の表に見るとおり標準図には施工のよりどころとなる詳細図が

殆どないが、施工に先立って詳細設計が行われることはない。 

 

        表 2-18  基礎教育省の標準タイプ図面の内容 
対象 図面の種類 縮尺 備考 

平面図 1:100 2 教室タイプのみ有 
断面図 1:100  
立面図 1:100  
小屋(屋根)伏図 1:100  

教室棟 

窓詳細図 1:10  
校長室つき教室棟   BIP 案件用 

平面図 1:50  便所 
断面図 1:50  
平面図 1:50  
断面図 1:50  
立面図 1:50  

教員宿舎 

小屋(屋根)伏図 1:50  
教員宿舎用台所、水場（別棟） 平・断・立面図 1:50  

立面図（正面、側

面、上面） 
1:10  教室家具 

姿図 1:10  
井戸 断面詳細図 なし  

    

ｂ）標準仕様書 

詳細図に代わり設計の内容を伝えるものは A-4 用紙８頁の標準仕様書である。仕様書は主要部材

の寸法やコンクリート中のセメント量、並びに配筋量等に言及しているが、鉄筋の接合部の重ね

長さ、鉄筋を覆うコンクリートの厚さ（かぶり）、配筋間隔、等基本的な施工方法を具体的に示す

記述はない。仕様書には必要な施工図や詳細図は施工者が着工前に作成すると書かれているが、

施工図の承認取得の義務は規定されていない。 
 

ｃ）標準設計に基づく校舎の性能 
上記の標準図と標準仕様に従ったコンクリートブロック造の校舎は柱・梁の断面が小さく配筋量

も不十分なため、補強コンクリート構造の要件を満たしていない。また日本の無償資金協力によ

る校舎のような鉄筋コンクリートによるラーメン構造とも異なり、構造耐力並びに耐久性に問題

がある。 
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ｄ）標準タイプの改善案 
基礎教育省計画プロジェクト協力局プロジェクト課では 2006 年にカメルーン国学校建設標準調

査（L’etude des Normes de Construction Scolaires au Cameroun）を実施し、自然災害などを考

慮した地域別（森林地域、サヘル地域）施設内容と仕様の標準化を試みている。その中で考慮さ

れている条件は強風と蝙蝠の害であり標準タイプの改善が検討されている。 
 

  表 2-19 基礎教育省による自然災害への改善案 

地域 課題 改善案 
サヘル地域 ・雨期、乾期中の季節風、そ

の他強風への対策 
・天井への悪影響をもたらす

蝙蝠侵入に対する対策 

・屋根取付けにかかる施工方法の改良 
・破風板材：波形アルミ板 0.5mm への変更

・妻壁庇底部へ天板材の設置 

森林地域 ・雨期の季節風その他強風へ

の対策 
・破風板材：波形アルミ板 0.5mm への変更

・妻壁庇底部へ天板材の設置 
        出典：基礎教育省 カメルーン国小学校建設標準計画 （2006年 11月作成版） 

  
２）他ドナー案件の仕様 

ａ）BAD 案件の仕様 
EducationⅡでヤウンデ市内に建設された小学校（EP Odza）の視察に基づく仕様概要は以下の

とおりである。 
①既存校舎の改修と新設工事が実施されている。 
②教室の大きさ、窓部詳細、扉、机・椅子などの各種寸法は、基礎教育省の標準に合致している。 
③机・椅子、キャビネットが教室床に固定されている。盗難を考慮した策ということだが、学校

関係者からは維持管理上の不便さが指摘された。 
④建物に施工面の深刻な不都合は見られないが、完成間もない建物でありながら天井に雨漏りの

跡が一部確認された。 
⑤独りよがりで無意味な意匠上の工夫が見られる。 

・正面性を強調するために入り口をイメージさせる部分の屋根の方向を 90 度変え、棟と棟

を交差させている。←雨漏りを誘発し易い。 
・廊下のコンクリート柱の柱頭に無意味なコンクリートの塊をのせている。 

 
   ｂ）BID 案件の仕様 

アダマウア州ンガウンデレ市に建設された小学校（EPQuartier Residentiel 校）の視察に基づく

仕様概要は以下のとおりである。 
①本校は前述のＡタイプ校舎であり 6 角形平面の教室棟や校長室棟、便所棟等を分散配置されて

いる。 
②40 名/教室で教室規模を設定してある。現在の基礎教育省の基準には沿っていない。 
③教室の窓は通風ブロックを採用しているが開口面積が小さく十分な採光がとれていない。校長

からは、教室内の暗さが指摘された。 
④外壁に若干のクラックが見受けられるが、施工精度は高い。 
⑤便房内に設けられた水洗用ハイタンクの一部は故障で使用不能であるが、未修理のまま放置さ

れている。現地の事情に則した計画が実施されていないことが関係者により指摘された。 
 
３）設計・仕様の内容の比較 

基礎教育省（PPTE /BIP）、BAD、BID 並びに日本の無償資金協力による施設の設計内容、仕様を比

較したものを表 2-20 に示す。 
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（４）運営維持管理 
１）教育コミュニティ 

「カ」国では、政府の教育政策上、学校維持管理について「教育コミュニティ」を大統領で制定

している。 
それに基づき、学校の運営維持管理は、以下の 3 つの構成者、組織により実施される。 

①学校（校長、教員など） 
②市役所、行政、市民社会などにより組織される「学校評議会」 
③父兄会（APE） 

学校施設に不都合が生じた際は、上記の組織、構成者が中心となり、年度の初めに備品の調達、

施設の改修、修理など維持管理にかかるニーズを調査、見積書を作成した上で地域の県教育事務

所に対して要請を行うことになる。 
基礎教育省本省では学校維持管理費として年間の予算措置がなされているが、県教育事務所を通

じて学校へ支出される額と実際のニーズに則した額との差は大きく、実用面での課題が多いのが

実態である。 
 

２）日本の無償資金協力案件ステアリングコミッティー 
これまで 3 次にわたり実施されてきた日本の無償資金協力事業に対する「カ」国側負担工事の円

滑な実施を目的として、省内計画プロジェクト協力局内に「ステアリングコミッティー」が以下

の人員で組織された。（2007 年 1 月付省令） 

議長 ：基礎教育大臣、 

副議長：基礎教育省次官 

委員 ：業務総監、教育総監、財的物的資源局長、就学前初等教育長、計画プロジェクト協

力局長、プロジェクトモニタリング評価課長、法務部代表、独立償還金庫（CAA）代

表、経済財務省代表(2 名)、日本側実施担当コンサルタント 

同コミッティーは、カメルーン側負担工事を含めた以下内容について有効かつ効果的な実施方式

を実現することを目的として組織された。 

①準備工事の実施 

②安全のための敷地の囲壁の建設 

③水、電気の供給による学校整備 

④施設、設備の定期的メンテナンス工事 

⑤JOCV 派遣にかかるモニタリング 

⑥行財政面のモニタリング 

⑦日本からカメルーンへの技術移転 

上記内容に基づき、2005 年より予算化、実施された「カ」国政府負担工事は、表 2-21 の通りで

ある。 

 表 2-21 「カ」国政府負担工予算書 

 予算年度
と財源

予算項目
予算額
(CFA)

学校囲壁の建設 400,000,000
建設準備工事 100,000,000
水道の引き込み 50,000,000

電気の引き込み 50,000,000
600,000,000

1,000,000,000

1,600,000,000
学校囲壁の建設 330,000,000

建設準備工事 220,000,000
水道の引き込み 25,000,000
電気の引き込み 25,000,000

600,000,000
水道の引き込み 20,000,000
経常運営費 111,700,000

建設準備工事 200,000,000
学校囲壁の建設 350,000,000

施設維持管理費 100,000,000
電気の引き込み 30,000,000

811,700,000

小計

BIP
2005年

PPTE 　2005年

2006年度合計　

2007年度合計　

BIP
2007年

2005年度合計　

BIP
2006年
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２－１－４ 小学校建設にかかる我が国の無償資金協力 

（１）これまでの協力内容 
   これまでの協力内容を表 2-22 にまとめた。 

 
               表 2-22       無償資金協力によるこれまでの協力内容 

案件名 第 3 次小学校建設計画 第 2 次小学校建設計画 小学校建設計画 
期 第 3 期 第 2 期 第 1 期 第 3 期 第 2 期 第 1 期 第 3 期 第 2 期 第 1 期

実施年度 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年 2001 年 1999 年 1998 年 1997 年

対象州 最北州 
北部州 

中央州

南西州 
中央州

南部州
西部州

中央州

南部州
中央州 中央州 中央州 

沿岸州 沿岸州

サイト数 10 12 11   
学校数 22 30 32 12 9 10 8 16 14
教室数 138 150 138 163 130 144 102 125 109

2 階建て ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 建物 
階数 平屋 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

教室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
多目的室 原則× 原則× 原則× ○ ○ ○ × × × 
校長室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
教員室 × × × × × × ○ ○ ○ 
書庫倉庫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

校舎 
諸室 

階段下庫 × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
水洗式 × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

便所 
汲取り式 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

教育家具 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
教材 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
ソフコン × × × ○ ○ × × × × 
事業費（億円） 9.32 8.89         7.96        13.45 9.83        9.78        10.06      11.88        11.04

 
（２）我が国の協力に対する先方の評価 
 １）基礎教育省関係者の評価 

ａ）日本の無償案件による学校での校長、視学官等との集会における評価 
①設計と施工技術が優れ耐久性の高い建物である。 

     ②日本の学校は「作品」である。快適に仕事が出来る。隅まで良く考えられている。 
     ③基礎教育省が定めている施設基準が良く守られている。 
     ④これまで無かった 2 階建て校舎の導入の価値は高い。 
     ⑤他ドナーに比べて、建物だけではなく教材の整備も同時に考慮してくれ、基礎教育省が目

指す教育の質的向上にも大きく寄与している。 

ｂ）次官のコメント 
日本の協力による学校を誇りに思う。可視的にもモニュメンタルなものであり、国民に深く

浸透している。 

ｃ）大臣コメント 
     ①これまでの協力によるこの美しい学校に誇りを持っている。 

②原則的には自助努力の涵養ということを理解しているが、もう少しゆっくりとして頂きた

い。カメルーンはまだまだ日本の高い専門技術・知識を必要としている。資金が提供され

れば問題が解決できると言う状況にはない。日本の施工によって解決して行かなければな
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らない問題もある。 

ｄ）調達部長のコメント 
①日本の援助がこれまで果たしてきた最大の功績はカメルーンでかつて見られなかった良質

な小学校を各地に建設してきたことにある。 
②「カ」国において教室不足は深刻ではあるが、良質な環境で学習するという効果も極めて

大きい。子供達は例えあばら家に住んでいても、このようなすばらしい教室で勉強できる

ことに喜びを見出しており、日本が建設した教室は児童や父兄に将来への希望と夢を与え

る効果をもたらしている。 
③多くの富裕層が子弟を外国で学ばせている中で、良質な校舎での学習を体験させることで

子供達は夢と希望を持って育って行く。夢や希望こそこの国にとって一番大切なものであ

り、それがなくなっては国の将来は絶望的である。 
④量的拡充も必要であるが、それは我国の投資予算（BIP）や PPTE 資金で行っている。日

本の教室建設数は 5％～10％であり、量的側面における貢献より質的面における貢献に特

筆すべきものがある。 
⑤フランス開発庁は今行っている PPTE 基金による小学校建設（900 万フラン／教室）も高

いとし、日常住んでいる住居並の質でよいはずであるとして持論を押し付けてくるが、「カ」

国だから量的拡充だけで良しとする強制的な考えには賛同できない。我国もまた多様な文

化を持ちいろいろな人がそこに生きている。政府はそうした多様なニーズにも応えなくて

はならない。 
⑥日本が 9 年前に建設した教室は今でも頑丈で綺麗な状況に保たれているが、PPTE 基金の

小学校は 5 年も経てばぼろぼろである。 
⑦20 年くらい前にカナダの援助によって全国 10 州に 1 校ずつ建てられた工業高校は同様に

質の高い建物で今でもきちんと利用されている。質の良い建物は維持管理がし易いだけで

はなく、維持管理のインセンティブを人々に与えるので相乗効果として長持ちし、結局の

ところコストが安くなる。 
 
 ２）建設業界の評価 
   ａ）「カ」国建築家協会会長（設計事務所主宰）のコメント 
     ①これまで日本がやってきた学校案件は大変良い。 

②一部には周りの建物や通学する児童の自宅と比べて質が高すぎると批判する向きもあるが、

それは間違いである。優れた建築が造り出す良質の教育環境に児童を置くことは学習効果

の向上はもとより、子供たちに日常とは異なる異空間の体験をさせるよい機会である。 
これは私が貧民街のカトリック学校の設計に携わり、その後もフォローしてきた経験から

はっきりしている。 

   ｂ）日本の小学校建設案件に下請けとして参画した現地建設業者のコメント 
     優れた施工技術とその裏にあるいろいろなことを学んだ。 

①工程管理 
・資材購入資金を事前に確保し、前倒しで資材調達手当てをすることで必要資材を必要な

時期に確保すること 
・種類の異なる工程表の作成とその活用により工程の遅れを日々チェックし、遅れた場合

に速やかな対応が可能となること 
②安全管理 
 ・ヘルメットの着用のみならず、履物にも注意が必要であること 
 ・防護柵、手摺り、ネット等の安全確保のための仮設の重要性 
 
③品質管理 

・施工精度を上げるために施工図の必要性 
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・現場における墨出し技術 
・仕様書に忠実な材料試験の実施 
・良質な建物を作るという施工者としての誇り 

④実地訓練 
施工が困難な部位はモデル施工例による施工手順と技術の実習訓練が行われ習得できた。 
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２－２ 要請の内容 

２－２－１ 要請にかかる計画の内容 

（１）計画対象地域 

 本計画の対象地域は次のとおりである。 

１）アダマウア州ヴィナ県ンガウンデレ市 

２）東部州ロムエジェレム県ベルトア市、及びベラボ郡 

３）北西州メザム県バメンダ市、サンタ郡、バリ郡、トゥバッ郡、及びバフート郡 

 

（２）計画対象校 

 本計画の対象校（要請校）は学校数で 84 校、サイト数で 62 サイトである。 

注）1）学校統計にかかる数値は本調査時点で入手した値であり要請書の数値とは異なる。 

    2）学校番号に網掛けした学校は本調査で踏査した対象校。 

3）学校記号：EP= Ecole Primaire、EPA= Ecole Primaire Annex、GS= Government School 
 

 １）アダマウア州 

市・郡 学校番号 学校名 敷地番号 児童数 教員数 教室数 

01 EP Bamyaga Grp. 1 1,273 14 
02 EP Bamyaga Grp. 2 

01 
1,586 13 

12

03 EP Bamyaga Grp. 3 02 284 7 4
04 EP Bideng 03 685 10 6
05 EP Burkina Faso Grp. 1 1,475 13 
06 EP Burkina Faso Grp. 2 

04 
1,101 11 

11

07 EP Camp Militaire 05 966 13 6
08 EP Djackbol Grp. 1 841 17 
09 EP Djackbol Grp. 2 

06 
708 12 

14

10 EP Gada-Mabanga 07 1,429 13 6
11 EP Gendarmerie Grp. 1 600 13 
12 EP Gendarmerie Grp. 2 

08 
690 16 

12

13 EP Marza 09 314 4 3
14 EP Quartier Résidentiel 10 529 11 8
15 EP Quartier Haoussa 11 540 6 2
16 EP Sabongari Grp. 1 1,690 20 
17 EP Sabongari Grp. 2 

12 
1,872 20 

18

18 EP Taa- IFA 13 471 3 2
19 EP Bilingue Grp. 1 750 13 
20 EP Bilingue Grp. 2 

14 
608 13 

14

21 EPA Centre Grp. 1 1,300 18 
22 EPA Centre Grp. 2 

15 
1,347 18 

17

23 EPA Mabanga Grp. 1 1,400 14 
24 EPA Mabanga Grp. 2 

16 
1,400 18 

16

ンガウンデレ 

25 EPA Baladji II 17 1,260 17 9

合計 25  17 25,119 327 160
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２）東部州 

市・郡 学校番号 学校名 敷地番号 児童数 教員数 教室数 

01 EP Akok Mekel 01 461 6 6
02 EP Belabo Grp. 1 814 12 
03 EP Belabo Grp. 2 

02 
819 11 

12

04 EP Bilingue   03 312 6 8
ベラボ 

05 EP SCAF 04 476 8 10
01 EPA Bertoua Grp. 1A 834 17 8
02 EPA Bertoua Grp. 1B 676 14 6
03 EPA Bertoua Grp. 2A 480 14 7
04 EPA Bertoua Grp. 2B 

01 

418 8 5
05 EPA Bertoua Grp. 3A 782 20 8
06 EPA Bertoua Grp. 3B 

02 
621 11 11

07 EPA Bertoua Grp. 4A 700 16 
08 EPA Bertoua Grp. 4B 

03 
611 17 

12

09 EP Bilingue 04 870 14 8
10 EP Mokolo Grp. 2 05 1,035 20 15
11 EP Ngaikada 06 470 8 12
12 EP Nkolbikon Grp. 1 07 1,184 22 10
13 EP Nkolbikon Grp. 2 08 877 14 2
14 EP Quartier ENIA Grp. 1 1,185 17 
15 EP Quartier ENIA Grp. 2 

09 
1,078 23 

9

16 EP Tigaza Grp. 1 1,100 21 
17 EP Tigaza Grp. 2 

10 
1,215 25 

12

18 EP Yademe Grp. 1 780 23 

ベルトア 

19 EP Yademe Grp. 2 
11 

724 22 
8

合計 24  15 18,522 349 169

 
 ３）北西州 

市・郡 学校番号 学校名 敷地番号 児童数 教員数 教室数 

01 GS Ntingkak 01 298 11 13
02 GS Mbingfibieh 02 306 13 3
03 GS Mulang I & II 
04 GS Mulang I & II 

03 1,076 33 20

05 GS Ngomegham 1 4
06 GS Ngomegham 2  10
07 GS Ngomegham 3 

04 1,324 44 
10

08 GS Old Town Grp. 1  
09 GS Old Town Grp. 2 

05 877 28 16

10 GS Alamatsom 06 474 10 8

バメンダ 

11 GS Ntantche 07 155 11 10
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市・郡 学校番号 学校名 敷地番号 児童数 教員数 教室数 

01 GS Menka 01 533 3 23
02 GS Ntenelah 02 302 2 4
03 GS Santa 03 760 6 14
04 GS Banjong 04 255 2 7
05 GS Mificat 05 586 3 4
06 GS Kwindebgli 06 423 3 7
07 GS Pinying 07 748 3 12
08 GS Buchi 08 323 3 7

サンタ 

09 GS Kongfune 09 406 1 7
01 GS Bali Town Grp. 1 14
02 GS Bali Town Grp. 2 

01 607 14 
9

03 GBPS Bali Town 02 585 8 8
バリ 

04 GS Bawock 03 292 5 6
01 GBS Tubah 01 459 5 5
02 GS Mallam 02 486 8 12
03 GS Abobong 03 316 4 6

トゥバッ 

04 GS Babanki Tungo 04 465 5 17
01 GS Njibujang 01 295 8 4
02 GS Mbebili 02 82 5 6
03 GS Agyati 03 203 4 7
04 GS Akofunguba 04 292 7 6
05 GS Bujong 05 236 6 5
06 GS Mbakong 06 344 2 6

バフート 

07 GS Njimbee 07 238 3 7

合計 35  30 13,746 259 297

総計 84  62 57,378 935 626

３）計画コンポーネント 

 １）建設 

小学校教室、校長室、倉庫、多目的室、便所の建設 
2006 年 1 月 11 日付の要請書では上記の他に水場（水道引き込み立水栓、または井戸）が含まれてい

たが、協議において水道の引き込みは「カ」国側負担工事であること、井戸については教室建設数と

の関連で検討されるべきことを説明したところ、「カ」国側は教室建設を優先する観点からこれらの要

請を取り下げた。 
 

 ２）調達 

児童用、教員用家具および教材の調達  

 

３）ソフトコンポーネント 

   基礎教育省からソフトコンポーネントについて以下の説明があった。 
   ａ）第 2 次小学校建設計画ではソフトコンポーネントが導入された。要請時点の内容は、建物の保守・

保全の方法について専門技術者を養成することを目的としていたが、 終的には、校長、教員へ

の研修にとどまり、各校にメンテナンスマニュアルが配布された。 
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   ｂ）「カ」国では、他ドナーによる小学校建設事業でもメンテマニュアルが作成されたのは初めてであ

る。運用状況についてのモニタリングが必要である。 

ｃ）第 3 次計画では要請しておらず実施されていない。 

ｄ）第 4 次計画では、配布済みのマニュアルの運用状況をモニタリングの上、前回の実績を反映でき

るような活動内容の策定を期待する。 

ｅ）日本プロジェクト調整ユニット（これまで実施された建設のモニタリング、評価の実施、また今

後実施されていくことに対する計画策定のための調整ユニット）が組織化されたので、同ユニッ

トを十分に活用願いたい。 
 
 
 
 

２－２－２ 計画対象地域の状況 

（１）アダマウア州      

１）概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）教育事情 

アダマウア州 5 県で比較した教育統計データを表 2-23 に示す。 
要請校の含まれるヴィナ県はアダマウア州の州都であるンガウンデレのある県であり人口も集中して

いるが、ンベレ県と同様私立校は存在しない。 
さらにヴィナ県 3 郡で比較したデータ（表 2-24）では、要請校の含まれるンガウンデレ市に特に学校

の数が集中していることが分かる。 要請校ごとの実態を踏まえた調査結果に基づき判断する必要が

ある。 
要請校 25 校中 18 校を調査した。25 校にはグループ校が 16 校含まれており、そのうち 14 校を視察

した結果、14 校中 12 校が 2 部制を実施していることを確認、そして平均 84 人/教室とその過密度は

位置 

アクセス状況 

・首都ヤウンデから、州都ンガウンデレまで約 1,000Km 
・首都からは、陸路、鉄道、空路が移動手段として可能 
 本調査では、中央アフリカ国境沿の治安状況、飛行機発着の遅れを考慮し、

鉄道を利用した。（片道の所要時間は約 16 時間～18 時間程度） 
県 

 

 

 

 

      

アダマウア州は以下 5 県から構成される（●：計画対象校が含まれる県） 
●VINA、 

MBERE 
FARO-ET-DEO 
MAYO-BANYO 
DJEREM 

郡 

      

      

      

VINA 県は以下 3 郡から構成される   （●：計画対象校が含まれる群） 
●NGAOUNDERE 

MBE 
BELEL 

 

社会、経済、

文化的状況 

・イスラム系民族が多く、文化的背景として子どもを学校に行かせない伝統的

慣習が残っている。 
・遊牧民が多い地域では子どもたちが放牧に従事させるため、就学の阻害要因

となっている 
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深刻である。また、未調査の学校も含め、要請以降すでに 5 校において、教室の増設を実施している

ことを関係者からの聞き取りにて確認した。 

              表 2-23 アダマウア州の県別教育データ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：アダマウア州教育事務局統計 

表 2-24 ヴィナ県の郡別教育データ 

 
 
 
 
 

 

     出典：アダマウア州教育事務局統計 

 

（２）東部州 

 １）概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位置、 
アクセス状況 

・首都ヤウンデから、州都ベルトアまで約 350km、そのうち約 150 km が舗

装道路である。 
・ベルトア～ベラボ間は約 80km、舗装道路にて良好である。 

県 
 
 
 

 

東部州は以下 4 県から構成される（●：計画対象校が含まれる県） 
BOUMBA-ET-NGOKO 
HAUT-NYONG 
KADEY 

●LOM-ET-DJEREM 
郡 
      
      
      
      
      

●LOM-ET-DJEREM 県は以下 5 郡から構成される  
（計画対象校が含まれる群） 
●BERTOUA 

BELABO 
DIANG 
BETARE-OYA 
GAROUA-BOULAI 

 
社会、経済、

文化的状況 

・国全体の中でも、道路、インフラ整備面での開発がより遅れている。 
・現在の大統領夫人の出身地である。 
・森林部に居住するヴァカピグミー族は学校教育への価値を認めていない。

・現在でも残る早熟結婚の慣習が、女子就学率の向上を阻害している。 
・公用語以外の現地語として、Beti（べチ）語を使用する。 

生徒数/
教室

公立校 私立校
コミュニ

ティ
父兄 合計 公立校 私立校 合計 公立校 私立校 合計 公立校

DJEREM 63 5 0 2 70 17,202 998 18,200 355 29 384 48

FARO ET DEO 90 5 0 0 95 12,263 453 12,716 437 28 465 28

MAYO
BANYO

119 10 0 0 129 24,167 2,571 26,738 663 59 722 36

MBERE 124 0 0 0 124 31,009 0 31,009 656 0 656 47

VINA 205 0 0 0 205 54,622 0 54,622 1201 0 1201 45

合計 601 20 0 2 623 139,263 4,022 143,285 3,312 116 3,428 42

教室数

県名

学校数 生徒数

生徒数/
教室

公立校 私立校
コミュニ

ティ
父兄 合計 公立校 私立校 合計 公立校 私立校 合計 公立校

BELEL 38 0 0 0 38 6,188 0 6,188 179 0 179 35

MBE 26 0 0 0 26 3,767 0 3,767 133 0 133 29

NGAOUNDERE 141 0 0 0 141 44,667 0 44,667 889 0 889 51

合計 205 0 0 0 205 54,622 0 54,622 1201 0 1201 46

郡名
学校数 生徒数 教室数
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２）教育事情 

東部州 4 県で比較した教育統計データを表 2-25 に示す。 
要請校の含まれるロムエジェレム県は東部州の州都であり、生徒数、教員数が他県に比べて多い割に

施設数が少なく、生徒数/教室は 78 人と全県で も過密な状態である。 
ベルトア市およびベラボ郡は県内で も就学生徒数が多い地域であり、要請計画校にもグループ校が

多く含まれている。グループ校ではとりわけ教員の配置が遅れ、ベルトア郡での教員一人当たりの児

童数は 77 人と、教員不足による学習環境の悪化が深刻となっている。 

                               表 2-25 東部州の県別教育統計データ 

                       
 
 
 
 
 
 

出典：東部州教育事務局統計 

 
表 2-26 ロムエジェレム県の郡別教育統計データ 

 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東部州教育事務局統計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒数/
教員

公立校 私立校
コミュニ

ティ
父兄 合計 公立校 私立校 合計 公立校 私立校 合計 公立校

BELABO 28 3 - 1 32 6,230 783 7,013 117 24 141 53

BERTOUA 28 13 2 4 47 14,169 4,897 19,066 185 125 310 77

BATARE-OYA 22 3 - - 25 4,568 1,217 5,785 71 0 71 64

DIANG 12 3 - - 15 2,867 421 3,288 59 24 83 49

GAROUA-BOULAI 12 4 - 5 21 4,193 1,503 5,696 58 3 72

NGOURA 19 2 - - 21 4,155 407 4,562 59 7 66 70

ENIEG
(師範学校付属）

8 - - - 8 4,944 0 4,944 106 0 106 47

合計 129 28 2 10 169 41,126 9,228 50,354 655 183 777 63

教員数
郡名

学校数 生徒数

生徒数/
教員

生徒数/
教室

公立校 私立校
コミュニ

ティ
父兄 合計 公立校 私立校 合計 公立校 私立校 合計 公立校 私立校 合計 公立校 公立校

BOMBA & NGOKO 90 2 21 4 117 20816 695 21511 402 15 417 390 14 404 52 54

HAUT-NYONG 240 18 17 8 283 40626 3559 44185 731 53 784 1819 91 1910 56 23

KADEY 143 14 24 9 190 29255 3493 32748 460 79 539 485 122 607 64 61

LOM & DJEREM 130 31 2 10 173 41126 9228 50354 656 183 839 531 157 688 63 78

合計 603 65 64 31 763 131823 16975 148798 2249 330 2579 3225 384 3609 59 41

県名

学校数 生徒数 教員数 教室数
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（３）北西州 

 １）概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）教育事情 

北西州 7 県で比較した教育統計データを表 2-27 に示す。 
メザム県には北西州の州都であるバメンダ市があり人口も集中しているため、学校、生徒数ともに多

く、教員も多く配置され、教室も多い。 
しかし、メザム県 5 郡で比較した統計では既存施設の構造別での既存数を示しており、後にも述べる

とおり劣悪な施設が多く施設状態が深刻であると言える。 

表 2-27 北西州の県別教育統計データ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：北西州教育事務局統計 

位置、 
アクセス状況 

・首都ヤウンデから州都バメンダまで約 370km、舗装道路にて良好である。

・バメンダを基点とした 4 群へも、それぞれ約 20km 前後の舗装道路で、

アクセスは良好である。 
県 
 
 
 
 
      

北西州は以下 7 県から構成される（●：計画対象校が含まれる県） 
BOYO 
BUI 
DONGAMANTUN 
MENCHUM 
●MEZAM 
MOMO 
NGOKETUMJIA 

郡 
      
      
      
      
      

MEZAM 県は以下 5 郡から構成される （計画対象校が含まれる群） 
●BAMENDA CENTRAL SUB-DIVISION 
●SANTA SUB-DIVISION 
●BALI SUB-DIVISION 
●TUBAH SUB-DIVISION 
●BAFUT SUB-DIVISION 

 
社会、経済、文

化的状況 

・英語圏であり、公用語以外の現地語は Pidgin（ピジン）語も使用する。

・商業都市であり、住民の意識が商売に向いている。 
・低年齢時より商売人育成を目指した教育方針により、子どもに対しては、

金をかけても私立へ通わせる比率が高い。 

生徒数/
教員

生徒数/
教室

公立校 私立校 合計 公立校 私立校 合計 公立校 私立校 合計 公立校 私立校 合計 公立校 公立校

BOYO 84 83 167 21,687 11,207 32,894 365 262 627 407 382 789 52 41

BUI 130 172 302 35,822 27,728 63,550 279 696 975 777 1,061 1,838 65 35

DONGA-MANTUNG 209 97 306 53,676 12,804 66,480 121 329 450 996 529 1,525 147 43

MENCHUM 75 56 131 24,674 9,140 33,814 243 184 427 358 212 570 79 59

MEZAM 159 185 344 45,528 42,577 88,105 644 1,128 1,772 1,022 1,247 2,269 50 38

MONO 142 26 168 32,543 4,850 37,393 342 106 448 817 139 956 83 39

NGOKETUNJIA 81 44 125 26,130 9,529 35,659 262 240 502 393 253 646 71 55

合計 457 311 1,543 240,060 117,835 357,895 1,491 1,658 5,201 2,590 1,851 8,593 547 310

教室数

県名

学校数 生徒数 教員数
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２－２－３ 計画対象校の状況 

（１）調査実施校 

計画対象校 84 校、計画対象サイト 62 箇所の州別の内訳を表 2-28 に示す。 

                         表 2-28   調査実施校の内訳 

計画対象校 調査実施校 
州 群 

学校数 サイト数 学校数 サイト数 
調査サイト数比

アダマウア州 ンガウンデレ 25 17 18 11 11/17＝65％ 
ベルトア 19 11 18 10 
ベラボ 05 04 05 04 東部州 
計 24 15 23 14 

14/15＝93％ 

バメンダ 11 07 04 02 
サンタ 09 09 02 02 
バリ 04 03 03 02 
トゥバッ 04 04 01 01 
バフート 07 07 02 02 

北西州 

計 35 30 12 09 

09/30＝30％ 

合計 84 62 57 34 34/62＝55％ 
 

（２）計画対象校の概況 

１）アダマウア州 
ａ）(No.1)EP Bamyaga Grp.1 , (No.2)EP Bamyaga Grp.2 と(No.10)EP Ganda-Mabanga では 2007

年 4 月と 5 月に起こった竜巻によって屋根を吹き飛ばされた校舎がある。 

ｂ）(No.8)EP Djackbol Grp.1 , (No.9)EP Djackbol Grp.2 は敷地が脇を流れる小川に向かって傾斜し

ており、この小川が雨期にしばしば水量を増すため校庭の一部が水没し、一部の校舎は床上浸水

することもある。 

ｃ）(No.16)EP Sabongari Grp.1 , (No.17)EP Sabongari Grp.2 では人口密度の高い街中に位置し校庭

を囲う壁がないため校庭の一部が巨大なゴミ捨て場となっている。このほかにも囲壁がないため

住人、車輌、家畜の通行路となり、心無い部外者による破壊行為が見られるサイトもいくつかあ

る。これらにおいては事前に相手国負担によるゴミの撤去、境界塀工事の実施が必要と思われる。 

ｄ）(No.21)EPA Centre Grp.1 , (No.22)EPA Centre Grp.2 では敷地が狭小であり、(No.8)EP Djackbol 
Grp.1、(No.9)EP Djackbol Grp.2 はそのうえ傾斜しており、校舎の配置上の制約が厳しい。 

ｅ）(No.14)EP Quartier Residentiel は BIDⅡにより整備された後に教室不足に陥ったため、計画対

象校に組み入れられて要請されているが、同校では PTA による教室建設がすでに完了しており、

日本による支援の必要性はないと判断される。 

  ｆ）要請校 25 校にはグループ校が 16 校含まれており、そのうち 14 校を視察した結果、14 校中 12
校が 2 部制を実施していることを確認した。すなわちグループ校の多くは校舎の増設がないまま

に学校を設立して児童数の増加に対応してきたことを示している。これらのグループ校では平均

84 人/教室（午前と午後のそれぞれの児童数に対する比率）とその過密度は深刻である。 
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２）東部州 

ａ）要請校 24 校中グループ校は 18 校含まれている。 

ｂ）授業シフトは全日制と 2 部制があり、グループ校の場合は 2 部制で運営されている。2 部制は、2
校が午前と午後に分かれさらに週ごとに交代で同じ校舎を使う運営形態である。 

ｃ）老朽化が激しい校舎や、比較的新しい校舎であっても泥製ブロックの素積み壁の教室、設けられ

た窓は小さく暗い教室、天井はおろか床の舗装も施されていない教室等、もともと品質の劣悪な

施設も多く見られる。 

ｄ）BELABO 郡の(No.4)EP Bilingue、(No.5)EP SCAF、及び BERTOUA 市の(No.11)EP Ngaikada
では PPTE、BIP、他ドナー、市による支援を得て不足分の教室の建設をすでに完了、または建

設工事が進行中であることを確認した。これらの学校では問題を抱えておらず日本による支援の

必要性は低い。 

ｅ）既存校舎は多くの場合建替が必要であるが、中には天井は壊れ屋根には穴が開き、床の舗装はい

たるところで剥れ、ブロック壁の一部には穴が開き、柱のコンクリートの一部が剥離して鉄筋が

露出しているなど、一見荒れ放題ではあるが構造的な狂いが少なく堅牢性が目視確認できる校舎

もある。これらは屋根、天井、内壁、外壁、柱、および床の修理と再塗装によって再生が可能で

ある。このような校舎をプロジェクトの中でどのように取り扱うかは、今後検討する必要がある。

改修工事を日本側の負担工事に取り込む方法、改修工事を前提とするも「カ」国政府負担事項と

する、改修の可能性を無視する、等の方法が考えられる。 
 

３）北西州 

ａ）幹線道路から外れ傾斜の急な山道を通ってアクセスするサイトが含まれる。 

ｂ）建設用地としては十分な広さを確保しているが、急勾配の傾斜を含み、また樹木に覆われ、建設

スペースが限定されるサイトが目立つ。 

ｃ）既存施設は①コンクリートブロック造、②泥製ブロック造に仕上げを施した建築物、③純泥製ブ

ロック造建築物、の 3 つのタイプに分けられる。既存教室 301 教室のうち、①が 120 教室、②が

141 教室、③が 40 教室であり、②、③のタイプのような劣悪な状態の施設が全体の半数以上を

占める。 
 

（３）要請内容の変更 

本調査において踏査した計画対象校には、すでに不足教室に対する増設が実施されていて日本による支援

の必要性が低い学校も一部含まれていることを確認した。該当校は以下のとおりである。 

所属州 群 学校番号 学校名 状況 

アダマウア州  NGAOUNDERE 14 EP Quartier Residentiel
BID により 6 教室整備済み 
APE により 2 教室整備済み 

04 EP Bilingue BIP により 4 教室整備済み 
BELABO 

05 EP SCAF 6 教室整備中 

東部州  
BERTOUA 11 EP Ngaikada 

PPTE により 4 教室整備済み

BIP により 2 教室整備済み 
NGO により 2 教室整備済み 
APE により 1 校長室整備中 

「カ」国側からは、これらの学校については差し替えを希望すること、また次期本格調査までには差し替

え分の学校リストを提出する旨が調査団に伝えられた。 
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２－３ 設計・施工・調達事情 

２－３－１ コンサルタント事情 

（１）業界事情 
１）建築設計・監理の業界構造 
  「カ」国においてはフランスの古い制度がそのまま受け継がれ、芸術家である建築家とそれ以外

の建築技術者の職能が明確に区分されている。建築物の意匠設計は建築家及び建築家が主宰する

建築設計事務所が携わるのに対し、意匠設計以外の建築構造設計や設備設計は土木技師を主体と

するコンサルタント会社（Bureau d’Etude）に属する技術者が担当するシステムである。 
  しかしながら、基礎教育省が実施する教室建設案件は建築案件であるが、その施工監理にはコン

サルタント会社が携わり建築家の関与はない。それは教室建設案件の監理に求められている業務

内容が工程管理や材料品質の技術的管理であるからである。 
「カ」国には建築家協会があり会員数は 212 名であるが、その多くが官庁職員や教職員、並びに

フリーの建築家である。建築設計事務所やコンサルタント会社の業界団体はない。 
 

２）コンサルタント会社 
  基礎教育省プロジェクト協力部プロジェクト課、及びコンサルタント会社での聞き取り調査によ

れば「カ」国にはコンサルタント会社が 30～40 社ある。会社規模は常勤職員が数人～数十人で

あるが、多くの会社がプロジェクト受注ベースで臨時に技術者を雇い入れているようである。専

門分野や能力も会社によって差があると言われている。公共事業省では近年コンサルタントに関

するデータベースを整備しており情報の入手は可能であると思われる。 
 
３）建築設計事務所 
  「カ」国で業を営む建築設計事務所の数は約 15 社程度であり、所在地はヤウンデとドゥアラに

限られている。建築設計事務所は意匠設計に携わる建築家によって主宰されているが、建築設計

を行うには建築家に加え構造や設備、並びに積算の技術者が必要である。超高層ビル、体育館、

国際会議場のような大型案件の場合は建築設計事務所がコンサルタント会社と協同体制をとる

ことが多いが、民間の住宅、小規模ビル、店舗等の小さな案件の場合にはコスト高になるばかり

ではなく小回りが効かないので、内部に構造技術者や積算士を少数抱えている事務所もある。 
 

（２）学校建築にかかる設計監理技術・経験 
１）学校建築設計技術 
  ａ）実績 

     「カ」国のパブリックセクターが実施する学校案件は、主として基礎教育省と中等教育省が

行っている幼稚園、小学校、中学校、高等学校、職業学校等の整備にかかる案件であるが、

数の上では基礎教育省の小学校の教室建設案件が圧倒的である。このような状況の中で教室

建設案件は基礎教育省（国民教育省）が制定した標準設計に基づいて実施されており、設計

業務が民間に委託されることはない。従って建築設計事務所で学校校舎の設計に実績を有す

る設計事務所は少なく、私立学校の校舎設計経験に限られている。 

ｂ）設計技術 
     設計経験がないことと設計能力がないということはイコールではない。学校校舎は単純な機

能と構造の建物であり、PPTE 基金案件程度の校舎であれば現地の建築設計事務所は設計で

きる。類似業務の経験を有することが望ましいものの、必要条件ではない。 
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２）校舎建設工事監理技術 
  ａ）実績 
    建築の設計と監理とは一体の業務であるから、設計経験が少ないと言うことは監理の経験も

少ないことと同義である。しかし前述のとおり、基礎教育省では昨年から PPTE 基金による

校舎建設案件の監理を民間コンサルタント会社に発注するようになった。従って今後はコン

サルタント業界に次第に監理業務のノウハウが蓄積されて行くものと考えられる。 

ｂ）監理技術 
基礎教育省が定めた 2006 年の監理業務発注書の TOR には監理業務の内容がおよそ次のよう

に書かれており、そこから類推すると基礎的な監理技術はあると考えられる。 
    ①工事の開始に当たり、場合によっては工事の進捗に従って、現場の進捗に必要な情報を施

工者に与え、プロジェクトとの実施を現実化すること 
②施工者が工程を遵守するよう指導すること 
③工事の進捗を報告すること 
④資材の産地、メーカー、品質を管理し受理すること（※確認し承認を与えることと思われ

る） 
⑤仕様書の記述、並びに環境に合致する資材の活用を、入札要綱に明示される技術規則に従

って監視し、場合によっては技術設計図または詳細の中で決定すること 
⑥通常の工事展開の上で技術的特性に関しサービスの順序を確立し通告する。 
⑦施主及びプロジェクトマネージャーの代理人と共に工事段階（根伐、基礎、建て方、小屋

組み、等）の受領を組織する。（※部分引渡し/部分受領のことと思われる） 
⑧施工会社との討論会を開催し、実施された工事、設備された必需品、及び工事の実測につ

いて協議する。（※出来高検査と出来高の承認のことと思われる） 
⑨週の定例会議に出席し議事録を作成する。 
⑩施主及びプジェクトマネージャーの代理人と共に完成建物の受領を行う。 

    ⑪書類の提出（※管理報告書の提出のことと思われる） 
 
 
 
 

２－３－２ 施工事情 

（１）業界事情 
１）建設会社の数、規模 

  「カ」国には多数の建設会社があり、その数は数 100 社とも 1,000 社以上とも言われているが、

業界を束ねる協会が無く正確な数は把握されていない。公共事業省では近年建設会社に関するデ

ータベースを整備しており、情報の入手は可能であると思われる。 
  建設会社の多くがヤウンデやドゥアラ、その他沿岸地方の都市部に集中している。 

また、アダマウア州の公共事業局によると、同州に本拠を持つ建設会社は 50 社以上存在する。

北西州で面接調査した建設会社３社によると、同州には 30～50 社存在する。 
規模については正規職員が 100 人以上の会社が大手に属し、中規模の会社で数十人程度である。

基礎教育省の小学校案件を受注する建設会社には中規模会社が多い。 
 

 ２）校舎建設工事に携わる建設会社 

州または県が発注する BIP 案件の場合は、1 校ごとに案件が組み立てられるので規模が小さいた

め地元の建設会社が落札することが多いが、PPTE 基金案件の場合は契約ロットに数校含まれる
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ので、大都市からの参入・落札も多い。 
PPTE 基金による 2007 年度小学校教室建設プロジェクトの入札 96 ロットに応札した会社は延べ

311 社、実数にして 100 社以上である。 
またこれまで日本の無償資金協力案件に下請けとして工事に携わった会社は 30 社近く存在する。 
 

３）中国系企業 
大手建設会社の多くは外国系建設会社であるが、近年中国系建設会社が台頭してきている。中国

系の建設会社は、社員をはじめ大半の職人が中国から派遣されており、その施工技術への評判が

高い。現在ヤウンデ市内で特殊な屋根構造をもつ屋内体育館が建設中であるが、これも中国系建

設会社が施工している。当該工事の施工基地や現場の様子を概括する限りでは日本の建設会社と

大差なく見受けられる。ただし今のところ、中国系の建設会社は中国政府または中国資本の案件

に限って従事しており、永続的な存在ではないようである。 
 
（２）校舎建設工事に見る施工技術 
 １）工程管理能力 

基礎教育省の標準タイプの校舎（平屋建て 2 教室）の標準工期は 90 日であるが、契約工期は敷

地条件による工事の困難さや雨期の影響を考慮し 90 日～150 日の間で設定される。工期の遅れに

は延滞遅延金が課せられるが、それにもかかわらず約 50％の案件で遅延が見られる。最大の遅延

は 120 日位である。遅延要因の多くは施工会社が資材を工期に合わせてではなく資金確保の状況

に合わせて調達するため資材がタイムリーに現場まで調達されていないことにある。これは施工

業者の企業基盤が脆弱であるため、資材を一括購入する資金を調達することが難しく、前月の支

払いを受けた範囲で翌月の分を発注するからである。 
 

 ２）品質管理能力 
基礎教育省の教室建設案件に携わる建設会社の中には品質管理の概念が希薄のところが多いよう

に思われる。 

ａ）コンクリートの調合管理は杜撰で、セメントの含有量が少ない貧調合のコンクリートによっ

てコストを抑えているケースが多く見られる。その結果、人の手足の触れ易い廊下の柱は直

ぐにコンクリートが欠け落ち、子供たちの悪戯も相まって数年もすれば鉄筋が露出している

ケースも見られる。 

ｂ）施工精度に対する感覚は希薄で柱間隔にばらつきが見られたり、壁や梁の直線の通りが湾曲

していたり、凹凸が激しかったりするケースがしばしば見られる。 

ｃ）品質に対する概念が希薄な理由として、標準設計には詳細設計図が無く、仕様書には品質に

関する規定が少ないことも一因と考えられる。必要図面の不足を補う施工図もあまり作成さ

れないようである。 

 

３）職人の施工技術 
品質や精度にかかる関心が薄いのと同程度に職人の施工技術は低い。穴開きブロック積みには線

の通りが悪く凸凹が目立つ。また異部材の接合部の仕上げ方やペンキの色分け線の乱れ等、なす

べき下地処理や養生の不足に起因する不始末が多い。総じて仕上がりの程度は低い。 
 
 
４）安全管理 

   現地建設会社による質問書回答からは、ヘルメットや安全靴の着用、仮囲いの設置、標識の設置

等の必要性については十分に認識し、実施していると読み取れる。しかしながら、視察した少数
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の教室建設現場でヘルメットを着用している職人は少数であり、安全靴の着用は見られず、仮囲

い、安全標識の設置も無かった。脚立足場にしてもバケツや箱を利用した不安定なものであるな

ど、「安全管理」とは程遠い状況にある。 

 

 

 

 

２－３－３ 調達事情 

（１）建設資材・労務 
 １）建設資材 

 第 4 次計画の対象各州の州都には建材を取り扱う業者が存在し、基本的な材料は現地調達が可能

である。ただし供給量が限られているため、材質や寸法のそろった材を大量発注する場合は対応

し切れないことが多い。ヤウンデやドゥアラの業者へヒアリングした結果では、地方にて案件を

実施する場合、基本資材は産地に直接発注し、運送業者に現地へ送らせる方法を採っており、こ

の方法が安価でかつ確実性が高いとのことである。 
表 2－29 主要資材の産地／発注先 

産地または発注先    （ ）は首都やウンでからの距離 
資   材 

ンガウンデレ（アダマウア州） ベルトア（東部州） バメンダ（北西州） 
砂（川砂） 現地 アイオス（150km） サナガ川（200km） 
砂利（砕石） 現地 コメトゥ（150km） － 
セメント フィギル（150km） ドゥアラ ドゥアラ 
鉄筋（輸入・国産） ドゥアラ 
木材 ベルトア 現地 ヤウンデ 
屋根材（アルミ） ドゥアラまたはエデア 
机椅子、木製品 ヤウンデ 

  
 ２）建設労務 
   小学校建設工事に必要な労務は州都であるならば原則的に現地で調達可能である。ただし日本の

一般無償案件のように施工精度が厳しく求められる場合は、これに加えて習熟した熟練工が必要

である。熟練工が確保できるのは主としてヤウンデとドゥアラに限られるので、鉄筋工と大工の

半数近くはこれらの大都市より調達する必要がある。 

                  表 2－30 労務調達状況 

職種 調達状況 

鉄筋工 熟練者が少ないため必要員の 50％位はヤウンデ、ドゥアラより調達する。 

ブロック工 現地（週都）調達可能 

左官 現地（週都）調達可能 

型枠･屋根大工 熟練者が少ないため必要員の 50％位はヤウンデ、ドゥアラより調達する。 

塗装工 現地（週都）調達可能 

屋根葺き工 現地（週都）調達可能 

（２）教育家具・教材   
 １）机・椅子 
   「カ」国で実施した日本の一般無償案件の場合、机・椅子の製造を原則として１校ごとに分割し
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て異なる業者に発注した。これらの業者の殆どがヤウンデおよびドゥアラに集中しており、これ

までに発注した業者数は 20 数社に上る。調達先はこれら 2 大都市に限られると思われる。 
 
 ２）教材 
   教材は輸入品であり取り扱い業者はドゥアラとヤウンデに限られる。 
 
（３）公共工事入札制度 
 １）公共契約法（Public Contact Code） 
   「カ」国大統領は 2004 年 9 月 24 日公共契約法の制定を発令した。同法は、公共調達への自由な

アクセス、機会の均等、並びに透明性の確保を基本とし、公共契約の授与、実施、並びに管理に

関する規則を定めたものである。 
   同法は国の予算、外国援助資金、国が認めた借款、政府機関及び公団公社の予算で行われる事業

の契約に適用される。ただし外国援助による案件の場合は、援助取極めの趣旨に反しない範囲で

適用される。また同法は 500 万フラン未満の財またはサービスの調達には適用されない。 
   公共調達の手法としては競争入札（公開入札、制限つき：PQ 入札、設計競技）による契約を原

則とし、例外として随意契約（特定商品、緊急案件）、特例契約（国防、安全並びに国家の戦略的

利益に関連する事項）が挙げられ、それぞれの内容、条件、実施方法等が詳細に規定されている。 
    

２）公開入札の実施要領 
  公共契約法および PPTE 基金による教室建設案件の入札要綱に見る入札の方式、並びに実施要領

は次のとおりである。 
ａ）入札の主催者 

公共契約のための入札は事業を実施する各省庁、地方出先機関、公社公団等が自ら行う。 
ただし実施機関の人材が不十分な場合は公共事業省、及びその出先機関が実施を補佐する。 

ｂ）入札方式 
入札はプロポーザル方式であり、提出書類はⅰ)事務書類、ⅱ）技術書類、ⅲ)財務書類の 3
つからなり、これらを総合的に審査して落札者を決める。 

 ｃ）入札手順 
公共契約法の記載によると入札手順はおよそ次のとおりである。 
①入札公示 
 入札の実施は新聞、経済関係の週刊誌、及び実施機関の掲示板に公示される。 
②入札要綱 
応札希望者は所定の場所で入札要綱を有料（2007 年度 PPTE 基金案件の建設工事入札の

場合 100,000 フラン）で入手する。 
③入札図書の提出 
 応札者は要綱に従って必要な書類をそろえ期限までに提出する。期限は開札日時の 1 時間

前である。応札に当っては銀行による入札保証を差し入れる。上記案件の場合、その額は

応札するロットの工事規模に応じて 480,000 フラン～2,000,000 フランである。 
④開札 
入札書類は応札者が参加する改札会の席上で開封され、上記 i)事務書類の内容確認が行わ

れる。欠陥書類を提出した応札者はこの時点で失格となる。 
⑤技術書類の審査 

事務的書類の審査に合格した応札者の技術書類を審査する。技術書類の内容と構成に不備

がある応札者、並びに予め開示された採点基準に従って評価し 100 点満点中 70 点未満の

応札者は失格となる。 
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⑥財務書類審査 
技術書類の審査に合格した応札者の財務書類が審査される。財務書類の内容と構成に不備

がある応札者は失格となる。書類に不備のない応札者のうち、最低価格を提示した応札者

が落札者として決定される。 

ｄ）基礎教育省が行った入札方式 
本調査団（コンサルタントチーム）は、2007 年 8 月 23 日、基礎教育省で行われた PPTE

基金による 2007 年度小学校教室建設プロジェクトの建設工事入札の開札を視察した。その

概要は以下のとおりである。 
     ①PPTE 基金による 2007 年度小学校教室建設プロジェクトは全国 436 校において総計 874

教室の建設を行うものであり、契約ロット数は 96 ロットに上る。 
     ②応札参加登録をした建設会社数は延べ 311 社である。 
     ③入札図書の提出期限は入札開始時刻の 1 時間前の正午であったが、提出期限に遅れる応札

者が続々と提出に訪れ、省側は淡々と受け付けている。 
④入札会場前のホールは応札者で満員の状態である。 
⑤入札開始も入札審査会の議長の都合で当初の予定を大幅に遅れ、開会が宣言されたのは 2

時間半後であった。この時間でもまだ書類を持った応札者が訪れ、しかも問題なく受け付

けられている。 
⑥開札はロット－1 から始められた。同ロットの応札者が入札室に呼び入れられ、事務書類

の審査が行われた。3 社の応札があったが、そのうちの 2 社が書類の不備を指摘された。

しかしその場での失格は宣告されなかった。 
⑦次に財務書類のうち最も重要な価格入札書が開かれ応札価格が読み上げられた。 
⑧一人の応札者は提出書類ロットごとに分けておらず、その結果、約 10 の応札ロットの全

てについて書類の審査が行われ、結果が記帳され、他の応札者には関係のない応札価格が

読み上げられ、記帳された。その結果ロット－1 だけで 1 時間以上の時間を要した。 

入札は開始時間の大幅な遅れや非厳格的な応札受付状況が見られたが、これについて事務

局や応札者が特段の対応をしている様子はない。 

1 ロットに 1 時間以上を要する進行ペースで 96 ロットを行うとすると正味 96 時間必要に

なり、開札修了まで 2 週間以上かかることになる。しかしながらこのような状況においても

入札室前のホールでは多数の応札者が開札の順番を待っている。 

入札要綱に記載された提出期限を厳守しない応札者が多数存在すること、これを問題にせ

ず受け付ける事務局、開札時に価格入札書も同時に開封するという規定の手順を無視した方

法等、公共工事法の規定が定着しておらず、混乱が見られる。 

      以上を参考にコミ開無償方式で本計画を実施し現地業者を対象として入札を実施する場合

の留意点を列挙すると次のとおりである。 
     ①入札図書の提出期限の遵守を公示書に明記し例外を認めない。 
     ②審査は事務的書類と技術書類の審査を第一段階の審査とし、価格審査を第二段階審査とす

る。まず書類審査を実施するが審査の過程は公開せず結果のみを後日発表する。 
③入札の開札は公開開札とする。参加者は書類審査の合格者に限定する。 
④落札は予定価格以下の最低価格を原則とするも下限を設定し法外な応札価格を阻止する。 
⑤予定価格以下の応札がなかった場合は直ちに第 2 回目の入札を行う。そのため当日の出席

者には必要書類の準備をしておくよう予め通達する。 
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２－３－４ 関連法規・規制等 

（１）建築関連法規、技術基準 
 １）建築基準法 

「カ」国では建築基準法は制定されておらず、国が定める技術基準も存在しない。建築家や技術

者は、設計・監理に当ってそれぞれのバックグラウンドに応じてフランスまたは英国等の技術基

準を参考にしている。参考にされている主なフランスの基準は次のとおりである。 
ａ）CSTB(Cahier Scientifique et Technique du Batiment) 
ｂ）DTU(Document Technique Unifié )  
ｃ）NF(Normes Francaises)  

  
 ２）建築許可制度 

ａ）「カ」国では建築に当って都市計画法に基づく建築許可の取得が必要である。 
ｂ）建設許可は原則的に市町村に対して申請する。 
ｃ）許可申請は民間の場合有料で建設費の 1％とであるが公共建築の場合は無料である。 
  なお日本の無償資金協力による小学校建設案件の場合は、これまで建築許可の取得は不要で

あった。 
ｄ）審査にはおよそ 45 日かかる。 

 
（２）公共工事の建築行為にかかる税制度 
 １）工事契約と税の種類 

公共工事の契約にかかる税は付加価値税（VAT）19.25％と印紙税 1.65％である。これらの税は

財とサービスの提供を受ける発注者に対して課せられる。このため政府機関は公共工事に必要な

税相当額を予め予算措置しておく。一方入札に当って建設業者は、工種毎の工事単価を非課税価

格で提示し、発注者によって指定された工種毎の数量を掛け合わせて直接工事費を積み上げ、そ

れに一般経費を乗せて非課税総工事費を提示する。 
契約では当該非課税総工事費とそれに対する税額が明示され、合計額をもって契約金額とする。 
従って政府機関が予算措置を講ずる当該公共工事の事業費とは税込み契約金額である。 

   非課税工事費と税の関係を価格入札書類の例で次頁に示す。 
 

２）税の納付 
   ａ）付加価値税 

VAT は、受注者が契約に伴う財とサービスの提供の過程で市場を経由して最終的には国庫に

入ると言う理由から、契約時に源泉徴収され建設業者には支払われない。しかしながら建設

業者に対して非課税で資材や労務を調達できる便宜は与えられないので、業者はそれらを税

込価格で調達する。さらに支払った税金の還付制度は確立しておらず、業者に対する非課税

調達の道は開かれていない。すなわち建設業者は資材と労務を市場から税込みで調達しなけ

ればならない仕組みとなっている。 

ｂ）印紙税 
     印紙税は契約の双方が支払うこととなっているから、上記 1）で予算措置されている金額は

発注者に課せられる印紙税の分である。従って建設業者はこれと別途印紙税を支払わなけれ

ばならない。この印紙税も契約に際して源泉徴収されるので建設業者に支払われる請負金額

は、非課税総工事費からその 1.65％に相当する印紙税の金額を差し引いた金額である。 
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図 2-3  価格応札書の例 

番号 費目 単位 指定数量 提示単価 提示価格 備考 
1 準備工事    
1.1 伐開・除根 ㎡ 1225    
1.2 現場小屋 一式   
1.3 準備工事小計    
2 土工事    
2.1 表土除去 ㎡ 900    
2.2 根伐：柱脚 ㎥ 8.32   
2.3 壁下 ㎥ 36.12   
｜     
2.7 土工事小計    
3 コンクリート工事    
｜ 略    
3.10 コンクリート工事小計    
4 ブロック工事    
｜ 略    
4.4 ブロック工事小計    
     
｜ 略    
     
8 給排水設備工事    
｜ 略    
8.14 給排水設備工事小計    
9. 電気設備工事    
｜ 略    
9.2 電気設備工事小計    
10.4 雑工事    
 略    
10.4 雑工事小計    
11 税抜き工事費合計  A 小計の合計 
12.1 VAT ％ 19.25  0.1925A 
12.2 印紙税 ％ 1.65  0.0165A 
12.3 諸税小計   12.1＋12.2 
13.1 税込み契約金額   1.2090A 
13.2 支払い金額   A－0.0165A 

 
 ３）非課税工事費の実状 
   現行制度の非課税調達は形式的にすぎず、実際には業者は一般経費の中から税を負担するか、も

じくは税込み工事単価を「非課税価格」として応札するか、のいずれかの方法しかない。工事契

約に伴い政府は付加価値税を二重に徴収していることになる。 
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 ４）非課税購入制度 
    財の調達時に非課税措置が可能なのは外交特権、及びそれに類するものとして「カ」国政府が

認めた場合に限定されている。 
      
 ５）国際協力案件の非課税措置 
   国際協力案件はいずれも免税を前提としているが調達時の非課税購入は出来ず、一旦税金を支払

い、後日証憑書類を用意して経済財務省に還付請求するシステムである。しかしながら還付には

事務手続き上の書類修正等を求められることが多く、実現するまでに半年～1 年もの期間を要す

るようである。ただし基礎教育省計画プロジェクト協力部は、今年より制度改革を行ったので早

期還付への道が開かれたと説明している。 
   ａ）借款による教室建設案件の場合 

BAD 及び BID の借款による教室建設案件における免税措置は、いずれの調整官事務所でも

明解な説明を避けており、実態の把握は困難であるが概ね次のとおりであると推測される。 
     ①借款協定には案件実施に伴う税負担は「カ」国政府の責務であることが明記されている。 

②入札並びに契約方式は「カ」国政府の方式に準じ、非課税工事費の提示を義務付けている。

③契約金額は非課税工事費と同額、或いは旧国民教育省が別途予算立てした税額を付加した 
 金額とし、契約に際して税額を源泉徴収する方式のいずれかであると推察される。 
④すなわち現実には全ての VAT は借款額でカバーされている。 

   ｂ）日本の一般無償資金協力の場合 
     ①E/N には案件実施に伴う税負担は「カ」国政府の責務であることが明記され、日本企業に

対して還付方式が適用されている。 
②非課税価格で積算した予定価格内で落札した金額で契約金額が確定されており、元請業者

の応札価格は推定非課税価格である。 
③日本の元請会社は下請会社に対して市場価格（VAT 込みの金額）で支払を行っている。 
④砂、砂利、及び型枠材料を除く他の資材は日本の元請会社が一括購入して支給しており、

支給資材の調達に際して支払った VAT は還付手続きを行っている。従って下請会社の請負

金額のうち、砂、砂利、型枠損料に含まれる VAT は日本の元請会社が負担していることに

なる。 
⑤「カ」国においては内税であるため一般に財やサービスの調達において納税感覚に乏しい。

特にサービスについては VAT の認識が殆どないようである。下請業者も提供したサービス

の対価に含まれているはずの VAT の納付義務を認識しておらず、サービスに対する VAT
は国庫に届いていないようである。すなわちサービスについては慣例として非課税扱いに

なっているとも言える。従って日本の元請業者は下請けのサービスに対する VAT を払って

はいないと言える。 
 





第３章 結論・提言 
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第３章 結論・提言 
３－１ 協力の内容とその妥当性 

３－１－１ 計画対象地域・サイト 

（１）対象州 
我が国はこれまで「カ」国全 10 州のうち 7 州において無償資金協力による小学校建設計画を実施

してきた。このたび要請された第 4 次小学校建設計画はこれまでに実施していない３州（アダマウア

州、東部州、北西州）を対象としている。「カ」国基礎教育省からは、アダマウア州と東部州には教

育優先地域（ZEP）が多く、また北西州は英語圏に属する州であり、バイリンガルを国策として進め

る政府にとって、特に基礎教育の分野では慎重な扱いが必要とされる地域であることから、これら３

州における教室建設ニーズは高いとの説明がなされた。 
州別純就学率（2006/2007 年）をみると、全国平均（78.18％）を下回る 3 州のうちの２州をアダ

マウア州および北西州が占めており、さらにアダマウア州は純就学率における女児占有率が全国平均

（0.93）を下回る 3 州のうちの 1 州である。 
教室あたりの児童数（2006/2007 年）でみると、公立校全国平均（54.1 人）を上回っている 4 州の

うち２州をアダマウア州および東部州が占めており（アダマウア州；69 人、東部州；55 人）、教室の

過密状況・不足状況が深刻となっている。また、北西州は教室あたり児童数は全国平均を下回ってい

るものの（38 人）、本調査の結果、要請サイトの既存施設のうち半数以上が泥製ブロック造であり劣

悪な状態であることが明らかとなった。 
 

 以上よりこれら３州で本計画を実施することは妥当であると判断する。 
これら３州の各州都は首都ヤウンデから三方向に離れているため、一案件として実施するためにはフ

ェーズ分け等の工夫が必要である。 
 
（２）対象地域 
  アダマウア州は州都ンガウンデレ市、東部州は同じく州都ベルトア市と第２の街であるベラボ、そ

して北西州は州都バメンダ市と周辺 20km 圏にある郡が対象地域である。州都や街は人口集中地域で

あり、教室需要が高い。北西州のバメンダ郊外の 5 郡も州都に次いで教室需要が高い地域である。 

以上より計画対象地域に指定された市・郡において本計画を実施することは妥当であると判断する。 
 
（３）対象校 

現地調査で踏査した対象校の中には、要請書が作成されてから今日まで時間が経っているため、そ

の間に施設整備が進み、現時点では整備の必要性が無くなった学校が 4 校あった。しかしながらその

他の対象校は過密教室や施設の老朽化、もしくは低質建物等の問題を抱えており、新校舎の建設や改

修による整備の必要性が認められる。 

以上より要請された対象校を基に本格調査にて具体的な協力対象校を絞り込んでいくことは妥当で

あると判断する。 
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３－１－２ 対象コンポーネント 

（１）建設コンポーネント 
  調査団が「カ」国側と協議の結果確認した建設コンポーネントは①教室、②校長室、③倉庫、④多

目的室、および⑤便所である。 
このうち多目的室は第３次計画でも要請されたが、過去の実施案件の調査から使用頻度が低いこと

が判明したため、２階建て校舎において部屋割りの関係から余剰スペースを生じる場合を除いて原則

として設けないこととした。コスト縮減の必要性が一層高い第４次計画でも同様に計画対象から外す

方向で協議を進める必要があると判断する。 
その他のコンポーネントは小学校に必要最小限の施設であり第３次計画で調達されたものと同様

であるので、本計画のコンポーネントとして妥当であると判断する。 
 

（２）調達コンポーネント 
調査団が「カ」国側と協議の結果確認した調達にかかるコンポーネントは①児童用及び教員用家具、

並びに②教材である。これらは小学校に必要最小限の調達アイテムであり第３次計画で調達されたも

のと同様であるので、本計画のコンポーネントとして妥当であると判断する。 
 

（３）ソフトコンポーネント 
ソフトコンポーネントにかかる要請内容は、第２次計画において作成した施設維持管理に関するマ

ニュアルの利用状況を調査の上、その有効活用を図る方策の策定とその啓蒙である。 
本調査で視察した小学校においては施設の維持管理の重要性は関係者に広く認識されており、父兄

会が学校の運営や施設整備に熱心な学校が多く見られたことから、第二次計画で実施したソフトコン

ポーネントを基にこれを普及するニーズは高いと言える。 
従って維持管理に関するソフトコンポーネントの必要性および妥当性は高く、本計画のコンポーネ

ントとして調査の対象とすることは妥当であると判断する。 
 
 

３－１－３ 我が国技術協力との連携 

現在、「カ」国教育セクターで実施中もしくは計画中の技術協力プロジェクトはない。 
 青年海外協力隊については小学校教員を派遣中であることから、本計画対象校に青年海外協力隊員を

派遣する等の連携可能性が考えられる。 
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３－２ プロジェクトの実施方法 

３－２－１ 「コミュニティ開発支援無償」による実施の可能性 

（１）現地の業務実施能力 
 

１）コンサルタント／建築設計事務所 
  2-3-1 で述べたとおり、「カ」国には意匠設計に携わる「建築設計事務所」が約 15 社、意匠設計

以外の建築構造設計や設備設計に携わる「コンサルタント会社」が 30～40 社存在し、下記の観点

からみて「コミュニティ開発支援無償」の実施は可能であると判断する。 

  ａ）設計能力 
「カ」国において学校建設案件に携わり、詳細設計の経験を有する建築家は限られてい

るものの、学校建築は単純な建築物であり、それほど高度な設計技術が要求されるもので

はないため、「コンサルタント」（構造設計および設備設計担当）ではなく「建築設計事務

所」（意匠設計担当）であれば、本邦技術者の指導の下で詳細設計一式を取り仕切ることは

十分可能である。 

   ｂ）入札図書作成能力 
「カ」国においては学校案件の入札図書を基礎教育省や公共事業省が作成するため、入

札図書作成経験を有する民間技術者は少ないと思われるが、入札図書は建設業界において

一般的に用いられている書類であり、既存の入札図書を雛形とすればその作成自体は技術

的に困難なものではない。従って本邦技術者の指導の下で入札図書の作成が可能な技術者

は少なからず存在する。 

   ｃ）監理能力 
       「カ」国において学校建築にかかる監理の民間への委託を開始したのは 2006 年であり、

まだ実績は限られていることから、その経験を有する技術者は限られている。 
しかしながら学校以外の建設工事の監理に携わり、監理の基本を理解している技術者は

多い。従って本案件においては監理マニュアルを作成し、本邦技術者の指導の下で監理を

実施すれば問題はないと 
  
２）建設会社 
   2-3-2 で述べたとおり「カ」国には PPTE 基金や BIP による小学校建設の施工実績を有する建設

会社が述べ 311 社存在することから、基本的な施工能力は有していると判断される。加えて過去

10 年間に日本の一般無償資金協力による小学校建設工事に下請け業者として従事した実績を有

する中小建設会社が 30 社近くあり、その多くは案件実施を通して我が国の施工技術を学んでい

る。 
他方、現地施工業者にみられる下記の点から支障なしとは言い切れないため、本計画をコミュ

ニティ開発支援無償で実施する場合には業者選定を的確に行い、さらに施工監理に本邦技術者を

配置する等、十分な監理体制を整えて実施することが前提となる。 
  ａ）資材調達能力 
    資金力が弱く工期に合わせて余裕を持って資材を調達する能力に欠ける会社が多い。 

ｂ）品質管理能力 
  コンクリートの強度試験を仕様書通りに行う会社や調合管理を適切に行える会社は少数で

ある。 

ｃ）熟練工の調達力 
熟練工はヤウンデとドゥアラの 2 都市以外に限られている。熟練工を確保できる建設会社は、

熟練工を地方へ派遣するための旅費と滞在費を負担し、下請けへの支払いを適切に行うため
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の資金力のある会社であり、そのような会社はこれら２都市に集中している。 

ｄ）工程管理能力 
   適格な工程表を作成する能力を有する建設会社は少数である。一旦作成した工程表を実態

に合わせて修正できる建設会社はさらに少数である。また資金力の弱さから工程に合わせた

前倒しの資材調達が困難となり工程を遵守できなくなる建設会社も少なくない。 
ｅ）安全管理能力 

現場におけるヘルメットや安全靴の着用の必要性、建設現場の仮囲いの必要性については

多くの会社が知識を有しているが、実行している会社は少ない。 
 
（２）現地仕様とコスト比較 
 

「カ」国で実施されている教室建設プロジェクトの仕様と 1 教室当たりの建設コスト比較は下の表

3－1 に示すとおりである。 
表 3－1 教室建設案件の比較 

 
注）コスト計算方法：  日本＝第 3 次総事業費（25.36 億円＝124.93 億 FCFA）÷426 教室 

 基礎教育省案件＝予算ベース（監理費は含まず） 
 BAD＝（借款 67.65 億＋「カ」国投入 20 億）÷716 教室 
 BID＝借款 80 億÷292 教室 

 

 

比較項目 日本無償第３次 基礎教育省案件 BAD 案件 BID 案件 
教室 7.2x9.2=66.24 ㎡ 7.0x9.0=63.00 ㎡ 7.0x9.5=67.50 ㎡ 7.2x9.1=65.62 ㎡

寸法・面積 
校長室 16.56 ㎡ 9.60 ㎡ 別棟  11.24 ㎡

平屋 3.40m 3.05m 3.20m 3.20m
１階 3.40m － － －階数・階高 
２階 3.20m － － －

天井高 3.20m 不明 不明 不明

躯体 RC 軸組造 CB 組積造 CB 組積造？ RC 軸組造？ 
基礎 独立基礎 充填 CB 積み 充填 CB 積み 充填 CB 積み 
内壁 CB15cm CB15cm CB15cm CB15cm 
外壁 CB20cm CB15cm CB15cm CB15cm 

構造 

小屋組 木製平行弦トラ

ス勾配 3/10 
木製山形トラス

勾配：不明 
木製山形トラス 

勾配 2.85/10 
木製山形トラス

勾配 4/10 

屋根 
波型 Al 板 0.6ｍ
ｍ 

波型 Al 板 0.5ｍ
ｍ 

波型 Al 板 0.6ｍ
ｍ 

波型 Al 板 0.6ｍ
ｍ 

外壁 モルタル＋塗装 モルタル＋塗装 モルタル＋塗装 モルタル＋塗装 
内壁 モルタル＋塗装 モルタル＋塗装 モルタル＋塗装 モルタル＋塗装 
1 階床 RC 直仕上げ モルタル 3cm 塗 モルタル 3cm 塗 モルタル 2cm 塗

教室窓 穴開きブロック 穴開きブロック 穴開きブロック 穴開きブロック 

校舎 

仕上げ 

出入口 木製框扉片開き 鉄製扉片開き 鉄製扉片開き 鉄製扉片開き 
施設内容 小便+便房+手洗 便房 小便+便房+手洗 小便+便房+手洗 
種類（ブース数） 3 種（6／8／12） 1 種（6） 1 種（12） 1 種（8） 便所 
処理方式 貯留式 自然浸透式 都市：貯留式 

農村：自然浸透式 浄化槽＋浸透槽 

１教室当りコスト（FCFA） 2,930 万 900 万 1,220 万 2,740 万
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（３）実施体制 
   
  上記（１）現地の業務実施能力をふまえ、調達代理機関を中心とする調達代理方式をベースとしつ

つ、詳細設計・施工監理に本邦コンサルタントを活用した実施体制案を記す。 

 
実施体制図（全体） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
①詳細設計： 概略設計調査を担当した本邦コンサルタントを JICA が推薦し、調達代理機

関と本邦コンサルタントが契約を締結する。本邦コンサルタントは現地建築

設計事務所や現地コンサルタントを下請け業者として活用し、標準施工図、

施工計画書、施工要領書を詳細設計で作成し、契約図書に含める。 
②入札図書作成：本邦コンサルタントが詳細設計にて作成する。 
③業者選定：  調達代理機関が、条件付入札を明示した公開国際入札を行う。 
④監理：    本邦コンサルタントが現地コンサルタントを下請け業者として活用して常

駐監理を行う。 
⑤施工：    落札業者 
⑥責任：    設計責任は日本人コンサルタントにあり、施工責任は現地業者にある。 

 

施工業者 技術コンサルタント

（本邦業者） 

選定・契約 

JICA 本部 

大使館 カメルーン国政府 

実施案件・内容指示 調査結果 

案件決定 
（交換公文）

案件選定・進捗管理

施工監理 

外務本省 承認

実施

促進
調達代理機関 

現地コンサルタント・ 

建築設計事務所 

推薦 
契約 
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３－２－２ 一般無償による実施の可能性とコスト縮減の可能性 

 
（１）一般無償による実施の可能性 
 第４次小学校建設計画を一般無償資金協力のスキームで行うことは可能であり何ら支障はない。 
 
（２）コスト縮減の可能性 
  一般無償でのコスト縮減はこれまで 3 次 9 期にわたる案件実施の中で絶えず試みられてきており、

既に可能な限りのコスト縮減が行われていると思われるが、以下に挙げる工夫によりさらに若干のコ

スト縮減の可能性があると考えられる。 
 １）階高 

第３次計画の階高を 20cm 低くする。これまでの校舎の階高は 2 階＝3.2ｍ、１階＝3.4m で天井

高は約 3.2ｍである。これに対して基礎教育省の標準タイプの天井高は 3.0ｍであるが、特に圧迫

感はない。 
 

２）基本寸法 
  教室の平面寸法（間口・奥行き）を 20cm 小さくし現地標準の教室寸法と同じ芯々7.0ｍｘ9.0ｍ

とする。 
 
３）コンクリート強度 

コンクリートの必要強度を見直し、差し支えない範囲で設計強度を下げてセメント量を減らす。

「カ」国ではセメント会社が国営系の 1 社だけで競争がないためかなり高い。コスト縮減にはあ

らゆる所でセメント使用量を減らす努力が効果的である。 
 
４）基礎の見直し 

第３次計画までは柱にかかる垂直荷重を全て柱の直下に設けた独立基礎で支え、地中梁は単に曲

げモーメントを受ける部材として使われている。この方法は我が国では極めて一般的であるが不

経済である。そこで基礎は独立基礎方式をやめ、地中梁を布基礎としても用いることとする。 
 
５）２階廊下の手摺 

補強コンクリートブロック製の２階手摺を鋼製にする。鋼製手摺をコンクリート打設後早い時期

に取り付けることによって 2 階廊下部分に取り付けていた工事中の安全仮設手摺も不要となり、

二重のコスト削減となる。 
 
６）塗装工事 

外壁の塗料はメンテナンスフリーを目指して高品質品を使っているがこれを一般に使用されてい

る仕様の塗料にする。 
また腰の高さまでは児童の手垢で汚れやすいのでモルタル仕上げのまま無塗装とする。 
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３－３ 概略設計調査の実施に際しての留意事項 

３－３－１ 調査の目的・基本方針 

 
（１）調査の基本方針 
 

１）これまでの実績の活用 
第 3 次計画までの成果を最大限に生かして調査を効率的に実施する。 

 
２）要請内容の確認 
   予備調査の結果、計画対象校の中には既に整備が完了している学校が含まれており、提出され

ている要請内容は一部に修正が必要であることが判明した。基礎教育省では概略設計調査までに

修正を行うことを約束している。概略設計調査では「カ」国政府の要請内容を最終的に確認する。 
 

 ３）全サイト調査 
計画対象サイトは全て既存校である。予備調査で踏査を試みたサイトは全てアクセスが可能で

あった。この経験から、雨期を避けて調査を実施すれば、全校の踏査は可能であると思われる。

従って概略設計調査では要請校の全校踏査を原則とし、現地調査を大乾季と呼ばれる 12 月～2 月

に実施できるよう調査スケジュールを組み立てることが望まれる。 
現地調査でアクセスが不可能なサイトは建設の実施も困難であると考えられるので、アクセス

上の支障を理由に計画対象から外すことが望ましい。 
 

４）施設計画調査 
  ａ）校舎タイプ 

①これまで一般無償では２階建校舎を建設してきているが、本計画で２階建て校舎とするか

平屋建て校舎とするかは、各サイトでの敷地状況、施工能力、コスト等を勘案して判断す

る必要がある。 
コスト検討にあたっては、現地調査に先立ち第 3 次計画の積算資料を分析して両者のコス

トを比較し事前に把握しておくことが望ましい。 
②平屋建てとする場合、調査の基礎とする設計仕様は基礎教育省標準とし、現地で一般的に

用いられているフランス基準に照らして必要となる構造上の改善を加えることとする。 
③２階建校舎とする場合は第３次計画の設計案を基礎とし、これにフランス基準に照らして

可能な構造上の改善（断面の縮小、配筋量の減少）を加えることとする。 
 

ｂ）計画規模の算定 
①教室建設需要の算定基準は基本的に第 3 次計画の基準を踏襲する。 
②需要算定における二部制授業の取り扱いは次のとおりとする。 
 ・グループ校同士が二部制を実施している場合は二部制を前提として教室需要を算定する。 
・単独校が二部制を実施している場合は全日制での運営を前提として教室需要を算定する。 

ｃ）配置計画における既存校舎の扱い 
案件実施に伴い既存校舎の撤去が必要な場合、第 3 次計画までは「カ」国側が建設工事に先

立って仮設校舎を確保して撤去を行ってきた。仮設校舎の確保はそれほど困難なことではな

い様であり、今後もこの方式が踏襲されるので、新校舎の配置計画は既存校舎の位置に左右

されることはない。 

   d）基礎構造の変更 
     3‐2‐2（2）4）に述べたとおり、一般無償の場合においては独立基礎を布基礎に変更する
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提案をしたが、これはコミュニティ開無償方式の場合も同様とする。 
 

５）自然条件調査 
   校舎の配置計画や詳細設計には敷地測量図や地盤条件データが必要であるが、概略設計調査で

はそこまでの精度を必要とせず調査団による簡易測定と目視確認による地耐力判定とによるこ

ととし、現地業者へ再委託して行う本格的な自然条件調査は行わない。本格調査での調査内容は

以下のとおりとする。 
  ａ）敷地測量 
    ①サイト調査において調査団員による簡易測量によって敷地状況を記録するとともに、土地

の権利に関する証憑書類の写しを入手し面積を確認する。出来れば公図写しの入手に努め

る。 
②州教育省並びに州の公共事業省の協力を得て各要請サイトの測量図をドラフト説明まで

に作成するよう要請する。 

なお詳細設計段階では測量図が入手できなかったサイトにつき現地コンサルタントによる

測量を実施する。 

ｂ）地盤条件調査 
    ①アダマウア州の州都ンガウンデレには花崗岩の露頭が所々に見られ、対象校サイトの土質

はラテライト混じりの真砂のところが多い。東部州と北西州の対象校のサイトではラテラ

イトが主流である。第 3 次計画までの調査結果からラテライトの地耐力は 200kN/㎡以上

が期待できることが分かっている。またラテライト混じりの真砂は通常それ以上が期待で

きる。また今回の対象地域は北部州で見られるような膨張土の存在は報告されていない。 
 

②以上を勘案して現地調査では構造設計の専門家が全域の視察を行い、設計地耐力を判定す

る。ただし専門家が目視では判定不能であると判断したサイトについては現地業者への再

委託によって必要な調査を実施する。 

なお詳細設計段階ではサイト毎に試験掘りを行って再度目視確認し、必要に応じて載荷試験

にて地耐力を判定する。また盛土部分は工事実施に先立ち載荷試験で地耐力を確認し、必要

に応じて基礎の底盤幅を変更する。 
 
 

３－３－２ 特段の留意事項 

（１）コミ開無償方式の実現 
コミ開無償方式による案件実施の実現に向けて最大限の努力を傾注する。基礎教育省に対してコミ

開無償方式の優位性をあらゆる点から強調し十分に理解させる。次に免税措置の方法と問題点につい

て「カ」国政府とよく協議し、制度確立の確約を調査期間内に取り付ける。ここで言う免税措置の方

法は還付方式ではなく、基礎教育省が VAT 予算を実質確保し、JICS の支払いの都度必要額を支出す

る方法である。 
（２）校庭周壁の事前建設 

サイトによっては学校敷地及び施設に対する近隣住民による不法占拠、廃棄物の不法投棄、通行者

によるバンダリズムの被害が見られる。このようなサイトにおいては、建設工事の着工に先立ち敷地

の周壁の建設を実施するよう「カ」国側と交渉する。 
 
（３）環境配慮 
  サイトによって校庭に大きな樹木が生えていて木陰を提供しているところが見られる。「カ」国は熱

帯雨林気候帯に属し生物の生長が著しく早いとは言え、大木になるまではそれなりの長い年月を要す

る。従って校庭にある大きな樹木は、長い間子供たちに木陰や雨宿り空間を提供し、或いは子供たち
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の遊び相手となってきた。これまでの卒業生の中には深い思い出を抱いている者も少なくないと推察

される。本計画の実施に当ってはこのような大木の保全に十分な注意を払うことが望ましい。 
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２．収集資料リスト 

 

地域 アフリカ 調査の種類 予備調査 

国名 カメルーン共和国 
案件名称 

カメルーン国 

第４次小学校建設計画 現地調査 2007 年 7 月 21 日～8 月 27 日 

 

番号 資料の名称 版型 頁数 原本・写し
の別 

部数 収集先または発行機関 入手方法

01 カメルーン国行政区分地図 A1 1 原本 1 書籍店 購入 

02 全国教育統計報告書 2006/2007 A4 64 原本 1 基礎教育省 寄贈 

03 基礎教育省教育統計資料 20062007 A4 296 原本 １ 基礎教育省 寄贈 

04 公共契約法：Public Contract Code A5 132
オリジナ

ル 
1 

Public Contract Code 

Regulatory Agency 
寄贈 

05 
2007 年度 PPTE 基金による公立小学校の教室建設に
かかる国内入札要綱 

A4 99 コピー 1 基礎教育省 寄贈 

06 同   技術特記仕様書 A4 11 コピー 1 基礎教育省 寄贈 

07 
2007 年度 PPTE 基金による公立小学校の便所・水場建

設にかかる国内入札要綱書の技術特記仕様書 
A4 10 コピー 1 基礎教育省 寄贈 

08 
2004 年度 PPTE 基金による公立小学校の机・椅子の調

達にかかる国内入札要綱書 
A4 58 コピー 1 国民教育省 寄贈 

09 
2007 年度 BIP による国立幼稚園建設にかかる国内入

札要綱（案） 
A4 40 コピー 1 北西州教育局 寄贈 

10 
2006年度PPTE基金による公立小学校の教室および便

所建設、並びに机・椅子調達に関する監理業務発注書
A4 16 コピー 1 基礎教育省 寄贈 

11 
2007年度PPTE基金による公立小学校の教室建設に関
する監理業務入札要綱（案） 

A4 82 コピー 1 基礎教育省 寄贈 

12 2007 年度公共投資予算基礎教育省の分の抜粋 A4 5 コピー 1 経済財務省 寄贈 

13 基礎教育省組織 A4 44 コピー １ 基礎教育省 寄贈 

14 中期支出枠組（CDMT） 2007-2009 A4 47 コピー １ 基礎教育省 寄贈 

15 

基礎教育省における日本プロジェクトの公的テキス

ト :PROJET “DON JAPONAIS” AU MINEDUB TEXTES 

OFFICIELES  

A4 7 
コピー簡

易製本 
１ 基礎教育省 寄贈 

16 教育部門戦略（案） A4 217
コピー簡

易製本 
１ 基礎教育省 寄贈 

17 貧困削減戦略書 A4 199
コピー簡

易製本 
1 基礎教育省 寄贈 

18 アダマウア州教育統計資料 2006-2007 A4 13 コピー １ アダマウア州基礎教育局 寄贈 

19 

DONNEES STATISTIQUES DES ECOLES RETENUES DANS LE 

CADRE DU 4EME PROJET DE CONSTRUCTION DES ECOLES EST 

PROVINCIAL DELEGATION 

A4 6 コピー １ 東部州基礎教育局 寄贈 

20 ベルトア郡要請サイト地図 A4 1 コピー １ 東部州基礎教育局 作成 

21 東部州教育統計資料 2006-2007 A4 36 コピー １ 東部州基礎教育局 寄贈 

22 北西州教育統計資料 2006-2007 A4 15 コピー １ 北西州基礎教育局 寄贈 

23 北西州 5 郡要請サイト地図 A4 5 コピー １ 北西州基礎教育局 作成 

24 

カメルーン国予算資料 2007 

PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU 

CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2007 

A4 22 
コ ピ ー 簡

易製本 
１ 経済財務省 寄贈 

25 カメルーン国予算資料 2000-2007 A4 164
コピー簡

易製本 
1 経済財務省 寄贈 

26 
世界銀行「教育システム支援プロジェクト」(PASE)

にかかる行政手続きマニュアル、財務会計書類 
A4 124

コピー簡

易製本 
1 世界銀行 寄贈 

27 他ドナー支援一覧   2006 年 6 月 A4 11 コピー 1 基礎教育省 寄贈 

28 初等教育カリキュラム 英語版 A4 4 コピー 1 基礎教育省 寄贈 

29 初等教育カリキュラム Ⅱ A4 76 原本 1 基礎教育省 寄贈 

30 初等教育カリキュラム Ⅲ A4 88 原本 1 基礎教育省 寄贈 



31 PROJET EDUCATION Ⅱについての質問回答書 A4 6 
コピー簡

易製本 
1 BAD 寄贈 

32 
COMPLEMENTS D’INFORMATIONS DU PROJET EDUCATION

 Ⅱ A LA DIVISION DES PROJETS(MIBNIDUB) 
A4 5 コピー 1 BAD 寄贈 

33 基礎教育省による小学校標準タイプ A4 57 
コピー簡

易製本 
1 基礎教育省 寄贈 

34 
同図面（2 教室タイプ棟、クロストラー図、便所棟、

机・椅子、教員宿舎棟、井戸） 
 6 青焼図面 1 基礎教育省 寄贈 

35 PROJET EDUCATION Ⅱにかかる実施計画図面集 A3 65 
コピー簡

易製本 
1 BAD 寄贈 

 



添付資料３．          協議・面談記録 

7/23-1 

 
 

訪問先 在カメルーン日本国大使館 
面談相手 都筑大使 
調査団員 星野団長、森田千春、市川、奥井、森田俊之 記録者：市川 
同席者 三好一等書記官、中條企画調査員（JICA） 
日 時 7 月 23 日（月）11:00～12:00 
内 容 

大使より以下のコメントあり（→は調査団よりの返答内容） 
   ①他の地域との差が出ては困る。 
   ②現地ローカルによる建設の場合、竣工後、またはその後の時間の経過の中で、日本による施

設とどのような違いが出ているか、日本人の目から見た見解を相手国と協議すべき。 
③コミ開により瑕疵担保責任はどうなるか。→一般無償と同様、現地施工業者負担となる 
④コミ開により施設に差が出てしまうと、政治上芳しくない。 
⑤コミ開がすでに実施されている近隣国セネガル、ニジェールの事例などで相手国へ説明する

ことも肝要。 
⑥カメルーン政府からは、日本の施設建設コスト高に関する批判はない 
⑦コミ開実施に対する方針、方向性は認める。 
⑧女子の退学率が高い→労働力として借り出される。 
⑨国として教育セクターへのプライオリティは高い。 
⑩教育大臣にしてみれば、自らの政治的責任として、教室数はできるだけ多く欲しい。 

（量へのニーズ高い）→これに対して、コミ開実施によりニーズが満たされるか？ 
⑪部族間の闘争が激しい実情がある。 
⑫日本による地方給水案件を通じて、日本のゼネコンはカメルーンと中国を下請けにした。 

（中国はコストが安い） 
   

以 上



7/23-2 

 
 

訪問先 第 3 次校：EP/GBPS Mballa Ⅳ 

面談相手 校長、教頭、視学官他 
調査団員 星野団長、森田（千）、市川、奥井、森田（俊） 記録者：市川 
同席者      
日 時 7 月 23 日（月）15:00 ～16:30 
内 容 

１）日本の無償事業に対する評価 
①日本の事業は Mballa Ⅳ地区教育環境改善につながっている。 
②日本の無償事業とくに、設計から施工監理、管理体制に対する評価高い 

 
２）「カ」国学校運営維持管理について 

①学校の維持管理は容易ではない。 
②カメルーンでは、維持管理に対しての戦略について、政府の教育政策上、「教育コミュニティ」

としている。 
③維持管理にかかる関係者、組織として、以下３つの組織がある。 

・Direction Ecole  ( 学校長 ) 
・Conseille Ecole （学校評議会）→市役所、行政、市民社会などが組織 
・APE      （父母会）→強制的な維持管理組織ではなく、あくまでも自発的なもの 
実施面ではすべての組織が十分に機能しているとは言えない。 

④政府からの公的な補助金はない。ただし、機材供与などの支援はある。 
 

３）本校の維持管理状況について 
①施設、機材の破損、故障などは、生徒の行為によるもので、その原因は生徒自身が新しいも

のに慣れていない、また教員による教育そのものに問題があることを関係者は自覚している。

②施設の清掃は掃除表に基づいて行われる。モップ、ほうきなどは APE が購入。 
このように、維持管理上学校のニーズを APE により吸い上げ、活動へつなげる。 

以 上



7/24-1 

 
 
 

訪問先 第１次校：EP MballaⅡ 
面談相手 郡視学官、校長、他 
調査団員 星野団長、森田(千)、市川、奥井、森田（俊） 記録者：奥井 
同席者 マツダコンサル常駐管理員秘書、ンドンゴ（基礎教育省担当官） 
日 時 7 月 24 日（火）9:00～11:00 
内 容 

１）団長挨拶 
 
２）市川、建物の室についてどのように考えているか？ 

   ①設計、材料･機材、施工技術→耐久性の高い建物 
   ②日本の学校は「作品」である。快適に仕事が出来る。隅まで良く考えられている。 
   ③基礎教育省が定めている施設基準が良く守られている。 
   ④それまで無かった 2 階建て校舎の導入の価値は高い。 
   ⑤他ドナーに比べて、建物だけではなく教材の整備も同時に考慮してくれ、基礎教育省が目指

す教育の質的向上にも大きく寄与している。 
 

３）施設的問題点 
   ①雨水排水路が直ぐ詰まる。←（メンテ不足） 
   ②窓から雨が吹き込む。←（2 次 3 次で改善） 
   ③電気が無いので暗いときがある。 

以 上



7/24-2 

 
 

訪問先 第１次校：ECOUDOU YDE Ⅱ 

面談相手 校長、教頭、父母会、視学官他 
調査団員 星野団長、森田、市川、奥井、森田 記録者：市川 
同席者  
日 時 7 月 24 日（火）11:00～12:30 
内 容 

１）同校の状況について 
①同校はもともと１敷地であったが、道路が敷設され、敷地が分断された。そして、一方の敷

地に無償資金による施設が建設された。もう一方の敷地には、既存の建家（HIPC 資金によ

り改修、拡充された）が残され、英語校として現在使用している。 
②英語校は、インフラ整備が遅れている、敷地周壁がない、セキュリティに問題があるなど、

不都合な点が生じている。 
③APE と政府により運営管理されているが、資金不足などにより困難な状況である。 
④教員が派遣されていない。→教員不足 
⑤無償により建設された施設に対して生徒は誇りをもっている。 

 
２）「カ」国の教育概況 

①英語校、仏語校の入学にかかる選択は一般的に親の判断による。 
②英語高校の卒業する方が就職に有利。 
③政府としては、課題が多く、1 校 1 校にまで手がまわらず、ドナー支援を受けた学校に対す

るプライオリティが高くなる傾向がある。 
④カメルーンでは、英仏校のうちどちらが良い悪いという価値基準はなく、二つの公用語を持

っている点が特徴であり、政策の一環でありこれを尊重することが重要である。 

以 上



7/25-1 

訪問先 基礎教育省 
面談相手 大臣、次官、財務局長、計画プロジェクト協力部長、同部次長、同部調整官、他 
調査団員 団長、森田、市川、奥井、森田 記録者：奥井 
同席者 日本大使館三好一等書記官、JICA 事務所中條企画調査員 
日 時 7 月 25 日(水) 08:30～12:30 
内 容 
（１）部長顔合わせ・挨拶（8:30～9:00）at 計画プロジェクト協力部部長室 
  
（２）次官と歓談（9:00～9:40）at 大臣応接室 
   次官発言の要点は以下のとおり。 

①教室不足は大きく見れば解決の目途が付いて来た。その中で日本の協力で整備した学校は比

類なく高く評価されている。 
②これからは教員不足の解決が課題。 

長らく教員の採用や養成を中断してきたが再開した。PPTE 基金の活用によって 2011 年まで

に 40,000 人体制とする。教員養成校の再整備も必要。 
③部長補足発言 

毎年 4000 教室の建設が必要。2000 教室は、ドナーと PPTE 基金の活用で確保できるが、残

りの 2000 教室が毎年不足として累積されて行く状況。 
④2015 年就学率＝100％＝就業率を目標としている。ただしドナーの協力が不可欠。 
⑤日本の協力による学校を誇りに思う。可視的にもモニュメンタルなものであり、国民に深く

浸透している。 
 
（３）大臣表敬・会談（9:40～10:30）at 大臣会議室 
 １）大臣挨拶＋コメント 

①1 月に日本へ行き第 4 次計画について要請し、外務省と技術的面のみならず、政治的側面に

ついても協議した。 
②これまでの協力によるこの美しい学校に誇りを持っている。 
③既に７州について日本の協力の恩恵に浴した。残り３州のうちアダマウア州と東部州は教の

普及が遅れており、優先整備地域に指定されており、また北西州は英語圏であるというとこ

ろから戦略的にも重点整備地域である。従ってここに日本の協力による学校が建設されない

となれば、それが政府の方針であると誤解される。 
④2000 年目標の達成には既に第４次計画の実施が折込済みである。７人の子供には食事を与え

たが残りの３人の子供には与えないというようなことは出来ない。 
⑤日本が次第に学校建設への協力から身を引く方向にあるということは理解している。 
⑥原則的には自助努力の涵養ということを理解しているが、もう少しゆっくりとしてもらいた

い。カメルーンはまだまだ日本の高い専門技術・知識を必要としている。資金が提供されれ

ば問題が解決できると言う状況にはない。日本の施工によって解決して行かなければならな

い問題もある。 
 

２）団長挨拶 
   ①これまでの３次にわたる協力で「カ」国から高い評価をいただいていることを理解している。

②今回は予備調査から始めた理由の説明 
③今回の調査は新方式の適用の可能性を探ることが目的の一つ 
④調査団予定説明、調査への協力要請 
⑤インセプションレポート提出 



7/25-1-2 

３）大臣コメント 
①今回の調査が予備調査であること、その結果に基づいて第４次計画の実施の如何、及び実施

される場合の方法が決定されること、理解した。 
②日本政府の決定には従う必要があると思う。 
③ただし協議を通して我々の懸念を伝えるので、決定に際しては配慮されることを願う。 
④今回の調査が実施されたこと自体が、日本政府が我が国のこの案件に関心を持ってくれてい

る証であり、感謝している。 
⑤大変多忙でありこれから地方に行かなくてはならない。ミニッツには帰れないが時間が許せ

ば土曜日 13:00 にもう一度お会いしたい。次官がサイン 
 
（４）ミニッツ協議‐1（10:30～12:30）at 3 階会議室 
 １）次官挨拶、中座 

２）団長が新方式を詳しく説明した。 
３）部長より、インセプションレポート勉強のため、協議中断の提案あり。 
４）協議した結果、インセプションレポート５．協議事項について逐条確認。その後中断し 5 時再

開とした。逐条協議の結果以下のとおり。 
①要請書の教室数 506 は対象校の既存教室数であり、要請数ではない。 
②要請校に一概に優先順位は付けられない。 
③３州の間にも順位は付けられない。要請書の中の期分け順位は目安であり、第 3 次 3 期まで

の流れを踏襲しただけのもの。 
④要請校の選定経緯の説明 
⑤標準設計に関する質疑：標準設計図はある。平屋建て 
⑥カメルーン側は質と量のどちらを取るか？答えられない。質を確保しつつ不足を解消する。

⑦その他    
                                                                        以 上 



          
7/25-2 

 
 
 

訪問先 基礎教育省計画プロジェクト協力部 
面談相手 計画プロジェクト協力部長、同部次長、同部調整官、同部事業課長 
調査団員 団長、森田、市川、奥井、森田 記録者：奥井 
同席者  
日 時 7 月 25 日(水)17:00～19:30 

内 容：インセプションレポートの説明に基づくコミ開方式に関する質疑。 
「カ」側のコメント、および提起された疑問点は以下のとおり。 

①協力部部長は図式を用いてコミ開の基本的システムについて確認した。 
②JICS の本当の役割が理解しにくい。 
③日本の建設会社に渡っていたコミッションが JICS に置き換えられるだけではないか？ 
④ローカルコンサルタントの能力は日本のコンサルタントと同じ力は持っていないので日本の

コンサルタントが果たしてきた役割を果たせない。日本のコントラクターの関与を無くして

コストの削減を図るのは受け入れられても、コンサルタントの能力まで失うのは容認できな

い。 
⑤ローカルコンサルタントの採用方式である参加資格付き入札とは指名入札か？←国際競争入

札である。質を確保するために資格審査を事前に行う。 
⑥コンサルタントと JICS の業務には重複があるように思える。 
⑦今のコンサルタントはノウハウを持っているのでそれが継続して従事することが望ましい

が、それは出来るか？ 
⑧コスト削減は現地の事情を良く知っている清水建設こそ出来るのではないか？ 
⑨施主への報告、説明等は現在コンサルタントがやっている。その間に JICS を入れるという

ことはコンサルと JICS の両方への二重払いになり、コスト削減へ逆行しているのではない

か？ 
⑩日本のコンサルはきちんと仕事をしているのにそれを変更する理由が良く分らない。 
⑪「カ」国政府にとって JICS とコンサルは同じことをやるので、業務の二重化であり、コス

ト削減に繋がらない。日本のコンサルタントを残して、ローカルを切れば多少のコスト削減

に繋がるのではないか？（日本人コンサルタントがこれまでと同じように関与し、かつロー

カルコンサルタントを雇い、JICS が関与すると考えていると思われる。） 
⑫JICS の現地事務所が現地技術者を直接雇用してはどうか？ローカルコンサルタントに外注

して上手くコントロール出来るか否か、疑問である。 
⑬契約のサイン権は JICS に渡るのか？それでは大臣が事業をコントロールする方法が確保さ

れない。開発政策の立案と実施は政府が進めている。そこまで JICS が代理する制度は如何

なものか？ 
⑭議論を重ねた結果大体理解できたような気がする。 

以 上
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訪問先 基礎教育省計画プロジェクト協力部 
面談相手 計画プロジェクト協力部長、次長（協力課長？）、事業課長、ンドンゴ調整官 
調査団員 団長、森田、市川、奥井、森田 記録者：奥井 
同席者 三好書記官 
日 時 7 月 26 日（木）10:30～13:30 

内 容：インセプションレポートの５．協力事項に従った協議 
（１）国家開発計画、教育セクター計画 

①2006 年 6 月、教育部門戦略が採択された。 
②同戦略は基礎教育の普及を基本目標とし、4 つの軸からなる。 

  ・アクセスの向上………2015 年までに就学率 100％の達成 
・質の向上………………カリキュラムの改善、内部効率の向上、留年の減少、2015 年までに

進級率 100％の達成 
・ガバナンスの向上……学校統計の定期的な調査 
・パートナーシップの改善……教育コミュニティーを学校の基本的パートナーとする。 
              私学振興 

   ③○○○（聞き取れず）は 2006 年を達成目標年度として 2002 年に策定された。 
④教育予算について団長質問 
⑤教育部門戦略はこれまでの指針等に取って代わるものであり、今後の方向の基本である。た

だし年間 4,000 教室の建設目標はすでに遅れをとっており、その挽回のために年間目標が

5,000 教室へ見直しされる可能性はある。 
⑥スクールマップについて団長質問 
 

（２）他ドナー、NGO 等の協力 
 １）BAD  

①Education‐Ⅱ………完了済み 
教育オファーの改善、留年の削減、カリキュラム改善を目標とした。 

   ②Education‐Ⅲ………交渉中。始っていない。 
 
 ２）BID 

①426 教室建設案件（48 校小学校整備案件か？）は完了 
②現在 3 年間で 78 教室を建設＋IT 教育の導入を目的とした案件に着手した。 
③同案件の 78 教室は北部州、南部州、沿岸州で実施予定。 
④（その他に）学校環境改善計画があり水廻りの整備を行う計画が予定されている。 

 ３）PAM（Programme d’Alimentation Mondial:世界食糧計画） 
 
   女子の就学率向上のために、家族労働力となって働いている未就学女子児童を抱える貧困家庭

を対象に乾燥食料を配布して女子児童を畑仕事から開放し通学を促進させるプロジェクト。

北州で実施中。 
 

４）その他 
①世銀……………教育制度改善支援、一環として僻地における教員宿舎建設もあり。 
②フランス………C2D 枠内での教育システム改善計画 
③UNICEF………北部州の教育優先整備地区におけるデータ収集？ 
④PLAN…………教育の質の向上計画 
⑤中国……………小学校 1 校完了。２校検討中、未着手。 
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５）ドナー協調についてどう考えるか？ 
  ①パリ宣言での７つの項目の一つであり、必要性は確かにある。 

②現在年間 300 日位各ドナーのミッションを受け入れているが、共同ミッションの実施やドネ

ーションの共同バスケットを設置しその中へ資金を入れて使用する構想はある。 
③しかし上手く行かない。全てのドナーはその使途を厳密に知りたがる。 
 

 ６）建設工事費 
   ①地方によって工事費は異なる。Yaounde で 4,700FCFA のセメントが Bertoua では

5,500FCFA 
②現在平均価格は 800 万 FCFA／教室。これの質は悪い。BAD の教室でもこれより高い。 
 

 ７）教室建設プロジェクトへのドナー支援が少ない理由 
   ①建設案件自体の実施が難しい。 

②アイディアとか思考だけで解決が図れる世界ではなく、実質的な物の世界。 
③建設案件は事業費が高くつき、その割りに援助効果が低いと考えている。 
 

 ８）「カ」国側は高品質教室と 低品質教室の中間の品質の教室を受け入れる用意はあるか？ 
   ① 大教室数が確保できるのであればその用意はある。ただし、 

②一点留保したい条件として一般無償のメリットである施工期間の遵守（迅速な完成と）が同

じように確保されることを挙げておきたい。 
これまでのように無理な工期の下で生じるコストの増加を避けるために、工期は延ばし、フレ

キシブルに対応すると述べたところ以下の様な意見が出された。 
③JICS が入っても業者はこれまでに経験のある業者が勝ち取る可能性が高いから、結局良く慣

れており、工期を延ばす必要はないのではないか？ 
④一期あたり 2 年に工期が延びれば 3 期として 6 年もかかるのか？ 
⑤新しい方式について理解し切れていない。それが良いとは理解できない。 
⑥議事録には新方式に対する疑問を留保している旨の記述を入れたい。 
⑦急激に全面変更するのではなく、まず一般無償で始め、実証試験をやりながら少しずつコミ

開無償へ移行してゆくことは出来ないか？JICS も我々も学習しながら……。 
⑧地元のコンサルタントを使うことには疑問を呈したい。急激な変化は良い結果をもたらさな

い。コミ開が行われている近隣国へ行って実際に状況を見てみたい。そのうえで我々の 終

的回答をしたい。 
 

９）案件管理 
   ①日本の案件について Project Monitoring Coordination Unit を結成し、メンテナンスのため

のモニタリングを行っている。 
②案件実施管理は計画プロジェクト協力部が行っている。 
③教室建設規模：2006 年実績＝1841 教室、2007 年予算計上＝2159 教室 
        この数値は政府予算、PPTE 基金、ドナー援助（日本）による建設教室数の

合計である。 
 

10）その他 
   ①税の還付が遅れている理由 
   ②予定 
   ③以前から要請している教員養成学校建設計画の見通し。             以 上
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訪問先 フランス開発庁（Agence Française de Développement: AFD） 
面談相手 Mme. Maud Juquois（教育･保健担当） 
調査団員 団長、森田、市川、奥井、森田 記録者：奥井 
同席者  
日 時 7 月 26 日（木）15:00～15:30 
内 容 

１）Juquois さん：自己紹介 
 
２）団長：挨拶、来訪目的説明 
 
３）Juquois さん： 

   ①カメルーンにおいては教員養成も再開され、教室需要は高い。 
②フランスは現在のところ教室建設プロジェクトは行っていない。 
③教育分野に関する援助は以前は大使館の文化･技協部が行っていたが現在は AFD が行ってい

る。 
④C2D を通して教育部門にも援助を行っている。2007 年 6 月、基礎教育省と教員の契約支援

に係る資金協力制度が始った（？）。 
⑤C2D とは「カ」国政府予算に計上される仕組みを取っている。 
⑥教室建設コストの削減には「カ」国政府も貢献してきた。しかしながら現在の１教室当り平

均で 850 万 FCFA かかるコストは 650 万 FCFA まで縮減する必要がある。そのための調査

を行っている。 
⑦このレベルが日本のプロジェクトとは比べ物にならないということは理解している。ところ

で第 4 次計画のコストはどのくらいですか？ 
←方式が決まっていない。今までは約 1,700 万 FCFA（団長） 

⑧AFD の援助資金（？）合計で 90 百万ユーロ。そのうち 40 百万ユーロはサインが終了して実

施に移っている。50 百万ユーロは学校施設のリハビリ、教室建設、私学支援に使われる予定

であるが、まだ調査が着手されていない。調査はローカルが行うことになっているが基礎教

育省は上手くやっていない。 
 

４）その他質疑応答 
以 上
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訪問先 基礎教育省計画プロジェクト協力部 
面談相手 計画プロジェクト協力部長、次長、プロジェクト課長、ンドンゴ調整官 
調査団員 団長、森田、市川、奥井、森田 記録者：奥井 
同席者 三好一等書記官 
日 時 7 月 27 日（金）10:00～14:10 

内 容： 
１）団長の追加質問に対する回答 

①政府予算で実施している学校施設建設プロジェクトは、今年からコンサルタントによる監理

を行うようにした。コンサルタントの管理は施工管理課（Brigade de Controle）が行ってい

る。 
②計画策定、詳細設計は計画プロジェクト協力部のプロジェクト課が行っている。 
③学校施設建設プロジェクトはぴ公開競争入札で業者が決定される。PQ は行っていない。 

ただし将来的には行うことも視野に入れている。 
 

２）部長コメント 
教室建設プロジェクトにはいろいろな形態があり、プロジェクトの開始が遅れる場合はその実

施方法に関してのプロファイルがしっかりしていない場合が多い。今回提示された新しい方式

が第 3 次プロジェクトのときに説明されていればわかったかもしれないが、今すぐには完全に

は理解できない。我々は決して新方式によって教室数を増やすことに反対ではないが、懸念を

完全に払拭することはどうしても出来ない。 
 

３）免税措置 
免税措置に関する部長発言は以下のとおり。 

   ①現地業者に対する免税措置は難しい。 
②JICS が建替えできれば免税措置は出来る。 

 
我が方は以下を先方に伝えた。 
①免税方法について検討し、今回調査の終わりまでに調査団に報告すること。 
②免税方法について明らかにするのは次回の調査による。 

以 上
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訪問先 基礎教育省 BID プロジェクト担当官（？）室 
面談相手 M. Ousmandu Oumara （省の役人、以前は財務省対外協力課） 
調査団員 市川、奥井、森田 記録者：奥井 
同席者 Mme. Ndongo Monique Conastancia 
日 時 7 月 30 日（月）09:30～10:30 

内 容：BID-Ⅲ 
１）通称 BID-Ⅲは基礎教育改善パイロットプロジェクトである。 

その目的は「教育へのアクセスの改善」と「教育の質的改善」である。 
 

２）アクセス改善のために既存小学校に関して以下の整備によっての機能強化が行われる。 
①外周壁の建設……38 校 
②電力の引き込み、または太陽光発電設備の設置…… 
③水道の引き込み、または井戸の掘削……34 校 
④既存校に対する校長宿舎の建設 
⑤既存校に対する守衛宿舎の建設（校内暴力発生校） 
⑥対象地域は、 北州、北部州、アダマウア州、北西州、西部州、…… 
⑦Model BID（アドミ室？を含む教室棟の建設）……24…… 
 

３）教育の質的改善のために 
①BID-Ⅱの対象校 48 校とその他の 3 校を対象として 51 の校長宿舎の建設 
②IT 教育の基盤整備（パイロット）を行う 

・51 のコンピュータルームの建設 
・102 人の教員、51 人の校長、51 人の視学官、に対する PC 操作訓練（第一次） 
・上記の既受講者に対する PC 教授法の訓練（第 2 次） 
・756 台の PC＋付属品、51 台の発電機または太陽光発電装置 

   PC 家具 
 

４）運営管理能力強化のために 
   ①本省プロジェクト調整ユニットへの支援 

②監査活動への資金協力 
③施工管理強化 BID-Model に基づく入札方式、管理体制の確立…… 
 

５）BID-Ⅲの今後の進捗・フロー 
   ①3 年を予定しているが現在まだプランニングステージ 

②コーディネーターの指名→ステアリングコミッティの結成→入札審査開の結成→コンサルタ

ント募集要項・TOR の作成→プロジェクト開始…… 
 

７）総費用＝1021 万 US ドル（借款）＋19 万 US ドル（贈与：研修費） 
 
８）BID-Ⅱのコンサルタントは海外？詳細はモクボさんに聞くこと。 

      以 上
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訪問先 世界銀行 PASE 管理事務所 
面談相手 所長、総務課長他 
調査団員 奥井、市川、森田 記録者：市川 
同席者  
日 時 7 月 30 日(月)16:45～17:20 
内 容 

１）教育部門に対する世銀の役割、事業 

①教育部門戦略策定に際し、「Project 5」を通じて教育分野の事情を確認した。 

②この経緯を踏まえ、世銀として何をすべきか、その必要性から、PASE を策定しソフト強化を

優先した。建設分野への支援は遅れている状況である。 

③ソフト分野での支援は、コンサルタントを調達、そのコンサルタントが州を補佐する形で州

への側面支援を実施している。 

④現時点で基礎教育省、中等教育省、高等教育省が PASE に参加している。 

 

２）建設分野支援を実施する上での今後の課題 

①建設分野への支援がおくれている理由は、カメルーン国内建設費が高いということ。 

②建設事業を行うには、コスト高（近隣諸国の1,000 – 1,200万CFA/教室に対してカメ国は1,700

万/教室前後）調査が必要となる。 

   ③上記調査結果に基づいて建設事業実施へ入る。 

④コスト削減について、世銀が政府に依頼して調査を実施（ヤウンデ理工大学の協力を得て）

調査結果報告書は教育省関連局へ提出済み、その後内容について確認したところ、調査不足

が判明、再度の調査を省から依頼、実施中である。 

⑤建設事業に移行した場合、PASE の中に必要な仕組みがすでに策定されている。（償還独立金

庫を通じて支払いを行うしくみとなる） 

以 上
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訪問先 北西州教育局 
面談相手 州教育局長、Mr. Che Che 建設担当官 
調査団員 市川、奥井、森田 記録者：奥井 
同席者 Mme. Ndongo、以下本省同行者 2 名 
日 時 7 月 31 日（火）15:00～16:00 

内 容：表敬・他 
１）州教育局、県教育事務所の組織 

   ①局長の下に次長と視学司（視学官調整官）が置かれている。 
   ②次長の下には、連絡課（Communication?）、会計課、人事課、建設課、……等がある。 
 

２）州教育局の主な任務 
   ①省からの通達事項の実施 

②教員の配置 
③校長の任命 
 

３）県教育事務所 
   ①事務所長は大臣の任命 

②所長の下に ○○ と △△ の 2 課が配置されている。 
 

４）教室需要 
   ①老朽化した校舎が多いことと、コミュニティーが勝手に建てた悪質な校舎を使っている場合

が多く建替え需要が高い。 
②就学率については国で１、２を争う教育熱心な州であり、その点からも教室建設は必要であ

る。 
③過密教室（60～70 人／教室）も多い。 
 

５）その他 
   ①局長は要請書について知らない。 
   ②要請校の選定は視学官の報告と教育統計に基づきプロジェクト協力局が行った。 
   ③明日は Mezam 県教育事務所へ 8:30 に行く。 

以 上
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訪問先 県教育事務所 
面談相手 事務所長、総務課長 
調査団員 奥井 記録者：奥井 
同席者 本省：Ndongo 調整官、Ayissi 技師、技士、州教育局：Che Che 建設課長 
日 時 8 月 01 日（水）10:30～12:00 

内 容：所長表敬、後分科会 
 
分科会（Mr. Ayissi：本省技師、Mr. Che Che：州教育局技師）での質疑結果以下のとおり。 

１）学校案件（BIP 案件）の担当と流れ 
   ①中央が学校整備計画に基づいて年度の実施案件（内容・規模）を決定し、州、県に実施を指

示する。 
   ②比較的大きな案件は州が担当し、小さな案件を県が担当するが、州の案件か県の案件かは中

央が決める。 
③州教育局は現地を調査し、本省の標準設計に基づき必要な情報を盛り込んで入札図書を作成

（数量計算）し、入札を実施する。県レベルでは公共事業省県事務所がそれを行う（補佐す

る）。 
④入札は州の入札審査会で審議され、業者が決定される。県に付託された案件は県の入札審査

会で決まる。 
⑤入札は価格単一入札方式ではなくプロポーザル審査方式である。 

応札図書の構成は以下のとおり： 
  ・事務書類（Administration Document）：登記簿写し等事務的書類 

・技術書類（Technical Document）：技術陣容、保有機器、施工対処方針、等 
・価格書類（Financial Document）：応札書、単価根拠表、等 

⑥入札には一般公開入札と制限付き入札があるが、指名入札はない。 
⑦制限つき入札とは、技術的或いは資金的に困難を伴う案件の場合に採用される方式であり、

一般に大型、案件に適用される。審査基準の一部が入札図書に明示される。 
小学校建設案件には通常適用されない。 

⑧標準工期は９０日であるが、工事の困難さや雨期の影響を考慮し９０日～１５０日の間で決

定される。工期の遅れは約 50％の案件で見られる。 大の遅れは 120 日位である。 
 

２）入札審査会の構成 
   ①州の入札審査会 
   ②県の入札審査会 

以 上
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訪問先 北西州 MEZAM 県知事 
面談相手 県知事 
調査団員 奥井、市川、森田 記録者：市川 
同席者 本省：Ndongo 氏、Ayissi 氏、Marcel 氏 
日 時 8 月 03 日（金）10:00～10:30 

内 容： 

１）県知事への表敬と本予備調査の目的について説明した。 

 
２）知事よりのコメントは以下の通りである。 

①北西州では教育に対する関心は高く、APE を含めて関係者による教育改善の意識も同様に高

い。 

②日本の無償資金協力事業については、他の州（西部州）でも事例を見ている。施設の完成度

は高く、ぜひ、北西州でも実施を期待する。 

③一般無償方式、あるいはまた新方式のうちどちらを選択するかは日本政府の結論に従う。 

④カメ国で工事が実施される以上、公共工事法に基づき全面公開で実施する。 

⑤北西州はもちろん、北西州以外の地域からの業者の応札も受ける。 

⑥業者の選定はカメ国の法に則り実施される。 

⑦バメンダにも実績のある大規模施工業者も存在し、質の高い建築物を建設している。適切な

施工監理、管理を実施することで、質の高いものを期待できる。 

⑧セキュリティについては州の当局として、住民のセキュリティ確保を基本として、外国人、

国籍問わず、すべての投資の現場に対して担保する。 

 
以 上
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訪問先 BAD Education‐Ⅱ調整官事務所 
面談相手 別紙 
調査団員 市川、森田、奥井 記録者：奥井 
同席者 Mr. Assitant Coordinator, Ms. Assistant Administrator、他 
日 時 8 月 06 日（月）11:10～13:30 

内 容： 
１）来訪目的が伝わっておらず 初はいぶかしげな所もあったが、Mme. Ndongo の説明で理解し、

以後は協力的に対応してくれた。 
 

２）挨拶 
①日本のプロジェクトのことは知っている。日本企業の元請の下にカメルーン業者が下請けと

して入り、この方式が上手く作用して地元業者のレベルアップが図れたと思う。 
②今も無償が続いているが、今ではカメルーンの業者が直接請けても問題ないと思う。 

 
３）Education‐Ⅱ 

①これまで 7 年間にわたって Education‐Ⅱをやってきた。始めは 2004 年に終わる予定であ

ったが、諸事情により 2006 年 12 月まで延期された。借款の供与はそれで終わりであるが、

予定の教室数が資金不足から完成されていないので 終的には 2008 年 6 月まで延長された。

②予定の教室の完成が遅れているのはインフレにより予定コストを大幅に越えたからである。

③借款協定により、インフレ（及びその他の予期できぬ事由）により予定のコストを超えたと

きは、当該増加コストは受益国の負担として定められている。そのため現在 9 月に入札を控

えている分は「カ」国側の負担で実施される。その資金は約 20 億フランで PPTE 基金から

出資される。 
④インフレが借款に含まれていなかった点については今後検討すべき問題点として捉えられて

いる。←我が方もコミ開無償でやる場合に、インフレ、並びに円－ユーロのレートに直結す

る CFA フラン相場変動への予算の対応策が必要と考えられる。 
   ⑤BAD 案件の施工監理はアフリカ開発銀行本部の指示の下に行なっている。 

⑥このプロジェクトの目的の一つは地元企業の育成であり、これまで「カ」国で行われてきた

監理のレベルを超える監理を行い、レベルの向上に寄与してきたと思う。 
⑦Education‐Ⅱは第 1 期から第 3 期まであり、それぞれの建設教室数は概ね以下のとおりで

ある。  第 1 期………400～450 都市及び周辺のアクセスの良い所（454） 
第 2 期………300    アクセスの便が中程度の所（200） 
第 3 期………250    アクセスの便が悪い所（62） 

（ ）は第 3 次計画 BD レポート 27 ページの数字 

⑧これまでに日本の方式を学んで、質の確保に努めてきた。例えば 
・各工事、工種ごとに検査を実施実施し、合格しなければ次へ進ませない。 
・校庭の管理を意識して行うようになった。 
・現場での馴れ合いを防ぐため、監理スタッフの交代制の導入 
・これまでは施工の結果だけに注意が行っていたものを施工の方式にも目を配るようにした。

⑨業者のランク付けをするようになった。 
⑩第 1 期はコンサルタントを使った。第 2 期以降は設計・施工監理はすべて調整官事務所が行

うようになった。設計については BAD 本部の建築家の承認を必要とする。 
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⑪当事務所は総勢 40 人で、そのうち技術スタッフは 12 人いる。技師 5 人＋技士 7 人はいずれ

もベテランで人的資源が十分に有り、今後この国の教室建設案件で協力させてもらうことが

出来る。 
⑫BAD の入札方式は基礎教育省のそれとは異なるが、基礎教育省の調達委員会の審査をその都

度受けている。ただしこれと同時にその結果に対して BAD 本部の承認が降りなければ前へ

は進めないシステムである。←BAD は最低応札価格の採用を原則としていると言いつつ、事

務的書類、技術書類、財務書類（応札価格）＋アルファと言っており、形式は「カ」国政府

の一般的な方式と基本的に同等であると思われる。 
⑬日本側と公式の意見交換の場を設定してもいいと思っている（真意不明）。お互いのアイディ

アを持ち寄り、より良い方向を考えてゆく……とか。 
⑭質疑所に対する回答は概ね 1 週間以内に Mme. Ndongo に送ることを約した。当方は受領し

た回答を十分検討し、次回でクラリフィケーションしたい旨のべた。次回は 8 月 20 日、ま

たは 21 日に設定することとした。 
以 上
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訪問先 基礎教育省 プロジェクト協力室 
面談相手 ンドンゴ調整官 
調査団員 市川、森田 記録者：市川 
同席者 本省：Ndongo 氏、Ayissi 氏、Marcel 氏 
日 時 8 月 06 日（月）15:00～16:30 

内 容： 
（１）教育優先地域（ZEP）について 

１）ZEP は、特定の州、県を意味するものではなく、以下 3 つのクライテリアに該当する地域に対

して指定している。 したがって、すべての州に ZEP に指定されている地域が存在する。 
①アクセス道路がない。 
②施設不足 
③就学を阻害する文化的な要因が存在する。 
 

２）ZEP でも特に、深刻な地域が北部州、極北州、アダマウア州、東部州の 4 州である。 
 
３）北部州、極北州、アダマウア州の教育事情について 

①文化的背景、イスラム系、伝統的に学校に行かせない、遊牧民が多い地域では子どもたちが

放牧に従事させるため、就学の阻害要因となっている。（北部州、極北州、アダマウア州） 
②ZEP と指定し、保護者が子どもを学校に行かせることを促進するため、以下のを優遇措置を

とっている。（北部州、極北州、アダマウア州） 
③教科書の無料化→現在は全国で教科書の無料配布が実施されているが全国化の前に先立ち

当該 4 州では事前に行われていた。ただし、すべての教科書が無料になるのではなく、仏語、

英語、算数の 3 冊のみであった。（北部州、極北州、アダマウア州） 
また、全国化は、2000 年～2004 年の間にかけて実施された。 

④WFP により通学する子どもに給食を提供（東部州） 
 

（２）要請対象地域について 
１）10 州のうち 7 州が日本により実施され、残りの 3 州である。 
２）アダマウア州、東部州が ZEP に指定され、学校建設へのニーズが高い地域であり、この地域へ

の支援を実施しないことは教育格差をより深刻なものにすることにつながる。 
３）北西州は英語圏であり、この州への支援を実施しないことは政治的な問題を引き起こすことに

つながる 
４）各州 ZEP に指定されている箇所は州ごとにばらつきがあるが、一方 4 州については州全体に

わたっている。 
 

（３）教育分野一般状況 
１）国民教育省から基礎教育省へ 2004 年 12 月 8 日に改称された。 
２）教員養成にかかる管轄省 

就学前・初等教育教員→基礎教育省、中等教育、技術教育教員→中等教育省、高等教育教員→

高等教育省 
３）維持管理 

教育施設の維持管理は、財務資源局で担当する。なお、日本の無償資金で実施された施設維持

管理は、計画・プロジェクト・協力局計画室に設置された委員会で実施する。（大臣指定、プロ

ジェクトステアリング委員会で承認済） 
同委員会の活動目的として①校長、教員への研修、②学校内花壇などの設置にかかる研修、③

マニュアルの整備（入札マニュアル）、④二次ソフコンで作成した維持管理マニュアルの運用指

導などが挙げられている。                               
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訪問先 清水建設カメルーン事務所 
面談相手 Nzongang Barthelemy, Director（社長）、Global Construction Cameroon  
調査団員 奥井 記録者：奥井 
同席者  
日 時 8 月 07 日（火）15:00～17:00 

内 容：調査協力依頼、業界事情聴取 
１）会社概要 

   ①第 2 次第 1 期と第 2 期の工事でサブコンとして工事を担当した Cacoco という会社に所属し

ていた。 
②清水建設の西野所長に可愛がられて独立し、第 3 次の第 1 期からサブコンとして活動してい

る。因みに Cacoco はサブコンから外された。 
 

２）日本方式－清水から学んだこと 
   清水建設のサブコンとして案件に加わり大変多くのことを学んだ、としている。 

①資材購入資金の投入による前倒しの資材確保。着工命令が出たときには資材が支給され工事

への支障が全く発生しない。（資本力と施主への信頼の違い） 
②安全管理 
③施工の質・正確性  その一つが精密な施工図の作成とそれに基づく工事の実施 
④モデル施工例による実習訓練 
 

３）VAT について 
   ①通常の契約において VAT は商品にのみかかり、サービスにまで及んでいない。 
   ②日本の案件において清水は下請けが購入する資材の VAT 分を下請けに払っている。下請けは

市場価格（VAT 込み）で材料を購入し工事に用いる。 
③清水は多くの材料を市場から税込みで調達し、その時に払った VAT について還付を政府に請

求している。ただし下請けが資材購入時に支払った VAT は還付されない。清水はその分を Net

コストとして処理しているので損はないが、その VAT の金額は援助資金が負担したことにな

り、額は小さくとも制度の原則に抵触する問題である。 
④基礎教育省の案件の場合、 

・業者は市場価格に基づく工事費を提示する（VAT 込み）。 
・契約は提示された工事費に 20％の VAT を上乗せした金額で行う。 
・ただし上乗せ分については業者に支払われることはない。書類上の手続きで払ったことと

して処理される（業者は市場価格で契約しているので VAT 分をもらっており、新たに払う

必要はない）。 
・予算上は入札価格に VAT を載せた金額が計上され、財務省に請求されるが、その金額は支

給されない。商品流通を通して財務省に入ってくるからである。 
・教育省は法律に則って VAT を払ったことになっている。ただし、政府機関はサービスに対

しても VAT を払っている形になっているが、実際は商品に対してのみかかっており、上記

の財務省に流通を通して入って来る金額も商品に対する VAT のみである。 
・ローカル業者が政府から VAT の還付を受ける制度はない。あっても実効しているのを聞い

たことがない。 
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４）汚職社会について 
「カ」国はあらゆる部門について大変な汚職社会であるので十分に注意が必要との指摘があっ

た。 
①確たる証拠はないが、公然の秘密として法律の定める所によって公正な入札が行われている

ケースは大変少ない。 
②入札は価格応札だけでなく、事務的書類、技術書類、価格等の財務書類の３セット提出とな

っており、採点基準や評価基準が厳正に制定され、不正の入る余地が無さそうに見えるが、

不正をしようと思う者が応札者と入札実施当局の双方にある限り、どうやっても起こりうる。

例えば 
  ・恣意的な採点、特に技術評価 

・入札実施者の指示による書類の差し替え。 
   ③業者選定をカメルーン人に委ねることは絶対にすべきではない。必ず不正が行われる。 

100％失敗することを請け負う。BAD 等の国際機関のようにカメルーン人を主体にする限り

その可能性は極めて大きいというのが常識。 
   ④教育省は教育的な省であるのでまさか…？の疑問に対して、全面否定。例えばあらゆる公立

校の校長先生は、年度末の児童･生徒の registration についていくらでも裏金を取っている。

この国に聖域なんて全くない。何かしない限り、企業経営なんか出来ない……、とのこと。

以 上
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訪問先 東部州教育局事務所 
面談相手 事務局長、ベルトア、ベラボー郡視学官長ほか 
調査団員 奥井、市川、森田 記録者：市川 
同席者 本省：Tchantchou 氏、Lekefack 氏 
日 時 8 月 08 日（水）15:00～16:30 

内 容： 
１）東部州の概況 

①東部州について北部州同様、全州的に ZEP 指定地域となっている。 
②PAM(WFP)による給食配給事業は、2～3 年前から廃止されている。同事業は、90 年頃から

全州にわたり実施されていた。 
③PAM 事業終了後は、具体的な事業は実施していない。 それでも、学校関係者による APE

へ対する啓蒙活動は継続で実施している。 
④同事業は、早熟結婚の習慣、慣習がある東部州でとくに女子就学率の向上に寄与した。 
⑤PLAN INTERNAITONALE による女子就学率向上プロジェクトとして以下 2 点 

・出生届支援事業→視学官へのセミナーを実施している 
・施設建設事業 

⑥就学率の阻害要因となっているバカピグミーへの対策として、 APEC による就学前センタ

ーの建設を実施している。就学前センターの主な役割は、小学校に入学するためのモチベー

ション付けである。 
⑦APEC 以外にも PLAN INTERNATIONALE, UNICEF なども活動しているが、APEC はバ

カピグミーに特化した活動を実施している点でもっとも大きな実績を残している。 
⑧APEC による就学前センター事業が近々終了する予定、同事業で形成された、就学に対する

親への動機付そして、初等教育への就学の流れが立ち消えることが懸念される。 
 
２）東部州の抱える課題 

①村落部において教室が不足していて、とくに仮設的な施設が多い 
②職員・教員の不足 
③農村、村落部において教材が不足 
④保健医療におけるワクチンなどの不足 

                                          以上 
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訪問先 基礎教育省企画・プロジェクト・協力部調整官室 
面談相手 BID 調整官 
調査団員 奥井、市川、森田 記録者：奥井 
同席者  
日 時 8 月 13 日（月）11:00～12:30 

内 容： BID-Ⅱについて 
１）概要 

   ①名称：Construction de 48 Ecoles Primaire au Cameroun 
②対象地域： 北州、北部州、アダマウア州、北西州（英語）、南部州、沿岸州 
③実施期間：不明 
④建設教室数：7 教室ｘ4 校＋6 教室 x44 校＝292 教室 
⑤主教建設施設：校長室、便所、給水施設（浅井戸、高架水槽） 
⑥プロジェクト費用総額：不明（内、借款額＝不明、「カ」国負担額＝不明） 
⑦免税措置：未確認 
 

２）実施体制 
   ①プロジェクト実施主体＝カメルーン政府、実施機関＝国民教育省 

②調査＋基本計画策定＝BID＋Comet International Consultant（チュニジア） 
③詳細設計＋監理＝Comet International Consultant 

  監理段階ではローカルコンサルタントが下請けとなって参加した模様。各州に数名配置され

ていたようだが詳細は知らない、とのこと。 
④施工者＝カメルーンローカルコントラクター約 10 社、1 社当り 3 校～12 校 

３）業者選定方式 
   ①コンサルタント：BID が推薦した 3 社とカメルーン政府が推薦した 7 社の合計 10 社を指名

して入札（我国の概念で言えばプロポーザル方式）で選んだ。 
②施工業者 

  一般公開公募による PQ を行い、合格者を指名して入札（上と同じ）を実施した。何社の参

加があったか、等は不明。 
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訪問先 カメルーン建築家協会 
面談相手 Mr. Tognia Djanko, Architect DPLG 
調査団員 奥井、森田 記録者：奥井 
同席者 Mr. Tchanchou? 基礎教育省プロジェクト室 
日 時 8 月 14 日（火）09:00～10:30 

内 容：  
１）建築家協会 

①国際建築家協会連合の傘下にある国内組織 
②会員資格 

国際建築家協会連合が承認した学校の卒業者であり建築家としての資格を有し、カメルーン

国民であり、5 年以上の実務経験と設計事務所における 1 年以上の研修を受けた者。 
③協会の目的 

  自由業者としての認識を持つ建築家が集まり、建築及び建築設計監理業務の質的向上と正当

な権利の確保を図るため、相互に研鑚し行動することを目的とする。（世界共通） 
④会員数＝210 名、名簿→来週月曜日 
 

２）質疑 
①建築設計事務所数＝約 15 
②建築設計事務所部門を合わせ持つコンサルタントはいない。協働で一つのプロジェクトに参

加することはある。 
③日本の新方式が採用されるならばプロジェクト参加の機会も生まれ、日本のコンサルタント

との業務の提携による技術の向上も期待できるので大いに歓迎する。 
④カメルーンでは過去に建築家が高等学校の学校建設に関与したことはあるが、現在は公立学

校の設計監理経験を有する建築家はいない。私立学校の設計監理経験はある。 
⑤BID は入札が行われ、我々も参加したがイスラム教国の建築家にやぶれた。 
⑥BAD 案件は BAD が選定した建築家が携わっており、カメルーン人の関与はない。 
⑦工程管理を含む施工監理は建築事務所単独では無理のようである。あくまでも意匠設計にか

かる監理であり、学校建設の監理には所内に専門技術者を抱えるか。固定的な協働事務所を

持つ建築家を選定する必要がありそうである。 
 

３）日本案件に対するコメント 
①これまで日本がやってきた学校案件は大変良い。 
②一部には回りの建物や児童の自宅と比べて質が高すぎると批判する向きもあるが、優れた建

築が造り出す優れた教育環境に児童を置くことは学習効果の向上や異空間体験のために大変

よいことである。 
③これは私が貧民街のカトリックの学校の設計に携わった経験からはっきりしている。 
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訪問先 基礎教育省財務局調達部 
面談相手 Mme. NTEDE Marie Adelaide 課長 
調査団員 奥井、市川、森田 記録者：奥井 
同席者  
日 時 8 月 1４日（火）11:00～12:30 

内 容：  
１）学校建設予算 

     年度   PPTE 基金           BIP 
2005   100 億フラン         100 億フラン 
2006   100    （実質 60 億） 
2007   140 
 

２）PPTE 資金 
   ①主として施設整備に使用している。教室建設の他に自由契約教員の給与にも使われる 

②教材、机･椅子、奨学金（？） 
③毎年 1 回、全ロットを対象に同時期に入札が行われる。ロット数＝契約件数＝94,86,96（2005

年、2006 年、2007 年） 
④入札参加業者数＝延 500 社、受注業者＝200～300 社、複数回受注した常連社＝150 社 
⑤民間コンサルの管理への活用は昨年から取り入れた。選定は入札による。昨年は省内の掲示

板に掲示し、思い当たるコンサルに電話して呼びかけた結果 7 社が集まり、7 社に業務を発

注した。 
⑥今年からは新聞紙上（カメルーントリビューン）に広告する他、周知徹底を行い、より多く

の参加を募る予定。 
 

３）BIP 予算 
年間 100 億フランが割り当てられているがそのうちの 80％が施設整備費 
 

４）1 教室単価＝900 万フラン（予算ベース） 
以 上
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訪問先 アダマウア州公共事業局 
面談相手 Mr. Tcheda Njinuo Richard, Chef de Service de Construction 
調査団員 奥井、市川 記録者：奥井 
同席者 Mme. Aminov ンガウンデレ郡基礎教育視学官、本省技官 3 名 
日 時 8 月 17 日（金）09:00～09:30 

内 容： アダマウア州の建設業界 
１）アダマウア州に本拠地を置く建設会社 

   ①公共事業省のリストに乗っている建設会社数は合計 49 社である。 
   ②工期遵守や質の問題の有無を質したところ殆ど問題はないとの公式回答が帰ってきた。 
 

２）アダマウア州における学校建築 
   ①アダマウア州教育局には建設課長が配置されておらず、地方主体で行う BIP の学校建設事業

は州の公共事業局及び県の公共事業事務所が行っている。 
②県と州の役割の違いは県がアシで州がアタマである。県の技術者は現場で監督指導を行い、

州の技術者は承認を行う。 
③2005 年から 2007 年までの 3 年間の教室建設件数は次のとおりである。 

    資金   教室数       契約件数 
         総数  年平均   総数   年平均 
    BIP    129   43    68     23 

      PPTE   181   60    22      ７ 
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訪問先 基礎教育省調整官室 
面談相手 Mr. Mkoubo, BID 調整官 
調査団員 奥井、市川、森田 記録者：奥井 
同席者  
日 時 8 月 21 日（火）09:00～10:30 

内 容： BID 案件の実施方法 
   ①調査は BID がコンサルタントを雇って行った。 
   ②実施段階では 7 社のコンサルタントにより入札（プロポーザル審査と思われる）が行われた

が、結果的には調査に携わったコメット社が落札した。 
③実施機関は国民教育省である。 
④業者選定にかかる入札審査会のメンバー 

  公共事業省、国民教育省、財務省、首相府、コンサルタント（コメット） 
     この審査会のリーダー～コーディネーターが決まっておらず、権限がはっきりせず、

会議は踊った、とのこと。 
⑤入札により 9 社のローカルコントラクターが 48 校の学校建設を分割して請け負った。 
⑥監理にはコメットの下請けとしてベターコンサルト社が加わり、案件実施６州において合計

12 人の技術者が監理に当った。 
⑦イスラム銀行なので、プロジェクトはイスラム教徒居住地域に集中して行われた。 
⑧関税や VAT にかかる免税取り決めはあった。免税措置は行われた、と述べたが、正しくは「取

り決めに従って、国内の調達システムにおける非課積算額についてのみ借款の対象としてあ

るので、免税措置は行われたと信じる」というのが本音の回答と思われる。 
  突き詰めると「非課税購入証明書の発給はあったと」行ったがこれは間違い。 
  免税措置については「カ」国の付加価値税の課税制度に矛盾があり、契約書の構成自体が事

実に反しており、それに倣って形式だけを整えている現状を十分に認識した上で、回答して

いると感じられた。 
⑨借款額＝＄9,075,000、カメルーン側負担経費（BIP）＝＄3,399,000、合計プロジェクト費

用＝＄12,474,000（48 校、274 教室）→2,731 万フラン／教室？ 
 



8/21-2 

 
 

訪問先 BAD 
面談相手 関係者一同 8～9 名 
調査団員 奥井、市川、森田 記録者：奥井 
同席者  
日 時 8 月 21 日（火）13:00～15:30 

内 容：BAD  
１）質疑回答書の請求→木曜日 

①先方は、Eucation-Ⅱの遅延分が実施中であるが、その終了が迫っており、Education-Ⅲの動

向も不透明な中で、日本が新しい方式を導入した場合には何とかしてプロジェクト実施に関

与し、持てる人材の活用を図りたいとしている。このような意向は前回訪問時に示唆されて

いたが、今回はそのために調査団と一日を掛けてじっくり協議し、今後の協力の可能性を探

りたいと提案してきた。そして回答については内部で方針協議しなければならない点もある

として、留保しているのが、そのための駆け引きのようなものであると感じられた。 
②そこで本調査団にはそのような権限が与えられていないこと、並びに本プロジェクトの現在

の段階、並びに調査団の目的について再度詳しく説明して理解を求めた。 
 

２）追加質疑 
   ①業者選定は調整官事務所（Education-Ⅱ実施課）が中心となって行っているが基本的にはい

る。「カ」国政府の方式を踏襲している。ただし最終的には BAD の承認が必要である。 
②調整官事務所の責務は全ての面にわたるプロジェクトの推進であり、調整官並びに職員は、

「カ」国政府が公募によって選定し、BAD が承認した。その辺のことは Document de Base?
に書かれている、とのこと。 

③Education-Ⅱの調査段階に外国コンサルタントの関与があったか否かについては知らない模

様。詳細設計と監理は調整官事務所が行った。ただし第 1 期ではローカルのコンサルタント

を使ったが役に立たないので漸次使わなくなった。 
④関税及び国内税に関する免税措置の取り決めはある。ドナーは税を負担しない。 

現地法人に対する税の還付措置は確立されているかの問いに対して「いる」との回答があっ

た。 
 

３）調整官との面談 
   帰り際に調整官との面談が急遽きまり、挨拶した。 
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訪問先 基礎教育省調達部 
面談相手 Mme. Ntédé 調達課長 
調査団員 奥井 記録者：奥井 
同席者  
日 時 8 月 21 日（火）16:00～12:30 

内 容： 国内税の非課税処置、日本の援助「量」か「質」か 
１）非課税処置 

   ①国内案件の契約において業者は非課税価格を提示することになっており、契約に当たっては

その価格に基礎教育省が別途予算計上して確保した税金分を上乗せして契約金額とする。契

約 は税込価格で調印される。ただしその税額分はいずれ国庫に納入されるはずである所か

ら、現金での支払いは行われずに源泉徴収され（基礎教育省が代行納税する）、税抜き価格し

か業者には支払われない。しかし業者は非課税で材料を購入する権限は付与されず、業者の

責任と裁量で「非課税」として処理している。 
   ②外国企業の場合には還付制度が一応確立しているが国内業者に対する還付制度はない。 
 

２）日本の援助 
   ①日本の援助がこれまで果たしてきた 大の功績は、カメルーンでかって見られなかった良質

な小学校を各地に建設してきたことである。 
②「カ」国において教室不足は深刻ではあるが、良質な環境で学習するという効果も極めて大

きい。子供達は例えあばら家に住んでいても、このようなすばらしい教室で勉強できること

に喜びを見出しており、日本が建設した教室は児童や父兄に将来への希望と夢を与える効果

をもたらしている。 
③多くの富裕層が子弟を外国で学ばせている中で、良質な校舎での学習を体験させることで子

供達は夢と希望を持って育って行く。夢や希望こそこの国にとって一番大切なものであり、

それがなくなっては国の将来なんか絶望的である。 
④量的拡充も必要であるが、それは我国の投資予算（BIP）や PPTE 資金で行っている。日本

の教室建設数は 5％～10％であり、量的側面における貢献より質的面における貢献に特筆す

べきものがある。 
⑤フランス開発庁は今行っている PPTE 基金による小学校建設（900 万フラン／教室）も高い

とし、日常住んでいる住居並の質でよいはずであるとして持論を押し付けてくるが、「カ」国

だから量的拡充だけで良しとする強制的な考えには納得できない。我国もまた多様な文化を

持ちいろいろな人がそこに生きている。 
⑥日本が 9 年前に建設した教室は今でも頑丈で綺麗な状況に保たれているが PPTE 基金の小学

校は 5 年も経てばぼろぼろである（確かに傷みは激しい）。 
⑦20 年くらい前にカナダの援助によって全国 10 州に 1 校ずつ建てられた工業高校は同様に質

の高い建物で今でもきちんと利用されている。質の良い建物は維持管理もしやすくまたその

インセンティブを人々に与えるので相乗効果として長持ちし、結局の所コストが安くなる。
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訪問先 公共事業省 
面談相手 規準課課長、建設局課長ほか 
調査団員 市川、森田 記録者：市川 
同席者  
日 時 8 月 21 日（火）16:00～17:00 
内 容： 

１）日本の事業に対する評価 
日本の事業成果については、以下の点で十分に承知、評価している。  
①無償資金協力であること 
②初等教育に対する事業であること（教育セクターは国家重要セクターでもある） 

   ③技術的にレベルのきわめて高い事業であること 
 

２）公共事業省での役割、現状について 
①公共事業を通じて民間セクターの育成を目指している。 
②国内のコンサルタント、施工者のデータベース、オブザバトリーを作成している。 

（担当部ができて 2 年） 
③調達代理機関はカメ国にもある。 
④一般の公共工事契約法に加え、CCAG が策定された。 

CCAG ：今年か昨年付 大統領令で新しい契約の中の一般条項が定められた。 
 

 ３）建築基準、関連法規について 
   ①「カ」国の建築関係法規、施設建設にかかる法規はフランス基準、または英国基準に準じて

いる。 
なお、99 年には施工管理、品質管理にかかる内容について改定されている。 
→入手資料：LOI No.99/017 DU 22 DEC,1999 REGISSANT LE CONTROLE DE QUALITE 

DES SOLS, DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET DES ETUDES 
GEOTECHNIQUES 

②建設許可については原則的に市町村に対して建築許可を申請する。 
③規模の大きいプロジェクトレベルでは、関連省庁、機関が暫定組織（委員会）を構成、その

中で、建設許可などの事務手続き実施から、運営管理に関する範囲まで網羅した内容を協議

する。 
④日本の事業について、委員会を組織することを想定すれば、メンバーは、公共事業省、教育

省、JICA、地方自治体の組織などが想定される。 

                                      以 上
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